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四
四
 
 

第
三
章
 
日
米
の
制
度
の
比
較
 
 
 

前
章
で
は
、
日
米
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
及
び
そ
の
執
行
確
保
の
制
度
に
つ
い
て
詳
細
に
み
た
。
本
章
の
目
的
ほ
、
日
本
の
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
及
び
そ
の
執
行
確
保
の
制
度
に
つ
い
て
米
国
の
そ
れ
ら
と
比
較
し
、
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
 
 

一
節
で
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
つ
い
て
、
形
式
的
側
面
及
び
実
質
的
側
面
の
両
面
か
ら
そ
の
内
容
の
比
較
及
び
分
析
を
行
 
 

い
、
第
二
節
で
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
関
連
す
る
諸
制
度
等
（
国
外
情
報
の
収
集
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
罰
則
の
規
定
）
 
の
 
 

部
分
に
つ
い
て
比
較
・
分
析
を
行
う
。
本
章
で
の
問
題
意
識
は
、
両
制
度
と
も
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
と
し
て
一
般
的
に
ほ
認
 
 

識
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
米
国
の
制
度
が
対
象
取
引
限
定
方
式
、
日
本
の
制
度
が
対
象
地
域
・
法
人
限
定
方
式
と
全
く
異
な
る
方
式
を
各
々
 
 

採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
形
式
的
に
は
各
々
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
で
カ
バ
ー
さ
れ
る
個
々
の
内
容
（
課
税
所
得
、
対
象
と
な
 
 

る
軽
課
税
国
等
の
範
囲
）
 
に
相
違
が
あ
る
が
こ
れ
ら
個
々
の
も
の
を
稔
合
的
に
み
た
と
き
に
実
質
的
に
は
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
と
考
 
 

え
ら
れ
る
の
か
又
は
な
い
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
第
二
節
で
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
と
両
輪
を
な
す
執
行
担
保
の
た
め
の
規
定
に
つ
い
て
、
米
国
が
強
力
か
つ
多
様
な
 
 

制
度
を
有
し
て
い
る
点
を
み
る
。
 
 

第
一
節
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
関
す
る
日
米
比
較
 
 

本
節
で
は
、
本
稿
の
主
要
目
的
で
あ
る
日
米
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
つ
い
て
両
国
の
制
度
の
比
較
・
分
析
を
行
う
。
 
 
 

米
国
の
制
度
ほ
、
包
括
的
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
と
し
て
は
世
界
で
最
も
早
く
（
一
九
六
l
一
年
）
導
入
さ
れ
、
そ
の
後
に
お
け
る
 
 
 



米
国
企
業
の
多
国
籍
的
展
開
を
背
景
に
幾
度
か
の
改
正
を
経
て
、
今
日
で
は
、
か
な
り
緻
密
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
前
章
に
 
 

お
い
て
詳
し
く
み
た
。
一
方
、
日
本
の
制
度
は
米
国
等
の
制
度
を
意
識
し
な
が
ら
立
法
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
、
米
国
の
制
度
の
導
入
 
 

時
の
背
景
、
基
本
的
考
え
方
等
の
比
較
・
分
析
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
、
制
度
の
主
要
項
目
に
つ
い
て
理
論
的
な
比
較
・
分
 
 

析
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 
 

Ⅰ
 
制
度
の
背
景
・
目
的
・
仕
組
み
 
 

こ
こ
で
は
、
制
度
導
入
時
の
背
景
等
、
制
度
の
基
本
的
考
え
方
特
に
み
な
し
配
当
理
論
、
所
得
直
接
稼
得
理
論
と
い
っ
た
欧
米
に
お
い
 
 

て
主
張
さ
れ
て
い
る
優
れ
た
理
論
と
の
比
較
・
分
析
を
行
う
。
 
 

1
 
米
国
の
制
度
 
 

m
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
立
法
の
背
景
 
 

（
1
）
 
 
米
国
の
制
度
は
一
九
六
二
年
に
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

イ
 
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
特
別
教
書
に
お
け
る
勧
告
 
 
 

一
九
六
一
年
四
月
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
は
そ
の
特
別
教
書
に
お
い
て
、
①
先
進
国
に
お
け
る
課
税
繰
延
べ
特
権
及
び
②
す
べ
て
の
国
 
 
 

に
お
け
る
租
税
天
国
的
繰
延
べ
特
権
の
排
除
の
二
つ
を
勧
告
し
た
。
こ
の
勧
告
の
背
景
と
し
て
特
別
教
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
を
要
 
 
 

約
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

川
 
勧
告
当
時
認
識
さ
れ
て
い
た
問
題
点
 
 

租
税
天
国
及
び
そ
の
他
の
課
税
繰
延
べ
特
権
に
よ
り
、
次
の
間
題
が
放
置
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

三
四
五
 
 
 



三
四
六
 
 

A
 
国
際
資
源
の
効
果
的
配
分
の
阻
害
 
 
 

B
 
国
際
収
支
の
悪
化
 
 
 

C
 
こ
う
し
た
特
権
が
な
い
な
ら
ば
米
国
に
投
資
さ
れ
た
は
ず
の
利
益
の
海
外
に
お
け
る
留
保
・
再
投
資
 
 
 

D
、
（
最
大
の
理
由
と
し
て
）
税
務
上
不
当
な
租
税
天
国
の
利
用
に
よ
り
脱
税
の
防
壁
と
し
て
役
立
っ
て
き
て
い
た
こ
と
 
 
 

な
お
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
の
認
識
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
当
時
の
米
国
税
法
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
仕
観
み
で
あ
っ
 
 
 

た
。
 
 

国
 
外
国
子
会
社
一
般
に
つ
い
て
 
 

外
国
子
会
社
を
通
じ
て
海
外
で
接
待
す
る
所
得
ほ
、
米
国
に
配
当
さ
れ
る
ま
で
米
国
の
租
税
に
服
さ
な
い
し
、
配
当
が
行
わ
 
 

れ
な
い
場
合
に
は
米
国
の
租
税
が
無
期
限
に
延
期
さ
れ
る
。
 
 

㈲
 
低
税
率
国
の
子
会
社
に
つ
い
て
 
 

米
国
よ
り
低
税
率
国
の
子
会
社
へ
の
廟
得
の
留
保
に
よ
り
米
国
の
租
税
が
延
期
さ
れ
る
（
問
題
は
、
資
本
の
内
外
投
資
の
中
 
 

立
性
－
つ
ま
り
、
米
国
内
で
の
み
活
動
す
る
会
社
に
利
用
で
き
な
い
租
税
上
の
特
権
を
、
低
税
率
で
子
会
社
形
態
で
活
動
す
る
 
 

米
国
企
業
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
ー
と
い
う
点
で
あ
る
）
。
 
 

M
 
勧
告
の
特
徴
 
 

勧
告
の
特
徴
と
し
て
次
の
．
点
が
指
摘
で
き
る
。
 
 
 

A
 
規
制
措
置
の
対
象
に
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
だ
け
で
な
く
先
進
国
も
含
ま
れ
て
い
た
。
 
 
 

B
 
租
税
政
策
が
当
時
の
米
国
の
外
交
政
策
と
の
密
接
な
関
連
の
下
で
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
色
濃
く
打
出
さ
れ
て
い
る
勧
告
で
 
 
 



あ
る
こ
と
 
 

（
説
明
）
 
当
時
の
外
交
政
策
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
勧
告
の
中
に
次
の
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

因
 
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本
の
戦
後
に
お
け
る
復
興
は
完
結
し
た
の
で
、
も
は
や
こ
れ
ら
の
国
々
に
租
税
上
の
誘
因
を
付
与
す
る
外
 
 

交
的
理
由
は
な
い
。
 
 
 

㈲
 
自
由
世
界
は
後
進
諸
国
経
済
の
発
展
を
援
助
す
る
義
務
が
あ
る
と
の
見
地
か
ら
開
発
途
上
国
に
関
す
る
課
税
繰
延
べ
は
引
き
 
 

続
き
適
用
す
る
。
 
 

C
 
市
場
に
お
け
る
競
争
条
件
の
阻
害
に
も
考
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
 
 

こ
の
勧
告
（
特
権
の
排
除
）
 
に
よ
り
先
進
国
の
投
資
が
い
わ
ゆ
る
市
場
条
件
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
水
準
で
維
持
さ
れ
る
で
 
 
 

あ
ろ
う
旨
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

立
法
当
時
の
租
税
回
避
の
パ
タ
ー
ン
 
 

（
2
）
 
 
 

当
時
の
租
税
回
避
（
又
は
タ
ッ
ク
ス
・
セ
イ
ビ
ン
グ
）
ほ
基
地
会
社
を
利
用
し
た
次
の
よ
う
な
取
引
の
形
で
主
に
行
わ
れ
て
い
た
 

A
 
外
国
子
会
社
の
株
式
所
有
 
 

B
 
外
国
の
関
連
者
等
に
対
す
る
権
利
等
の
許
諾
又
は
貸
付
 
 

C
 
外
国
と
の
間
の
輸
出
入
 
 

D
 
外
国
の
関
連
者
等
に
対
す
る
技
術
的
役
務
等
の
提
供
 
 
 

な
お
、
こ
れ
ら
の
利
用
に
よ
る
米
国
の
税
率
（
五
二
％
）
と
進
出
先
国
と
の
税
率
と
の
差
額
相
当
額
の
タ
ッ
ク
ス
・
セ
イ
ビ
ン
グ
 
 

は
、
米
国
の
国
庫
か
ら
米
国
株
主
等
（
又
ほ
そ
の
外
国
基
地
会
社
）
 
に
対
す
る
無
利
子
貸
付
を
行
っ
た
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
の
批
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三
四
八
 
 

判
が
あ
っ
た
。
 
 

ハ
 
立
法
の
結
果
の
概
要
 
 
 

実
際
に
立
法
さ
れ
た
内
容
は
、
次
に
述
べ
る
特
徴
を
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
前
述
イ
の
大
統
領
の
勧
告
に
比
し
て
か
な
り
限
定
的
 
 
 

な
も
の
と
な
っ
た
。
 
 
 

目
 
先
進
国
の
子
会
社
等
は
実
質
的
な
対
象
か
ら
除
か
れ
、
事
実
上
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
の
子
会
社
等
を
対
象
と
す
る
こ
と
と
 
 

な
っ
た
。
 
 

そ
の
理
由
ほ
、
他
の
先
進
国
へ
の
輸
出
を
刺
激
（
s
t
i
m
u
－
a
t
e
）
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
議
会
の
公
聴
会
に
お
い
て
主
張
さ
れ
、
議
 
 

会
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
他
の
先
進
国
に
お
け
る
米
国
企
業
と
他
の
先
進
国
企
業
と
の
競
争
条
件
に
配
慮
し
た
こ
と
 
 

（
3
）
 
 

に
よ
る
。
 
 
 

H
 
制
度
の
仕
組
み
は
、
対
象
取
引
限
定
方
式
（
t
r
a
n
s
a
c
t
i
O
n
a
－
a
p
p
r
O
a
C
h
）
と
さ
れ
た
。
 
 

仕
組
み
自
体
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
所
在
す
る
法
人
を
対
象
と
す
る
租
税
管
轄
（
j
u
r
i
s
d
i
c
t
i
O
n
a
－
）
 
ア
プ
ロ
ー
チ
で
な
く
 
 

（
4
）
 
 

対
象
取
引
限
定
方
式
と
さ
れ
た
 
（
そ
の
結
果
、
制
度
上
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
以
外
の
子
会
社
等
も
対
象
と
さ
れ
た
）
。
 
 

偽
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
目
的
及
び
仕
組
み
・
性
格
 
 

イ
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
目
的
 
 
 

M
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
直
接
の
目
的
 
 

（
5
）
 
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
の
目
的
ほ
、
第
一
に
、
課
税
繰
延
べ
の
防
止
 
（
t
O
 
p
r
e
く
e
n
t
 
t
a
舛
d
e
訂
r
邑
）
 
に
あ
る
 

こ
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
が
設
け
ら
れ
る
前
提
と
し
て
の
国
外
活
動
に
係
る
所
得
に
対
す
る
米
国
の
税
制
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
 
 
 



て
い
る
。
 
 
 

米
国
企
業
が
支
店
形
態
で
国
外
で
事
業
を
行
う
（
d
i
r
e
c
t
O
p
e
r
a
t
i
O
n
）
場
合
は
、
そ
の
国
外
所
得
は
所
得
稼
得
時
に
課
税
（
c
u
7
 
 

r
e
n
t
t
a
誓
t
i
O
n
）
が
行
わ
れ
る
。
米
国
企
業
が
外
国
子
会
社
形
態
で
国
外
で
事
業
を
行
う
場
合
は
、
当
該
外
国
子
会
社
等
の
米
国
内
 
 

源
泉
所
得
は
米
国
で
課
税
さ
れ
、
米
国
外
源
泉
所
得
は
米
国
内
事
業
に
実
質
的
に
関
連
す
る
も
の
以
外
は
課
税
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
 
 

ち
、
米
国
外
源
泉
所
得
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
配
当
支
払
又
は
子
会
社
株
式
の
処
分
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
課
税
の
繰
延
べ
は
終
 
 

（
6
）
 
 

了
し
な
い
 

課
税
を
繰
延
べ
さ
れ
た
所
得
と
い
う
の
は
、
一
般
に
無
利
子
の
貸
付
（
i
n
t
e
r
e
s
t
・
f
r
e
e
－
O
a
n
）
に
よ
る
補
助
金
、
永
久
の
課
税
繰
延
 
 

べ
の
場
合
は
無
償
援
助
（
O
u
t
r
i
g
h
t
g
r
a
n
t
）
を
政
府
が
米
国
企
業
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
の
と
経
済
的
に
同
一
で
あ
る
。
こ
の
意
味
 
 

で
の
課
税
繰
延
べ
を
認
め
る
所
得
（
非
合
算
所
得
）
 
に
は
、
C
F
C
の
設
立
国
に
居
住
す
る
そ
の
関
連
者
と
の
取
引
が
あ
る
。
こ
れ
 
 

は
、
C
F
C
の
活
動
地
国
（
居
住
地
国
）
 
の
居
住
者
で
あ
る
法
人
と
そ
の
C
F
C
と
の
競
争
に
米
国
の
税
が
中
立
的
で
あ
る
趣
旨
で
 
 

あ
る
。
一
方
、
こ
の
意
味
で
の
課
税
繰
延
べ
を
認
め
な
い
所
得
（
合
算
所
得
）
 
に
は
、
C
F
C
が
単
な
る
導
管
会
社
で
あ
る
と
か
又
 
 

は
競
争
が
第
三
国
に
お
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
、
例
え
ば
C
F
C
が
そ
の
親
会
社
か
ら
購
入
し
た
も
の
を
そ
れ
と
は
別
の
国
 
 

に
居
住
す
る
関
連
者
に
売
却
す
る
こ
と
等
に
よ
る
所
得
が
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
に
補
助
金
（
課
税
繰
延
べ
）
を
与
え
て
も
（
資
本
輸
 
 

（
7
）
 
 

入
の
）
 
の
中
立
性
を
確
保
せ
ん
と
す
る
目
的
は
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
が
合
算
課
税
を
行
う
理
由
で
あ
る
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
は
、
次
に
、
租
税
回
避
の
防
止
も
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
租
税
回
避
の
防
止
目
的
に
は
二
つ
の
内
 
 

（
8
）
 
 

（
9
）
 
 

容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
つ
ほ
米
国
の
租
税
の
回
避
の
防
止
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
外
国
の
租
税
の
回
避
の
防
止
で
あ
る
 

後
者
に
つ
い
て
例
を
あ
げ
て
説
明
す
る
。
ま
ず
、
米
国
の
法
人
が
製
造
業
を
営
む
西
独
法
人
を
支
配
し
て
お
り
、
こ
の
西
独
法
人
 
 

三
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三
五
〇
 
 

が
そ
の
製
品
を
そ
の
子
会
社
で
あ
る
ス
イ
ス
法
人
を
通
じ
て
西
独
国
外
で
販
売
し
た
例
を
考
え
る
。
こ
の
例
で
は
、
回
避
さ
れ
た
租
 
 
 

税
は
西
独
の
租
税
で
あ
る
 
（
米
国
の
租
税
が
回
避
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
仮
に
西
独
法
人
が
そ
の
製
品
を
直
接
西
独
国
外
に
 
 
 

販
売
し
た
場
合
に
も
米
国
租
税
が
回
避
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
）
。
し
か
し
、
こ
の
例
で
は
ス
イ
ス
法
人
に
 
 

（
川
）
 
 
対
し
て
米
国
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
適
用
に
よ
り
米
国
の
租
税
が
課
さ
れ
る
。
 
 

M
 
サ
ブ
パ
ー
ー
F
の
根
拠
・
基
礎
と
な
る
政
策
目
的
 
 

（
1
1
）
 
 

米
国
の
サ
ブ
パ
ー
ー
F
条
項
の
根
拠
又
は
そ
の
基
礎
と
な
る
政
策
は
資
本
輸
出
の
中
立
性
（
c
a
p
i
t
a
－
e
眉
O
r
t
 
n
e
u
t
邑
i
t
y
）
 
で
あ
 
 
 

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、
例
え
ば
、
一
九
八
六
年
租
税
改
革
法
に
関
す
る
議
会
の
説
明
で
は
、
特
定
 
 
 

の
経
済
目
的
（
租
税
上
の
利
益
）
 
の
追
求
の
た
め
の
米
国
の
者
に
よ
る
C
F
C
の
利
用
に
よ
る
利
益
を
排
除
し
て
米
国
内
投
資
と
米
 
 
 

国
外
投
資
と
を
同
一
の
条
件
（
e
諾
n
 
f
0
0
t
i
n
g
）
 
の
下
に
置
く
べ
き
で
あ
り
、
議
会
と
し
て
は
、
資
本
の
利
用
を
（
税
目
的
で
な
く
）
 
 

（
1
3
）
 
 
 

（
1
2
）
 
 

よ
り
効
率
的
に
す
る
見
地
か
ら
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
旨
述
べ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
 
 

（
1
4
）
 
 

前
述
の
資
本
輸
出
中
立
性
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
、
こ
れ
と
対
立
す
る
考
え
方
で
あ
る
資
本
輸
入
中
立
性
 
（
c
a
p
i
t
a
〓
m
p
O
r
t
 
 
 

n
e
u
t
邑
i
t
y
）
が
ど
の
程
度
サ
ブ
パ
ー
ト
F
に
関
す
る
根
拠
又
は
政
策
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
か
に
関
し
て
は
、
若
干
抽
象
的
で
は
 
 

（
1
5
）
 
 
 

あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
参
考
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
の
基
礎
と
な
る
ポ
リ
シ
ー
は
資
本
輸
出
の
中
 
 
 

立
性
で
あ
っ
て
、
そ
の
ポ
リ
シ
ー
か
ら
乗
離
し
得
る
範
囲
の
程
度
は
、
資
本
輸
入
中
立
性
の
下
で
正
当
化
し
得
る
こ
と
と
な
る
最
小
 
 

（
1
6
）
 
 
 

限
の
政
策
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
」
 

サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
仕
敵
み
・
性
格
 
 

的
 
仕
組
み
の
概
要
及
び
特
徴
 
 
 



米
国
の
制
度
で
は
、
日
本
、
西
独
等
と
同
様
に
合
算
課
税
方
式
が
採
ら
れ
て
い
る
。
 
 

そ
の
基
本
的
仕
組
み
の
特
徴
は
、
米
国
株
主
等
と
一
定
の
資
本
関
係
を
有
す
る
外
国
法
人
（
所
在
地
国
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
）
 
 
 

の
所
得
の
う
ち
特
定
の
所
得
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
適
用
除
外
要
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
に
つ
い
て
そ
の
米
国
株
主
等
の
持
分
に
応
じ
 
 
 

て
計
算
さ
れ
る
額
を
当
該
米
国
株
主
等
の
総
所
得
に
合
算
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
合
算
対
象
所
得
の
範
囲
に
曙
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
所
得
、
未
承
認
国
に
係
る
所
得
と
い
っ
た
政
治
的
 
 

（
1
7
）
 
 
 

色
合
い
の
強
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
 

H
 
仕
組
み
の
考
え
方
・
性
格
 
 
 

一
九
六
二
年
の
制
度
導
入
時
、
C
F
C
の
所
得
を
誰
に
課
税
す
る
か
 
（
C
F
C
か
米
国
株
主
等
か
）
 
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
仮
 
 
 

に
C
F
C
に
対
し
て
課
税
す
る
と
し
た
場
合
に
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
問
題
、
す
な
わ
ち
、
①
課
税
管
轄
権
の
問
題
（
j
u
r
i
s
d
i
c
t
i
O
n
a
－
 
 
 

p
r
O
b
－
e
m
s
）
及
び
②
租
税
条
約
上
の
義
務
の
問
題
、
の
二
つ
の
理
由
か
ら
、
外
国
同
族
持
株
会
社
に
対
す
る
課
税
〓
九
三
七
年
導
 
 
 

入
）
 
の
手
法
と
同
様
に
、
そ
の
米
国
株
主
等
に
対
し
て
 
（
そ
の
持
分
割
合
相
当
額
を
）
 
み
な
し
配
当
の
分
配
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
 
 

（
1
8
）
 
 
 

課
税
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 

（
1
9
）
 
 

こ
の
こ
と
か
ら
い
え
る
の
は
、
誰
に
課
税
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
ほ
間
接
課
税
を
と
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
但
し
、
間
接
課
税
 
 

（
2
0
）
 
 
 

の
概
念
は
、
本
来
、
親
子
会
社
同
一
体
論
文
は
法
人
格
否
認
の
法
理
の
考
え
方
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
 
 
 

ら
C
F
C
の
存
在
を
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
否
定
し
て
い
な
い
米
国
の
制
度
の
下
で
は
、
本
来
の
意
味
で
の
間
接
課
税
と
は
い
え
 
 
 

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

（
2
2
）
 
 

（
2
1
）
 
 

ま
た
、
規
定
の
性
格
が
み
な
し
配
当
理
論
 
（
d
e
e
m
e
d
 
d
i
5
．
d
e
コ
d
s
 
t
h
e
O
r
y
）
 
に
よ
る
か
又
は
所
得
直
接
稼
得
理
論
（
i
n
c
O
m
e
 
 

三
五
一
 
 
 



三
五
二
 
 

e
a
r
n
e
d
d
i
r
e
c
t
O
r
y
t
h
e
O
r
y
）
に
よ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
導
入
時
の
経
緯
か
ら
み
る
と
基
本
的
に
前
者
に
よ
る
も
の
と
考
え
 
 

ら
れ
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
 
 

但
し
、
こ
の
区
分
に
つ
い
て
も
、
本
制
度
の
個
々
の
規
定
を
み
て
い
く
と
必
ず
し
も
み
な
し
配
当
理
論
に
よ
る
と
は
い
え
な
い
も
 
 
 

の
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
規
定
ご
と
に
詳
細
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
（
そ
の
分
析
の
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
2
・
∽
・
 
 

ハ
・
M
・
【
表
】
み
な
し
配
当
理
論
と
所
得
直
接
稼
得
理
論
の
比
較
、
参
照
。
）
。
 
 

2
 
日
本
の
制
度
 
 

U
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
立
法
の
背
景
 
 
 

日
本
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
（
括
法
六
六
の
六
～
六
六
の
九
）
は
、
昭
和
五
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
法
律
と
し
て
成
立
し
た
。
 
 

（
2
3
）
 
成
立
に
至
っ
た
背
景
及
び
経
緯
の
概
略
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

イ
 
日
本
経
済
の
国
際
化
の
進
展
（
直
接
投
資
の
累
計
額
は
昭
和
四
十
六
年
度
の
入
・
六
億
ド
ル
か
ら
昭
和
五
十
一
年
度
の
一
九
四
億
ド
 
 
 

ル
へ
増
加
）
。
 
 

ロ
 
国
際
取
引
絡
み
の
租
税
回
避
事
例
と
し
て
主
に
移
転
価
格
操
作
及
び
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ッ
パ
ニ
ー
（
例
‥
便
宜
置
籍
会
社
）
の
二
つ
の
 
 
 

パ
タ
ー
ン
の
利
用
が
顕
著
に
な
っ
て
い
た
。
 
 
 

国
内
税
法
の
関
連
規
定
（
法
人
税
法
第
〓
条
、
二
二
条
、
一
三
二
条
等
）
は
こ
れ
ら
の
租
税
回
避
の
規
制
に
対
し
て
は
必
ず
し
も
 
 

十
分
で
な
い
面
が
あ
っ
た
。
 
 
 

国
会
に
お
け
る
規
制
措
置
の
検
討
を
要
請
す
る
決
議
、
行
政
当
局
か
ら
の
規
定
整
備
の
要
請
、
税
制
調
査
会
の
立
法
の
た
め
の
答
申
 
 

が
行
わ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
子
会
社
等
を
設
立
し
、
こ
れ
を
利
用
し
て
税
負
担
の
不
当
な
軽
減
を
図
る
事
 
 
 



例
が
見
受
け
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
事
例
が
税
負
担
の
公
平
の
見
地
か
ら
問
題
が
あ
り
、
立
法
措
置
を
講
ず
る
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
 
 

た
。
 
 
 

先
進
国
の
多
く
が
既
に
導
入
し
て
お
り
、
国
際
機
閑
も
規
制
の
導
入
を
勧
告
し
て
い
た
。
 
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
目
的
及
び
仕
観
み
・
性
格
 
 
 

制
度
の
目
的
 
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
目
的
は
、
軽
課
税
国
に
あ
る
子
会
社
等
で
日
本
の
国
内
の
株
主
に
支
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
に
 
 

（
2
4
）
 
そ
の
日
本
の
株
主
が
所
得
を
留
保
し
、
日
本
で
の
税
負
担
を
不
当
に
軽
減
す
る
こ
と
を
規
制
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 
 
 

制
度
の
基
本
的
考
え
方
及
び
根
拠
 
 

川
 
「
不
当
に
軽
減
す
る
」
 
の
基
準
 
 
 

前
述
イ
に
い
う
、
「
税
負
担
を
不
当
に
軽
減
す
る
こ
と
」
の
基
準
と
ほ
何
で
あ
ろ
う
か
。
立
法
当
局
の
説
明
に
お
い
て
ほ
「
十
分
 
 

（
2
5
）
 
 
な
経
済
合
理
性
」
の
基
準
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
語
は
、
「
当
該
外
国
法
人
が
独
立
企
業
と
し
て
の
実
体
を
備
え
、
か
つ
、
そ
の
 
 

他
に
お
い
て
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
に
つ
き
十
分
な
経
済
合
理
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
等
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
適
 
 

（
2
6
）
 
 

用
し
な
い
。
」
（
傍
線
筆
者
）
と
い
っ
た
形
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
十
分
な
経
済
合
理
性
の
具
体
的
基
準
が
適
用
除
外
要
 
 

件
で
あ
る
。
 
 
 

不
当
に
軽
減
す
る
こ
と
の
基
準
で
あ
る
「
経
済
合
理
性
」
に
閲
し
、
経
済
合
理
性
を
欠
く
場
合
に
お
け
る
子
会
社
等
が
、
本
制
度
 
 

の
対
象
と
な
り
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
ほ
、
経
済
合
理
性
基
準
を
満
た
さ
な
い
子
会
社
等
に
対
す
る
合
算
課
税
は
、
何
 
 

故
に
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
合
算
課
税
は
日
本
法
の
一
種
 
 

三
五
三
 
 
 



三
五
四
 
 

の
域
外
適
用
の
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
外
国
の
主
権
と
の
絡
み
で
問
題
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
る
た
め
の
前
提
と
し
 
 
 

て
、
現
行
税
法
の
基
本
的
仕
組
み
の
下
で
は
、
軽
課
税
国
に
所
在
す
る
子
会
社
等
は
別
個
の
法
人
格
を
有
す
る
外
国
法
人
で
あ
り
、
 
 
 

外
国
法
人
の
日
本
国
外
源
泉
所
得
は
配
当
が
還
流
し
な
い
限
り
、
日
本
で
は
課
税
さ
れ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
 
 
 

解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
 
 

回
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
と
外
国
主
権
 
 
 

外
国
の
主
権
と
の
問
題
は
、
形
式
的
レ
ベ
ル
で
議
論
す
る
と
、
我
が
国
の
課
税
権
の
及
ば
な
い
外
国
に
お
い
て
別
個
の
人
格
と
し
 
 
 

て
存
在
す
る
外
国
法
人
に
対
す
る
課
税
権
の
行
使
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
国
内
の
株
主
に
対
し
て
．
課
税
す
る
い
わ
ゆ
る
間
接
 
 
 

（
讐
 
 
 

（
2
7
）
 
 

課
税
的
な
考
え
方
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
一
方
、
外
国
に
所
在
す
る
子
会
社
等
に
対
し
て
課
税
す
る
と
い
う
直
接
課
税
的
な
考
え
 
 

（
2
9
）
 
 
 

方
の
場
合
は
あ
る
意
味
で
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
実
質
的
な
レ
ベ
ル
で
議
論
す
る
と
、
法
律
的
に
直
接
課
 
 
 

税
と
な
っ
て
い
る
か
ら
外
国
の
主
権
と
の
関
係
で
問
題
が
生
じ
（
例
え
ば
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
対
す
る
規
制
立
法
が
で
き
な
 
 
 

い
等
）
間
接
課
税
と
な
っ
て
い
る
か
ら
問
題
が
生
じ
な
い
と
い
う
よ
う
な
議
論
は
あ
ま
り
重
要
な
意
味
を
持
た
な
い
の
で
ほ
な
か
ろ
 
 
 

う
か
。
す
な
わ
ち
、
立
法
政
策
的
な
見
地
か
ら
み
れ
ば
目
前
の
問
題
は
、
実
際
に
生
じ
て
い
る
租
税
回
避
の
現
実
的
な
除
去
又
は
こ
 
 
 

れ
か
ら
起
こ
り
得
る
租
税
回
避
の
現
実
的
な
防
止
で
あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
範
囲
（
納
税
義
務
 
 
 

者
、
対
象
外
国
法
人
、
課
税
所
得
等
）
で
、
ど
の
よ
う
に
課
税
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
と
し
て
考
え
て
い
く
の
で
な
い
限
り
、
実
 
 
 

際
上
意
味
が
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
現
実
の
経
済
の
国
際
化
の
態
様
、
進
展
の
度
合
い
及
び
国
際
的
な
課
税
の
具
体
的
な
進
展
と
 
 

（
3
0
）
 
 
 

の
権
衡
（
国
際
的
に
こ
こ
ま
で
な
ら
課
税
し
て
よ
い
と
い
っ
た
国
際
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
問
題
）
と
の
兼
ね
合
い
で
考
え
て
い
く
必
 
 
 

要
が
あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
日
本
の
制
度
導
入
時
（
昭
和
五
十
三
年
）
に
お
け
る
状
況
を
み
て
み
る
と
、
先
進
主
要
諸
外
国
で
は
国
 
 
 



内
の
特
定
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
特
定
の
外
国
法
人
の
特
定
所
得
に
つ
い
て
課
税
す
る
と
い
う
制
度
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
国
際
 
 
 

機
関
の
場
に
お
い
て
も
各
国
へ
の
導
入
勧
告
が
既
に
行
わ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
制
度
の
内
容
が
こ
の
よ
う
な
範
囲
内
の
も
の
で
あ
 
 
 

る
限
り
制
度
の
導
入
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

H
 
制
度
の
理
論
的
根
拠
 
 
 

次
に
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
ど
の
よ
う
な
課
税
を
行
う
の
か
と
い
う
制
度
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
 
 
 

ま
ず
、
課
税
の
土
台
と
な
る
考
え
方
に
つ
い
て
は
次
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
 
 

（
3
1
）
 
 
 
t
っ
は
租
税
回
避
防
止
論
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
課
税
の
中
立
論
で
あ
る
。
ま
ず
、
中
立
論
に
つ
い
て
は
、
こ
の
考
え
方
は
国
内
 
 
 

の
み
で
活
動
し
て
い
る
企
業
や
支
店
の
形
で
海
外
に
出
て
い
る
企
業
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
た
聖
子
会
社
 
 
 

等
の
事
業
活
動
の
内
容
に
か
か
わ
り
な
く
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
所
在
の
す
べ
て
の
子
会
社
等
の
留
保
所
得
に
つ
い
て
課
税
し
な
け
 
 
 

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
か
ら
結
果
的
に
日
本
企
業
の
海
外
で
の
活
動
の
実
態
を
無
視
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
い
う
 
 

（
3
1
）
 
 
 

問
題
が
あ
っ
た
 

一
方
、
租
税
回
避
論
の
考
え
方
は
、
①
異
常
又
は
不
自
然
な
行
為
形
式
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
②
通
常
の
行
為
形
式
を
と
っ
た
と
 
 
 

き
と
同
様
の
経
済
目
的
を
達
成
し
っ
つ
、
③
我
が
国
法
人
税
等
の
負
担
を
不
当
に
軽
減
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
異
常
 
 
 

な
行
為
形
式
を
否
認
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
の
下
で
は
、
必
ず
し
も
中
立
論
に
お
け
る
よ
う
な
問
題
が
生
ず
る
わ
 
 
 

け
で
は
な
く
、
ま
た
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
利
用
と
い
う
実
態
に
対
す
る
実
質
的
公
平
の
確
保
と
い
う
公
平
論
の
観
点
か
ら
も
 
 
 

是
認
し
得
る
。
さ
ら
に
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算
に
よ
り
税
負
担
を
不
当
に
軽
減
さ
せ
る
結
果
に
な
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
そ
の
 
 
 

行
為
計
算
を
否
認
で
き
る
と
い
う
国
内
税
法
上
の
規
定
が
既
に
存
在
し
て
お
り
こ
う
し
た
規
定
も
背
景
に
意
識
さ
れ
た
上
で
こ
の
よ
 
 

三
五
五
 
 
 



三
五
六
 
 

う
な
租
税
回
避
論
の
考
え
方
に
立
っ
た
立
法
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
租
税
回
避
論
に
立
つ
日
本
の
制
度
に
お
け
 
 
 

る
資
本
輸
入
中
立
性
へ
の
配
慮
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
少
な
く
と
も
制
度
が
適
用
と
な
る
法
人
す
な
わ
ち
実
体
の
な
い
法
人
へ
の
配
 
 

（
3
2
）
 
 
 

慮
は
必
要
な
し
と
み
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
t
方
、
現
地
で
事
業
を
行
う
こ
と
に
．
つ
き
十
分
な
経
済
的
合
理
性
を
有
す
る
も
の
 
 
 

に
つ
い
て
は
適
用
を
除
外
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
真
正
な
事
業
に
対
す
る
国
際
競
争
力
維
持
（
資
本
輸
入
中
立
性
）
 
へ
の
 
 

（
3
2
）
 
 
 

配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
 

制
度
の
基
本
的
仕
組
み
・
性
格
 
 

M
 
仕
観
み
の
概
要
及
び
特
徴
 
 
 

日
本
の
制
度
は
、
米
国
、
西
独
等
と
同
様
に
合
算
課
税
方
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
基
本
的
仕
阻
み
の
特
徴
は
、
軽
課
税
国
を
 
 
 

指
定
し
、
こ
の
よ
う
な
軽
課
税
国
に
所
在
す
る
子
会
社
等
で
日
本
の
株
主
と
一
定
の
資
本
関
係
に
あ
る
よ
う
な
も
の
の
う
ち
、
業
種
 
 
 

別
に
定
め
ら
れ
た
適
用
除
外
要
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
が
現
地
で
留
保
す
る
所
得
に
つ
い
て
、
国
内
の
株
主
の
持
分
に
応
じ
て
計
算
 
 
 

さ
れ
る
額
を
収
益
の
額
と
み
な
し
て
国
内
の
株
主
の
所
得
に
合
算
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 
 

何
 
仕
組
み
の
考
え
方
・
性
格
 
 

（
3
3
）
 
 
 

本
制
度
は
法
律
的
に
は
、
合
算
所
得
を
内
国
法
人
の
収
益
の
額
と
み
な
し
て
益
金
の
額
に
算
入
す
る
と
親
定
し
た
。
こ
れ
は
、
株
 
 
 

主
た
る
内
国
法
人
に
係
る
合
算
所
得
が
、
通
常
で
あ
れ
ば
当
該
内
国
法
人
に
対
す
る
配
当
と
し
て
分
配
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
 
 
 

あ
り
、
株
主
ほ
そ
れ
だ
け
の
支
配
力
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
会
社
等
が
配
当
を
全
く
あ
る
い
は
わ
ず
か
し
か
行
わ
ず
、
 
 

（
3
4
）
 
 
 

留
保
所
得
を
蓄
積
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
税
の
回
避
を
推
認
し
得
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
こ
の
制
度
は
、
子
会
社
等
の
法
人
格
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
そ
の
留
保
所
得
が
実
質
的
 
 
 



（
3
4
）
 
に
帰
属
す
る
着
で
あ
る
日
本
の
株
主
に
課
税
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

（
3
5
）
 
 
 

以
上
の
点
か
ら
み
る
と
、
日
本
の
制
度
は
、
課
税
対
象
者
は
誰
で
あ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
は
間
接
課
税
を
採
っ
た
も
の
と
い
え
 
 

る
。
但
し
、
間
接
課
税
の
概
念
は
、
本
来
、
親
子
会
社
同
一
体
論
文
は
法
人
格
否
認
の
法
理
の
考
え
方
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
と
し
 
 

（
3
6
）
 
 

て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
で
は
、
本
来
の
意
味
で
の
間
接
課
税
と
い
え
る
か
ど
う
か
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
 
 

ぅ
の
は
、
日
本
の
立
法
に
お
い
て
は
子
会
社
等
の
法
人
格
は
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
閲
 
 

し
、
日
本
の
制
度
が
子
会
社
等
の
法
人
格
を
否
認
し
て
い
な
い
も
の
と
み
る
場
合
に
は
、
親
会
社
（
内
国
法
人
）
に
対
し
て
合
算
所
 
 

得
を
課
税
し
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
立
法
自
体
か
ら
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
 
 

い
も
の
の
、
経
済
的
合
理
性
の
有
無
を
課
税
非
課
税
の
判
断
基
準
と
す
る
立
法
趣
旨
に
照
ら
し
、
所
得
の
帰
属
関
係
を
是
正
す
る
と
 
 

（
3
7
）
 
 

み
る
考
え
方
が
あ
る
（
所
得
の
帰
属
関
係
是
正
説
）
。
な
お
、
本
制
度
の
立
法
時
の
説
明
か
ら
推
察
す
る
場
合
も
、
株
主
た
る
内
国
法
 
 

人
を
留
保
所
得
の
実
質
附
帰
属
者
と
み
て
い
る
こ
と
か
ら
、
所
得
の
帰
属
関
係
を
是
正
す
る
も
の
と
の
考
え
方
が
妥
当
の
よ
う
に
 
 

（
3
8
）
 
 

思
わ
れ
る
。
 
 
 

な
お
、
こ
の
所
得
の
帰
属
関
係
是
正
説
は
、
み
な
し
配
当
理
論
及
び
所
得
直
接
稼
得
理
論
の
両
者
（
後
掲
【
表
】
み
な
し
配
当
理
 
 

論
と
所
得
直
接
稼
得
理
論
の
比
較
、
参
照
）
と
比
較
し
た
場
合
に
は
、
我
が
国
の
制
度
が
実
体
な
き
子
会
社
等
（
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ン
 
 

パ
ニ
ー
）
を
適
用
対
象
と
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
後
者
の
理
論
に
結
果
的
、
実
質
的
に
類
似
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
 
 

の
点
に
つ
い
て
は
、
本
制
度
の
個
々
の
規
定
を
み
て
い
く
と
必
ず
し
も
所
得
直
接
接
待
理
論
に
よ
る
と
は
い
え
な
い
も
の
も
み
ら
れ
 
 

る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
規
定
毎
の
詳
細
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
米
国
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
と
比
較
し
な
が
ら
そ
の
 
 

分
析
を
試
み
る
 
（
後
述
Ⅰ
以
下
参
照
）
。
 
 

三
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三
五
入
 
 

な
お
、
「
所
得
の
帰
属
関
係
是
正
説
」
と
み
な
し
配
当
理
論
対
所
得
直
接
接
待
理
論
に
い
う
「
所
得
直
接
稼
得
理
論
」
と
の
関
係
は
 
 

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
前
者
は
日
本
の
制
度
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
る
考
え
方
で
あ
る
が
、
日
本
の
制
度
に
い
う
C
F
C
が
主
 
 

と
し
て
実
体
の
な
い
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
来
的
に
国
内
株
主
に
帰
属
す
る
も
の
と
の
考
え
方
を
採
る
も
の
の
よ
 
 

う
に
思
わ
れ
、
日
本
の
制
度
で
は
支
店
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
い
っ
た
考
え
方
は
直
接
的
に
は
出
て
来
て
い
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
 
 

《
ノ
O
 
 
 t

方
、
後
者
は
対
象
取
引
限
定
方
式
を
採
る
国
の
制
度
す
な
わ
ち
C
F
C
の
実
体
の
有
無
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
 
 

・
イ
ン
カ
ム
（
第
四
章
（
注
2
）
参
照
）
を
課
税
す
る
と
い
う
制
度
を
基
礎
と
し
て
出
て
来
た
考
え
方
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
程
 
 

度
実
体
の
あ
る
も
の
の
認
識
が
可
能
な
の
で
、
支
店
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
介
し
て
造
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
理
論
の
よ
う
に
思
わ
 
 

れ
る
。
従
っ
て
、
両
者
は
そ
の
前
提
に
お
い
て
異
な
る
と
い
う
点
で
は
比
較
の
対
象
と
す
べ
き
で
は
な
い
点
は
あ
る
も
の
の
、
国
内
 
 

の
株
主
へ
の
帰
属
の
態
様
の
面
に
お
い
て
は
、
み
な
し
配
当
理
論
の
考
え
方
と
一
線
を
画
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
従
っ
て
、
両
者
は
 
 

と
も
に
軌
を
一
に
す
る
面
も
あ
る
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 



【表】みなし配当理論と所得直接稼得理論の比較  

日米の制度の各個別項目の各々の理論への該当性   

みなし配当理論  所得直接稼得理論  

該当の  
有無  個  別  項  目  

該当の  
有無  

米  日   米日  

内国株主への配  合 算 所 得   内国法人が直接  
当とみなす   接待したものと  

みなす（外国支  
店アナロジー）  

外国子会社等の存在  
存在する   ○  ①形式的存在   存在する  ○   
存在する   ○  ② 実質的存在  △   

内国株主の所得  ○  ○  CFCの損失の取扱い   内国株主の所得  
と相殺しない  

i 

の 

中 立  関連会社損失   

…還準急竺‡  と相殺する  

中 立   

二重課税の排除  
益金不算入  

注 lコ  

）  （》合算時  

間接外国税額控  1）控除の方法  間接外国税額控  
除  注  除  

ノヽ  

法人のみ   ○   2）控除を受ける老  控除される内国  
株主のすべて  

する   ○  株主の取得価額の調整   しない（但し株    ○  
（C下■C株売却との関連）   売却時に二重課   

税を調整する）  

増額する   ○  （1）合算時  増額しない  ○   
減額する   ○  （2）配当時   減額Lない  ○   

タックス・へイブン税制の重複適  
用の場合の外国税額控除  

間接外国税額控  ○      （》合算された者   直接外国税額控    △   
除で救済  除で救済  
（疑義あり）  △   （診 租税条約上の相互協議  可能  △   

（注イ） 純粋な意味でのみなし配当理論及び所得直接稼得理論をあげた。  
（注ロ） △は必ずしも明確でないものの意味である。  

（注ハ） 米国の制度は外国税額が下位の子会社尊から親会社（内国法人）に向かって  
順次帰属するとの法形式せとる。また、内国歳入法上の間接外国税額控除虹乗  
るとの法形式をとるため、曾孫会社までの外国税額に限る控除となっている。   



三
六
〇
 
 

Ⅰ
 
対
象
と
な
る
外
国
法
人
 
 
 

1
 
対
象
と
な
る
者
の
種
類
（
範
囲
）
 
 

∽
 
形
式
的
比
較
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
被
支
配
外
国
会
社
を
内
国
歳
入
法
上
の
外
国
法
人
（
f
O
r
e
i
g
n
c
O
r
p
O
r
a
t
i
O
ロ
）
で
あ
る
旨
規
定
し
（
I
R
C
九
五
一
 
 

局
m
）
、
我
が
国
の
制
度
で
も
特
定
外
国
子
会
社
等
を
法
人
税
法
上
の
外
国
法
人
で
あ
る
旨
規
定
（
措
堅
ハ
六
の
六
②
一
）
し
て
お
り
、
両
 
 

制
度
と
も
そ
の
範
囲
を
外
国
法
人
と
す
る
点
で
基
本
的
に
同
様
の
考
え
方
を
と
っ
て
い
る
。
 
 

∽
 
実
質
的
比
較
 
 

イ
 
米
国
の
制
度
 
 
 

米
国
の
制
度
で
対
象
と
さ
れ
る
外
国
法
人
は
、
内
国
法
人
以
外
の
法
人
で
あ
り
（
七
七
〇
一
い
㈲
）
、
法
人
（
c
O
r
p
O
r
a
t
i
O
n
）
に
は
、
 
 
 

社
団
（
a
s
s
。
C
i
a
t
i
。
n
）
、
j
O
i
n
T
s
t
。
C
k
c
O
m
p
a
n
y
及
び
保
険
会
社
（
i
ロ
S
u
r
a
n
n
e
n
O
m
p
a
n
y
）
が
含
ま
れ
る
（
七
七
〇
一
い
㈲
）
。
 
 
 

a
s
s
O
C
i
a
t
i
O
n
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
 
（
R
e
g
．
∽
芦
ヨ
O
T
N
）
に
次
の
説
明
が
あ
る
。
 
 
 

a
s
s
O
C
i
a
t
i
。
n
の
一
般
的
な
意
義
ほ
、
一
口
に
い
え
ば
人
の
集
ま
り
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
定
義
で
は
、
法
人
格
 
 
 

を
有
す
る
通
常
の
意
味
で
の
法
人
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
又
は
信
託
と
い
っ
た
団
体
と
の
境
界
が
ど
う
な
る
か
甚
だ
不
明
確
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
点
に
閲
し
、
米
国
で
ほ
次
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
 
 
 

ま
ず
、
あ
る
鼠
織
を
法
人
と
そ
れ
以
外
の
例
え
ば
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
信
託
と
い
っ
た
団
体
と
の
ど
ち
ら
か
に
区
分
す
る
際
の
よ
 
 
 

る
べ
き
基
準
、
す
な
わ
ち
、
法
人
と
し
て
持
つ
べ
き
性
質
（
c
O
r
p
O
r
a
t
e
C
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
‥
以
下
「
法
人
と
し
て
の
特
質
」
い
う
。
）
に
 
 
 



つ
い
て
、
主
な
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
に
六
つ
の
要
素
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

a
 
メ
ン
バ
ー
の
存
在
（
a
s
s
O
C
i
a
t
e
s
）
 
 
 

b
 
事
業
及
び
利
益
分
配
の
目
的
（
a
n
O
b
j
e
c
t
i
諾
）
 
 
 

C
 
継
続
性
（
c
O
ロ
t
i
ロ
u
i
t
y
O
〓
i
f
e
）
 
 
 

d
 
経
営
の
集
中
（
c
e
n
t
邑
i
N
a
t
i
O
n
O
f
m
a
コ
a
g
e
m
e
n
t
）
 
 
 

e
 
法
人
の
財
産
に
限
定
さ
れ
た
責
任
（
－
i
m
i
t
e
d
－
i
a
b
i
－
i
t
y
）
 
 
 

f
 
持
分
の
自
由
な
譲
渡
性
（
f
r
e
e
t
r
a
n
s
f
e
r
a
b
i
－
i
t
y
）
 
 
 

次
に
、
a
s
s
O
C
i
a
t
i
O
n
と
は
、
基
本
的
に
は
、
前
述
の
法
人
と
し
て
の
特
質
の
有
無
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
法
人
と
し
て
の
 
 

特
質
を
有
す
る
の
か
否
か
は
個
々
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
個
別
の
事
情
に
よ
る
し
か
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
よ
り
抽
象
的
 
 

な
い
い
方
を
す
れ
ば
、
あ
る
魁
織
に
閲
し
前
述
の
法
人
と
し
て
の
特
質
の
各
々
に
つ
い
て
判
断
し
た
結
果
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
又
は
 
 

信
託
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
よ
り
法
人
に
近
い
と
み
ら
れ
る
と
き
に
は
a
s
s
O
C
i
a
t
i
O
n
に
該
当
す
る
と
の
考
え
方
が
課
税
上
と
ら
れ
 
 

て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
R
e
g
．
∽
∽
O
T
∃
O
T
N
（
莫
－
）
）
。
 
 
 

日
本
の
制
度
 
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
外
国
法
人
は
内
国
法
人
以
外
の
法
人
を
い
い
、
内
国
法
人
と
は
、
国
内
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
 
 

法
人
を
い
う
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
法
人
に
ほ
、
商
法
上
の
会
社
、
民
法
上
の
社
団
・
財
団
、
特
別
法
に
基
づ
く
公
共
法
人
等
 
 

が
含
ま
れ
、
人
格
の
な
い
社
団
等
で
も
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
は
法
人
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 
 

比
 
較
 
 

三
六
一
 
 
 



三
六
二
 
 

外
国
法
人
の
定
義
規
定
の
仕
組
み
は
、
両
国
と
も
に
内
国
法
人
以
外
の
も
の
を
い
う
と
規
定
し
、
そ
の
場
合
の
法
人
の
内
容
は
基
本
 
 
 

的
に
両
国
と
も
国
内
の
諸
々
の
法
令
に
基
づ
く
も
の
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

従
っ
て
、
両
国
の
種
々
の
国
内
法
（
特
別
の
法
人
、
信
託
等
の
根
拠
法
た
る
米
国
各
州
の
法
令
及
び
特
別
の
法
人
、
財
団
・
社
団
の
 
 
 

根
拠
法
た
る
日
本
の
特
別
法
又
は
民
法
等
）
が
異
な
る
限
り
は
厳
密
な
比
較
は
困
難
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
国
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
国
 
 
 

内
の
諸
制
度
を
反
映
し
た
（
又
は
形
式
上
限
定
さ
れ
た
）
「
法
人
」
の
定
義
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
外
国
の
異
な
る
諸
制
度
の
下
に
 
 
 

設
立
さ
れ
た
外
国
の
種
々
の
制
度
に
い
う
外
国
法
人
で
あ
る
か
否
か
は
、
そ
の
都
度
各
々
の
国
内
法
の
基
準
に
よ
り
個
別
的
に
判
断
さ
 
 

（
3
9
）
 
 
れ
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
い
ま
こ
こ
で
一
般
的
に
両
国
の
制
度
の
広
狭
を
論
ず
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
 
 

2
 
対
象
と
な
る
外
国
法
人
に
対
す
る
支
配
の
判
定
基
準
（
具
体
的
支
配
基
準
）
 
 

U
 
形
式
的
比
較
 
 

イ
 
原
 
則
 
 
 

対
象
と
な
る
外
国
法
人
（
以
下
、
文
脈
に
よ
り
別
に
判
断
で
き
る
場
合
を
除
き
、
米
国
の
制
度
に
い
う
被
支
配
外
国
会
社
及
び
我
が
 
 
 

国
の
制
度
に
い
う
特
定
外
国
子
会
社
等
の
双
方
を
指
す
用
語
と
し
て
便
宜
上
「
C
F
C
」
を
使
用
す
る
。
）
に
対
す
る
出
資
割
合
の
基
準
 
 

（
4
0
）
 
 

（
t
h
r
e
s
h
h
O
－
d
）
 
は
、
両
制
度
と
も
直
接
・
間
接
所
有
「
五
〇
％
超
」
と
し
て
い
る
点
で
同
様
で
あ
る
。
 
 

但
し
、
次
の
点
が
異
な
る
。
 
 
 

川
 
五
〇
％
超
の
割
合
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
株
主
の
範
囲
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
株
主
を
念
頭
に
置
い
て
五
〇
％
超
の
判
定
を
行
う
 
 
 

べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
米
国
の
制
度
で
は
基
本
的
に
一
〇
％
以
上
所
有
株
主
の
み
で
こ
れ
を
判
定
す
る
の
に
対
し
、
我
が
国
の
制
度
 
 
 

で
は
個
々
の
株
主
の
株
式
所
有
割
合
を
問
わ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
す
な
わ
ち
そ
の
C
F
C
の
株
式
を
有
す
る
個
々
の
居
住
者
 
 
 



及
び
内
国
法
人
の
所
有
割
合
に
つ
い
て
そ
の
多
寡
を
問
わ
ず
合
計
し
た
上
で
五
〇
％
超
か
否
か
を
判
定
す
る
。
）
点
が
異
な
る
。
な
 
 
 

お
、
日
本
の
制
度
で
は
、
国
外
に
居
住
す
る
親
族
等
に
そ
の
株
式
等
を
分
散
保
有
さ
れ
る
こ
と
の
懸
念
か
ら
当
該
居
住
者
の
親
族
、
 
 
 

使
用
人
等
に
当
た
る
者
で
国
外
に
居
住
す
る
者
（
非
居
住
者
）
の
有
す
る
直
接
・
間
接
所
有
持
分
も
五
〇
％
超
の
判
定
上
考
慮
さ
れ
 
 
 

る
。
 
 

H
 
五
〇
％
超
で
あ
る
か
ど
う
か
を
算
定
す
る
際
、
日
本
の
制
度
で
は
、
直
接
・
間
接
所
有
の
株
式
に
つ
き
掛
け
算
方
式
に
よ
る
の
に
 
 
 

対
し
、
米
国
の
制
度
で
は
、
直
接
・
間
接
所
有
要
件
に
つ
い
て
は
掛
け
算
方
式
を
と
る
上
に
み
な
し
所
有
要
件
の
計
算
上
、
パ
ー
ト
 
 
 

ナ
ー
シ
ッ
プ
、
法
人
等
が
他
の
法
人
の
株
式
の
五
〇
％
超
を
直
接
・
間
接
に
所
有
す
る
と
き
は
当
該
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
法
人
等
 
 
 

が
当
該
他
の
法
人
の
株
式
の
す
べ
て
を
所
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
等
を
通
じ
て
広
い
範
囲
の
C
F
C
が
対
象
と
な
る
仕
組
 
 
 

み
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
米
国
の
制
度
が
広
い
と
の
考
え
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

別
段
の
定
め
 
 
 

保
険
所
得
に
係
る
支
配
基
準
の
引
下
げ
に
係
る
規
定
は
、
米
国
の
制
度
の
特
有
な
も
の
で
あ
り
我
が
国
の
制
度
に
は
な
い
。
つ
ま
 
 

り
、
米
国
の
制
度
で
ほ
、
保
険
所
得
一
般
に
閲
し
、
保
険
料
等
の
総
収
入
に
占
め
る
保
険
（
再
保
険
を
含
む
）
又
は
年
金
に
係
る
保
険
 
 

料
収
入
の
割
合
が
七
五
％
起
と
な
る
と
き
は
、
前
述
の
具
体
的
支
配
基
準
で
あ
る
「
五
〇
％
超
」
に
代
わ
り
、
直
接
・
間
接
所
有
要
件
 
 

及
び
み
な
し
所
有
要
件
を
適
用
後
の
 
「
二
五
％
超
」
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

従
っ
て
、
保
険
所
得
だ
け
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
C
F
C
の
範
囲
は
我
が
国
よ
り
も
広
い
。
ま
た
、
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
シ
ュ
ラ
ソ
 
 

ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
に
対
す
る
課
税
取
扱
い
に
閲
し
、
C
F
C
に
対
す
る
具
体
的
支
配
基
準
は
、
同
様
に
、
直
接
・
間
接
所
有
要
件
及
び
 
 

み
な
し
所
有
要
件
を
適
用
後
の
 
「
二
五
％
超
」
 
の
基
準
が
前
述
の
具
体
的
支
配
基
準
（
五
〇
％
超
）
 
に
代
わ
っ
て
適
用
さ
れ
、
さ
ら
 
 

三
六
三
 
 
 



三
六
四
 
 

に
、
「
二
五
％
以
上
」
の
割
合
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
株
主
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
米
国
株
主
等
の
一
般
的
定
義
に
い
う
一
〇
％
以
上
の
 
 
 

所
有
の
要
件
を
は
ず
し
て
、
外
国
法
人
の
株
式
を
直
接
・
間
接
に
所
有
す
る
米
国
の
者
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
株
式
所
有
割
合
を
問
 
 
 

わ
な
い
点
で
我
が
国
の
制
度
と
同
様
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

切
 
実
質
的
比
較
 
 
 

対
象
と
な
る
外
国
法
人
に
該
当
す
る
か
否
か
の
形
式
上
の
判
定
基
準
は
、
前
述
∽
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
五
〇
％
超
」
で
あ
る
か
否
か
に
 
 

よ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
上
の
問
題
と
し
て
は
、
株
式
所
有
割
合
が
形
式
上
あ
る
い
は
名
目
上
は
満
足
さ
れ
て
い
な
い
が
実
質
的
に
 
 

経
営
権
を
支
配
し
て
い
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
と
し
た
場
合
に
個
々
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
か
と
い
っ
 
 

た
問
題
が
あ
る
。
 
 

イ
 
米
国
で
の
取
扱
い
 
 

（
4
1
）
 
 

米
国
の
制
度
で
は
次
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
 
（
R
e
g
．
∽
】
．
誤
」
⊥
（
b
）
）
。
 
 
 

川
 
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
合
計
の
意
義
 
 

A
 
原
 
則
 
 

米
国
株
主
等
に
つ
い
て
具
体
的
支
配
基
準
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
具
体
的
個
別
事
情
 
 

（
a
－
〓
h
e
 
f
a
n
t
s
 
a
n
d
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
）
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
。
 
 

B
 
み
な
し
規
定
 
 

次
の
よ
う
な
事
情
に
あ
る
場
合
に
は
、
前
述
の
原
則
に
か
か
わ
ら
ず
、
米
国
株
主
等
は
具
体
的
支
基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
 
 

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
 
 
 



因
 
米
国
株
主
等
が
取
締
役
会
に
相
当
す
る
も
の
の
過
半
数
を
選
出
、
指
名
す
る
等
の
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
 
 

㈲
 
米
国
株
主
等
に
よ
り
選
出
、
指
名
等
を
さ
れ
る
取
締
役
の
数
が
ち
ょ
う
ど
半
数
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
 
 

・
ボ
ー
ド
を
握
る
老
の
選
出
権
限
等
を
当
該
米
国
株
主
等
が
有
し
て
い
る
こ
と
 
 

㈹
 
米
国
株
主
等
に
よ
り
選
出
、
指
名
等
を
さ
れ
る
者
に
よ
り
、
取
締
役
会
が
行
う
よ
う
な
職
務
が
通
常
遂
行
さ
れ
る
こ
と
 
 

回
 
議
決
権
を
形
式
上
他
の
者
へ
移
転
し
て
い
る
等
の
場
合
の
取
扱
い
 
 
 

A
 
概
 
要
 
 

米
国
株
主
等
が
実
質
上
の
議
決
権
を
有
し
な
が
ら
、
形
式
上
の
み
こ
れ
を
移
転
し
て
い
る
と
い
っ
た
取
極
 
（
a
r
r
a
n
g
e
m
e
ロ
t
）
 
 

が
あ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
議
決
権
あ
り
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
 
 

一
方
、
単
に
議
決
権
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
議
決
権
あ
り
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
 
 
 

B
 
具
体
例
 
 

何
 
次
の
よ
う
な
合
意
（
a
g
r
e
e
m
e
ロ
t
）
が
存
在
し
て
い
る
場
合
（
そ
の
合
意
が
明
示
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
問
わ
な
い
。
）
に
 
 

は
、
議
決
権
の
形
式
上
の
所
有
（
n
O
m
i
n
巴
O
W
n
e
r
S
h
i
p
）
と
い
う
事
実
は
否
認
さ
れ
る
。
 
 

a
 
い
ず
れ
か
の
株
主
は
議
決
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
又
は
い
ず
れ
か
の
株
主
は
限
定
的
な
議
決
権
の
み
を
行
使
す
る
こ
と
 
 

b
 
過
半
数
を
有
す
る
株
主
に
対
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
権
限
が
、
五
〇
％
以
下
を
所
有
す
る
株
主
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
 
 

る
こ
と
 
 

㈲
 
外
国
法
人
が
発
行
す
る
二
種
類
以
上
の
株
式
の
う
ち
米
国
株
主
等
が
あ
る
一
種
類
以
上
の
株
式
を
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
 
 

い
て
、
他
の
種
類
の
株
式
に
係
る
議
決
権
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
。
 
 

三
六
五
 
 
 



三
六
六
 
 

a
 
そ
の
議
決
権
が
行
便
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
使
は
誰
の
た
め
で
あ
る
か
を
基
準
に
判
定
さ
れ
、
そ
の
行
使
を
受
け
る
 
 

人
が
所
有
者
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 

b
 
そ
の
議
決
権
が
行
任
さ
れ
な
い
場
合
は
、
次
の
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
議
決
権
ほ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
 
 

い
 
当
該
他
の
種
類
の
株
式
の
議
決
権
の
割
合
が
、
法
人
の
利
益
に
対
す
る
持
分
割
合
よ
り
実
質
的
に
大
き
い
と
き
 
 

㈲
 
当
該
他
種
類
の
株
式
の
株
主
が
そ
の
議
決
権
を
独
立
し
て
行
使
す
る
こ
と
が
な
い
又
は
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
行
使
し
 
 

な
か
っ
た
事
実
が
あ
る
こ
と
 
 

H
 
そ
の
外
国
法
人
に
つ
き
C
F
C
と
判
定
さ
れ
る
の
を
回
避
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
取
極
が
存
在
す
る
こ
と
 
 

ロ
 
日
本
で
の
取
扱
い
 
 
 

前
述
イ
の
米
国
の
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
実
質
的
な
判
定
基
準
を
定
め
て
い
る
。
一
方
、
日
本
に
は
、
米
国
の
レ
ギ
ュ
レ
ー
 
 
 

シ
ョ
ン
の
よ
う
に
そ
の
取
扱
い
を
公
表
し
た
も
の
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
日
本
で
の
具
体
的
取
扱
い
は
議
論
で
き
な
い
。
 
 
 

我
が
国
の
制
度
で
は
「
株
式
の
数
又
は
出
資
の
金
額
の
総
数
又
は
合
計
額
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
専
ら
、
こ
の
文
言
の
解
 
 
 

釈
に
か
か
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
が
、
前
述
イ
の
取
扱
い
の
中
に
は
、
我
が
国
の
税
務
運
営
上
は
個
別
事
案
に
即
し
た
事
実
認
定
を
行
 
 
 

う
上
で
個
別
に
考
慮
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
も
あ
る
よ
シ
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
個
別
判
断
に
お
け
る
考
慮
い
か
ん
に
よ
っ
て
 
 

（
彪
）
 
 
 

は
、
日
米
の
取
扱
い
の
開
き
に
実
質
的
に
大
き
な
相
違
が
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
 

3
 
対
象
と
な
る
外
国
法
人
の
所
在
地
国
 
 

∽
 
形
式
的
比
較
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
合
算
所
得
を
有
す
る
外
国
法
人
で
あ
れ
ば
全
世
界
に
所
在
す
る
法
人
が
本
制
度
の
対
象
と
な
る
。
従
っ
て
、
対
象
 
 
 



と
な
る
外
国
法
人
（
C
F
C
）
が
ど
の
よ
う
な
外
国
に
所
在
す
る
か
に
よ
っ
て
制
度
の
適
用
の
有
無
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
 
 

一
方
、
日
本
の
制
度
で
は
、
政
府
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
軽
課
税
国
（
平
成
二
年
六
月
二
十
日
現
在
四
一
か
国
）
所
在
す
る
外
国
法
人
に
 
 

（
4
3
）
 
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。
 
 

切
 
実
質
的
比
較
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
外
国
基
地
会
社
所
得
等
に
閲
し
、
C
F
C
の
所
得
に
対
す
る
課
税
が
米
国
の
税
率
の
九
〇
％
超
で
行
わ
れ
て
い
る
 
 

（
仙
）
 
 

こ
と
を
納
税
者
が
証
明
し
た
と
き
は
課
税
さ
れ
な
い
（
高
率
課
税
所
得
に
係
る
九
〇
％
超
ル
ー
ル
）
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
か
ら
実
質
的
 
 

に
は
高
率
課
税
国
所
在
の
法
人
に
ほ
、
制
度
の
適
用
が
な
い
。
従
っ
て
、
米
国
の
制
度
も
主
と
し
て
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
所
在
の
法
 
 

（
4
5
）
 
人
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
に
は
、
日
米
の
制
度
に
そ
れ
程
の
開
き
は
な
く
な
っ
て
こ
よ
う
。
 
 

Ⅲ
 
対
象
と
な
る
内
国
法
人
・
居
住
者
（
納
税
義
務
者
）
 
 
 

1
 
納
税
義
務
者
の
種
類
（
態
様
の
範
囲
）
 
 

∽
 
形
式
的
比
較
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
対
象
と
な
る
居
住
者
・
内
国
法
人
を
米
国
株
主
等
（
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
s
h
a
r
e
h
。
－
d
e
r
）
と
定
義
し
て
お
り
、
こ
の
定
 
 

義
に
は
、
合
衆
国
の
市
民
又
は
居
住
者
、
内
国
法
人
、
阿
国
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
遺
産
又
は
信
託
（
外
国
遺
産
及
び
外
国
信
託
を
除
 
 

く
。
）
が
含
ま
れ
る
。
 
 
 

我
が
国
の
制
度
で
は
、
居
住
者
及
び
内
国
法
人
が
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
形
式
的
に
は
米
国
の
方
が
納
税
義
務
者
の
範
囲
は
広
い
規
定
 
 

振
り
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

三
六
七
 
 
 



三
六
八
 
 
 

∽
 
実
質
的
比
較
 
 
 

我
が
国
に
は
、
例
え
ば
米
国
に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
 
（
注
＝
R
e
g
．
∽
O
T
ヨ
O
T
∽
）
に
比
較
し
得
る
制
度
が
直
接
的
に
存
在
す
る
 
 

わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
両
制
度
の
比
較
を
単
純
に
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
が
国
の
制
度
の
下
に
お
い
て
仮
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
 
 

プ
が
納
税
義
務
者
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
で
は
、
我
が
国
の
組
合
に
対
す
る
課
税
取
扱
い
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
 
 

な
る
 
（
法
規
通
一
四
－
一
－
一
～
三
）
 
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
、
実
質
的
に
は
米
国
の
制
度
と
の
相
違
は
基
本
的
に
は
な
い
と
の
考
え
方
も
 
 

あ
り
得
る
。
 
 

2
 
納
税
義
務
者
の
株
式
所
有
割
合
（
具
体
的
所
有
基
準
）
 
 

∽
 
形
式
的
比
較
 
 

（
4
6
）
 
 
 

両
制
度
と
も
に
、
t
 
O
％
以
上
の
株
式
等
を
所
有
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
具
体
的
所
有
基
準
自
体
に
つ
い
て
は
同
様
 
 

の
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

但
し
、
両
制
度
に
ほ
次
の
よ
う
な
規
定
振
り
の
相
違
が
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
米
国
の
制
度
で
は
、
「
米
国
株
主
等
」
 
の
範
囲
に
つ
い
て
、
み
な
し
所
有
要
件
を
用
い
て
直
接
・
間
接
の
範
囲
を
さ
ら
に
拡
大
 
 

し
、
結
果
的
に
納
税
義
務
者
の
範
囲
も
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
あ
る
一
の
法
人
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
二
以
上
の
法
人
同
士
の
間
の
 
 

関
係
（
兄
弟
姉
妹
関
係
）
 
に
あ
る
二
つ
の
法
人
が
C
F
C
と
の
間
で
そ
の
C
F
C
の
納
税
義
務
者
と
い
う
関
係
に
立
つ
こ
と
を
規
定
し
て
 
 

お
り
、
こ
の
規
定
に
よ
り
C
F
C
の
具
体
的
支
配
基
準
（
五
〇
％
超
、
二
五
％
超
又
は
二
五
％
以
上
）
 
の
判
定
の
基
準
の
基
礎
と
し
た
 
 

り
、
帳
簿
・
書
頬
等
の
備
付
け
義
務
の
対
象
と
す
る
と
い
っ
た
こ
と
の
効
果
を
も
生
ぜ
し
め
る
規
定
振
り
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

一
方
、
日
本
の
制
度
で
は
、
一
人
又
は
一
法
人
で
一
〇
％
以
上
の
株
式
所
有
と
な
る
場
合
の
ほ
か
に
、
一
の
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
に
つ
 
 
 



き
一
〇
％
以
上
の
株
式
所
有
割
合
と
な
る
場
合
も
納
税
義
務
者
に
含
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
法
人
等
 
 

に
つ
い
て
は
、
各
々
の
法
人
の
株
式
所
有
割
合
が
一
〇
％
未
満
と
な
る
場
合
に
お
い
て
も
納
税
義
務
者
と
な
る
。
 
 

∽
 
実
質
的
比
較
 
 
 

前
述
1
及
び
2
・
∽
で
は
 
「
納
税
義
務
者
」
 
の
用
語
を
単
に
両
制
度
の
対
象
と
な
る
内
国
法
人
・
居
住
者
の
意
味
で
使
用
し
て
き
た
 
 

（
従
っ
て
、
前
述
1
及
び
2
∴
U
に
い
う
納
税
義
務
者
に
は
結
果
と
し
て
合
算
課
税
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
者
つ
ま
り
「
広
義
の
納
税
 
 

義
務
者
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。
）
が
、
こ
れ
を
合
算
課
税
を
実
際
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
老
と
定
義
し
直
し
た
場
合
に
は
、
前
述
の
納
税
義
 
 

務
者
の
範
囲
は
、
さ
ら
に
狭
い
範
囲
の
者
（
狭
義
の
納
税
義
務
者
）
が
対
象
と
な
る
 
（
但
し
、
そ
の
範
囲
が
狭
く
な
る
の
は
米
国
の
制
度
 
 

に
お
い
て
の
み
で
あ
る
）
。
 
 
 

つ
ま
り
、
米
国
の
制
度
の
場
合
、
対
象
と
な
る
者
を
米
国
株
主
等
と
定
義
し
、
こ
れ
に
は
じ
直
接
・
間
接
所
有
要
件
、
及
び
∽
み
な
し
 
 

所
有
要
件
、
の
二
つ
を
通
じ
た
広
範
囲
の
老
が
含
ま
れ
る
が
、
実
際
の
合
算
課
税
に
当
た
っ
て
は
、
課
税
額
の
算
定
上
∽
の
直
接
・
間
接
 
 

所
有
に
係
る
額
を
課
税
す
る
と
い
う
法
律
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
一
〇
％
以
上
の
直
接
・
間
接
所
有
要
件
に
該
当
 
 

す
る
者
の
み
が
こ
こ
に
い
う
狭
義
の
納
税
義
務
者
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

一
方
、
日
本
の
制
度
で
は
、
前
述
∽
の
納
税
義
務
者
が
そ
の
ま
ま
合
算
課
税
の
対
象
と
な
る
納
税
義
務
者
と
な
る
。
 
 
 

以
上
の
狭
義
の
納
税
義
務
者
の
レ
ベ
ル
す
な
わ
ち
実
質
的
に
納
税
義
務
を
負
う
老
の
範
囲
と
い
う
観
点
か
ら
両
制
度
を
比
較
す
る
と
次
 
 

の
よ
う
に
な
る
（
次
表
の
□
が
合
算
課
税
を
受
け
る
納
税
義
務
者
）
。
 
 
 



前
掲
の
蓑
か
ら
、
実
際
に
課
税
を
受
け
る
者
の
範
囲
自
体
か
ら
み
る
と
基
本
的
に
日
本
の
制
度
の
方
が
広
く
取
り
込
ん
で
い
る
と
の
見
 
 
 

直接・間接所有要件  
みなし所有要件  

（10％以上所有）   

3 21  
（間 

（直  

（当（当（当  二所  
第按   

第該第該第該  
二所   

二株二法二個  
章有  章有  

第   
米  

章主華人華人  
第等第等第へ  
二かこか二妻  

南  
Ⅲ  

面   
Ⅲ   国  

1  ）  1   ）  節ら節ら節、            Ⅲ法Ⅲ株Ⅲ子 2人2主2、  の  

（3）等（2）等（1）親 ）へ）∵ベ）  

等  
ののの  制  

帰帰持  
属属 

分  を   度  

帰   
属  

3 2 1一  
○  

同便妻％  
（間  
二所  

（直   
二所  

族用、未  章有  章有  
閑人子満 、  日  

係 で  竺  第  
会  親 も  
社  そ納  

／＼  

Ⅰ  
／＼   

Ⅰ  本  
の税  1  1  

他義  
（2）  

（1）  の  

親者  
族  制  

度  

同族株主グループ  居住者・内国法人  

直接・間接所有株主等（10％以上所有）  

【
表
】
 
狭
義
の
納
税
義
務
者
の
範
困
（
太
線
枠
内
）
 
 

三
七
〇
 
 



方
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
米
国
の
制
度
に
お
け
る
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
シ
ュ
ラ
ソ
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
に
対
す
る
課
税
上
一
 
 

〇
％
未
満
所
有
者
も
納
税
義
務
者
と
さ
れ
る
こ
と
及
び
み
な
し
所
有
要
件
に
よ
り
C
F
C
に
該
当
す
る
老
の
範
囲
を
よ
り
広
く
定
義
し
て
 
 

い
る
こ
と
と
の
関
係
で
 
（
後
述
Ⅳ
・
2
参
照
）
、
結
論
と
し
て
は
そ
の
範
囲
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
 
 

Ⅳ
 
株
式
所
有
要
件
 
 

前
述
Ⅰ
及
び
Ⅲ
で
は
、
国
内
の
居
住
者
・
内
国
法
人
等
が
C
F
C
の
株
式
を
何
％
所
有
す
る
と
き
に
外
国
法
人
が
C
F
C
に
該
当
し
 
 

（
前
述
Ⅰ
）
、
又
は
納
税
義
務
者
に
該
当
す
る
か
（
前
述
Ⅲ
）
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
こ
に
い
う
所
有
の
概
念
は
、
米
国
の
制
度
に
お
い
て
 
 

は
∽
直
接
・
間
接
所
有
及
び
似
み
な
し
所
有
で
あ
り
、
日
本
の
制
度
に
お
い
て
は
直
接
・
間
接
所
有
で
あ
り
、
日
米
の
制
度
に
は
少
な
く
 
 

と
も
形
式
上
の
相
違
が
あ
る
。
 
 
 

前
述
Ⅰ
及
び
Ⅲ
で
は
そ
の
説
明
の
都
合
上
、
こ
れ
ら
の
株
式
所
有
の
概
念
に
も
触
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
ほ
、
こ
れ
ら
の
概
 
 

念
の
内
容
、
効
果
及
び
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
日
米
の
相
違
に
焦
点
を
あ
て
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

よ
り
具
体
的
に
は
、
株
式
所
有
要
件
と
対
象
と
な
る
外
国
法
人
及
び
国
内
の
納
税
義
務
者
と
の
関
係
は
、
次
の
【
表
】
の
よ
う
に
な
っ
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
次
の
【
蓑
】
の
傍
線
付
き
の
部
分
、
す
な
わ
ち
、
米
国
の
制
度
に
お
け
る
直
接
・
間
接
所
有
及
び
み
 
 

な
し
所
有
、
日
本
の
制
度
に
お
け
る
直
接
・
間
接
所
有
の
内
容
に
つ
い
て
比
較
・
分
析
す
る
。
 
 
 



広義の納税義務者  対象となる  
外国法人等  

（前述Ⅰ）  （前述Ⅰ）  

五  共   
○  ○   
％  
以  ％  通  
上  

上  21次  上  
の  の  の  

み直要  五  
○  な按件  ○  

し・で  

同  ％ 以  所間一  ％ 超  

上  有按○  の   米  
の  所％  判  
判  有以  定  国  

右  定  上  の  
の  の  基  の  
基  

礎 と  
所 有  制  
と  な  

な  な  る  度   
る  る  

の  
の  と  株  

株 主  
主  
をこ  

に  係  
係  る  

2  1  次  要  
で プ   件   
あ に 一 直 次   る  直 （ の  
る 属 ○ 接 の  ・ 有 件   
こ す ％l・l要  間 割 に   
と る 以 間 件  接 合 よ   

内 上 接 で  所 を り   日  
国 所 所 －  有 問 株   
法 有 有 ○  わ 主   本  
人 と  ％  な と   
・ な  以  い な  の  

る  ）     る  

住 一  
所  

制  
者の と  

度  

馳 と  

【
表
】
株
式
所
有
要
件
（
対
象
と
な
る
外
国
法
人
と
納
税
義
務
者
と
の
関
係
）
 
 

三
七
二
 
 



1
 
直
接
・
間
接
所
有
 
 

∽
 
直
接
所
有
 
 
 

直
接
所
有
に
つ
い
て
ほ
、
両
国
の
制
度
と
も
に
、
原
則
と
し
て
、
自
国
の
納
税
義
務
者
が
外
国
法
人
の
株
式
等
を
直
接
に
保
有
す
る
場
 
 

合
を
い
う
も
の
と
し
て
お
り
、
相
違
は
な
い
。
 
 

切
 
間
接
所
有
 
 
 

間
接
所
有
に
つ
い
て
も
、
両
国
の
制
度
と
も
に
、
自
国
内
の
納
税
義
務
者
と
当
該
外
国
法
人
（
C
F
C
）
と
の
間
の
資
本
関
係
に
一
以
 
 

上
の
外
国
法
人
が
介
在
す
る
ケ
ー
ス
 
（
外
国
法
人
を
通
じ
た
所
有
）
 
を
考
え
て
お
り
、
基
本
的
に
は
相
違
は
な
い
。
 
 

刷
 
直
接
・
間
接
所
有
の
効
果
 
 

イ
 
米
国
の
制
度
で
は
、
サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
規
定
の
う
ち
、
外
国
税
額
控
除
の
規
定
の
一
部
及
び
外
国
基
地
会
社
海
運
所
得
の
規
定
の
t
 
 

三
七
三
 
 
 

狭義の納税義務者  
（課税される者）   

（前述Ⅰ）  

共  

通   

次   上   
・ の   の  

接 件   ○   
・ で   ％   
間 一   以   
接 ○   上   米  
所 ％   の   
有 以   判   国  

上   定   

所  の  有  基  と  礎   
の  

と   
制  

な  
る   な   度  

る   
と   

の  

株 主  
に  
係  

原   る  
則   
と  

要  

し  
件  

て  
同  
上  日  

本  

の  

制  

度  



三
七
四
 
 

部
等
を
除
く
す
べ
て
の
規
定
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
。
具
体
的
に
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
ま
ず
、
米
国
株
主
等
に
対
す
る
合
算
課
税
 
 
 

額
の
算
定
上
（
九
五
一
局
）
こ
れ
ら
の
概
念
が
使
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
米
国
株
主
等
の
定
義
上
こ
れ
ら
の
概
念
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
 
 
 

よ
り
、
米
国
株
主
等
へ
の
該
当
性
（
一
〇
％
以
上
）
 
の
有
無
及
び
外
国
法
人
の
C
F
C
該
当
性
（
五
〇
％
超
）
 
の
有
無
が
決
定
さ
れ
る
 
 
 

こ
と
に
な
る
（
但
し
、
こ
れ
ら
の
該
当
性
の
判
定
に
当
た
っ
て
は
後
述
の
み
な
し
所
有
も
合
わ
せ
て
判
定
さ
れ
る
）
。
 
 
 

な
お
、
外
国
法
人
、
外
国
パ
ー
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
外
国
信
託
又
は
外
国
遺
産
に
対
す
る
直
接
・
間
接
所
有
持
分
割
合
の
決
定
に
当
 
 
 

た
っ
て
は
、
個
別
事
業
に
お
け
る
す
べ
て
の
事
実
（
f
a
c
t
s
a
n
d
n
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
）
を
勘
案
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
。
外
国
法
人
に
対
 
 
 

す
る
直
接
・
間
接
所
有
要
件
の
ル
ー
ル
を
特
定
の
条
項
に
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
条
項
の
目
的
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
 
 
 

て
い
る
（
R
e
g
」
－
誤
∞
⊥
（
c
）
（
N
）
）
。
例
え
ば
、
直
接
・
間
接
所
有
の
ル
ー
ル
を
合
算
課
税
額
の
算
定
上
（
九
五
一
い
）
用
い
る
と
き
は
、
 
 
 

当
該
者
の
当
該
外
国
法
人
の
所
得
に
対
す
る
持
分
割
合
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
ル
ー
ル
を
米
国
株
主
等
又
は
C
F
C
の
定
 
 
 

義
の
決
定
上
用
い
る
と
き
は
、
当
該
外
国
法
人
の
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
合
計
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
外
国
法
人
に
対
す
る
比
 
 
 

例
的
持
分
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
 
（
R
e
g
．
－
、
∽
∽
∞
⊥
（
c
）
（
N
）
）
。
 
 

ロ
 
日
本
の
制
度
で
は
、
納
税
義
務
者
（
内
国
法
人
及
び
居
住
者
）
 
へ
の
該
当
性
（
一
〇
％
以
上
）
 
の
有
無
及
び
特
定
外
国
子
会
社
等
 
 
 

（
法
律
的
に
は
外
国
関
係
会
社
）
 
へ
の
該
当
性
（
五
〇
％
超
）
 
の
有
無
が
決
定
さ
れ
る
。
 
 

2
 
み
な
し
所
有
 
 

川
 
形
式
的
比
較
 
 
 

こ
れ
ほ
、
形
式
的
に
み
れ
ば
、
日
本
の
制
度
に
は
原
則
的
に
な
い
制
度
で
あ
る
。
 
 

∽
 
実
質
的
比
較
 
 
 



米
国
の
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
規
定
の
目
的
及
び
内
容
等
を
分
析
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
、
日
本
の
制
度
に
い
う
直
接
・
間
接
 
 

保
有
の
内
容
の
一
部
と
か
な
り
類
似
す
る
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。
 
 
 

米
国
の
制
度
に
い
う
み
な
し
所
有
の
仕
組
み
は
、
一
口
に
い
え
ば
、
米
国
株
主
等
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
定
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
 
 

米
国
の
者
の
外
国
法
人
に
対
す
る
持
分
に
他
の
者
の
当
該
外
国
法
人
に
対
す
る
持
分
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
（
a
t
t
r
i
b
u
t
i
O
n
）
 
に
よ
っ
て
、
 
 

当
該
米
国
の
者
の
米
国
株
主
等
へ
の
該
当
性
及
び
C
F
C
該
当
性
を
判
定
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
持
分
の
帰
属
の
態
 
 

様
に
は
次
の
三
種
煩
が
あ
り
、
各
々
日
本
の
制
度
と
の
比
較
を
試
み
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

イ
 
個
人
へ
の
帰
属
 
 
 

川
 
米
国
の
制
度
で
は
、
米
国
株
主
等
に
該
当
す
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
個
人
に
帰
属
さ
せ
る
持
分
は
、
次
の
者
に
限
定
さ
 
 

れ
て
い
る
。
 
 
 

A
 
当
該
個
人
の
配
偶
者
 
 
 

－
○
竣
 
 

B
 
当
該
個
人
の
子
、
孫
及
び
親
 
 

【
図
解
】
 
R
e
g
」
．
誤
0
0
・
N
（
g
）
E
X
a
m
p
訂
（
望
 
 

芋
固
辞
＞
 
 

（
米
囲
8
碑
）
 
 

（
槻
）
 
G
 
 

（
淋
）
 
句
 
 

↓
 
 

り
竣
 
 
 

岩
竣
 
 

手
回
鮮
、
′
 
 

学
園
鮮
ゝ
 
 

P
 
 



三
七
六
 
 
 

（
結
論
）
 
工
に
関
し
、
F
も
G
も
と
も
に
米
国
株
主
等
に
該
当
す
る
。
 
 

（
説
明
）
 
 
 

1
 
F
は
直
接
・
間
接
に
一
〇
％
を
所
有
し
て
い
る
。
 
 

一
≒
こ
・
∴
〓
－
∵
二
こ
l
一
ニ
」
1
．
－
＝
二
1
．
ニ
ー
こ
二
‥
．
ニ
‥
－
こ
 
卜
．
．
∵
∴
／
∴
こ
∴
ヾ
け
ュ
＼
 
 
 

2
 
G
は
直
接
・
間
接
に
一
〇
％
を
所
有
し
て
い
る
。
 
 

i
‥
．
∵
．
＝
⊥
．
ハ
∴
‥
ニ
ー
＋
－
∵
∴
・
－
∴
、
l
こ
こ
∴
ヾ
一
。
－
し
 
こ
〓
－
∴
 
∴
■
∵
一
．
二
二
■
∵
－
・
 
 

何
 
日
本
の
制
度
 
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
み
な
し
所
有
要
件
と
い
っ
た
規
定
そ
の
も
の
ほ
存
在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
直
接
・
間
接
所
有
 
 
 

要
件
で
は
、
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
全
体
で
一
〇
％
以
上
の
所
有
と
な
る
と
き
は
、
当
該
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
法
人
（
外
国
 
 
 

法
人
を
除
く
）
及
び
個
人
（
居
住
者
及
び
非
居
住
者
の
い
ず
れ
を
む
含
む
）
の
直
接
・
間
接
所
有
割
合
が
一
〇
％
未
満
で
あ
っ
て
も
 
 
 

こ
れ
ら
の
法
人
（
内
国
法
人
）
及
び
個
人
（
非
今
居
住
者
を
除
く
）
は
合
算
課
税
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
い
う
 
 
 

同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
個
人
の
範
囲
は
次
の
A
～
E
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

A
 
親
族
（
次
の
者
を
い
う
。
）
 
 
 

囚
 
配
偶
者
 
 
 

㈲
 
六
親
等
内
血
族
 
 
 

㈹
 
三
親
等
内
の
姻
族
 
 
 

B
 
事
実
上
の
婚
姻
関
係
者
 
 
 



（
結
論
）
 
F
 
（
九
％
）
 
は
本
制
度
の
対
象
と
な
る
納
税
義
務
者
に
該
当
す
る
。
 
 

（
説
明
）
 
F
と
G
の
グ
ル
ー
プ
 
（
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
）
 
で
t
 
O
％
を
所
有
し
て
い
る
。
 
 

句
＝
∽
訳
 
 

G
＝
－
訳
 
（
∽
竣
×
N
O
竣
）
 
 

H
 
両
制
度
の
比
較
の
結
論
 
 
 

C
 
個
人
た
る
雇
用
者
の
使
用
人
 
 
 

D
 
A
～
C
以
外
の
着
で
、
個
人
か
ら
受
け
る
金
銭
等
に
よ
り
生
計
を
維
持
す
る
者
 
 
 

E
 
A
～
D
に
掲
げ
る
者
と
生
計
を
一
に
す
る
親
族
 
 

【
図
解
】
 
 

軸
帝
軸
 
 

溶
叫
㊦
冠
諭
 
 

（
湖
〓
軸
）
 
H
 
 
 

万
国
群
＼
′
 
 

g
竣
 
 

半
周
辞
＞
 
 

J
 
 



三
七
八
 
 

米
国
の
制
度
よ
り
も
日
本
の
制
度
の
方
が
よ
り
広
く
関
連
者
を
カ
バ
ー
し
て
お
り
 
（
前
述
A
、
B
及
び
C
の
各
々
に
つ
い
て
全
部
 
 
 

又
は
一
部
が
広
く
な
っ
て
い
る
）
、
よ
り
緻
密
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
 
 
 

株
主
等
へ
の
帰
属
 
 

M
 
米
国
の
制
度
で
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
遺
産
、
信
託
、
法
人
（
但
し
法
人
に
つ
い
て
は
、
一
〇
％
以
上
の
所
有
に
限
る
。
）
が
 
 
 

直
接
・
間
接
に
外
国
法
人
（
C
F
C
）
 
の
株
式
を
所
有
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
パ
ー
ト
ナ
ー
、
受
益
者
、
株
主
が
そ
の
持
分
割
 
 

．
合
に
応
じ
て
比
例
的
に
所
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
遺
産
、
信
託
又
は
法
人
が
所
有
す
 
 
 

る
外
国
法
人
の
株
主
の
所
有
割
合
が
五
〇
％
起
と
な
る
と
き
は
、
当
該
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
遺
産
、
信
託
又
は
法
人
ほ
当
該
外
国
 
 
 

法
人
の
株
主
を
一
〇
〇
％
所
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
〇
％
超
所
有
の
場
合
に
一
〇
〇
％
所
有
と
み
な
す
 
 
 

点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
規
定
の
趣
旨
は
、
五
〇
％
超
所
有
に
よ
り
外
国
法
人
に
対
す
る
絶
対
的
支
配
権
を
実
際
に
有
す
る
ケ
ー
ス
 
 
 

に
つ
き
、
比
例
的
な
所
有
と
み
な
す
こ
と
に
よ
り
対
象
と
な
る
べ
き
納
税
義
務
者
及
び
C
F
C
の
対
象
と
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
 
 
 

（
掛
け
算
方
式
に
よ
る
計
算
で
一
〇
％
未
満
又
は
五
〇
％
以
下
と
な
る
）
 
こ
と
の
不
合
理
さ
に
対
処
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
 
 
 

と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

何
 
日
本
の
制
度
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
株
主
等
へ
の
帰
属
と
な
っ
た
み
な
し
所
有
要
件
の
規
定
そ
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
 
 
 

の
制
度
に
は
、
米
国
の
制
度
が
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
類
似
す
る
効
果
を
も
た
ら
す
次
の
A
～
C
の
よ
う
な
取
扱
い
が
存
在
 
 
 

す
る
。
 
 
 

A
 
例
え
ば
、
C
F
C
 
（
特
定
外
国
子
会
社
等
）
 
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
定
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
外
国
法
人
の
株
式
を
所
有
す
 
 
 



る
他
の
外
国
法
人
の
 
（
当
該
C
F
C
に
対
す
る
）
所
有
割
合
は
米
国
の
制
度
と
同
様
に
比
例
的
（
掛
け
算
方
式
で
算
定
さ
れ
る
割
 
 

合
）
 
に
所
有
さ
れ
る
も
の
と
し
て
計
算
さ
れ
る
。
 
 
 

B
 
C
F
C
 
（
特
定
外
国
子
会
社
等
）
 
へ
の
該
当
性
（
五
〇
％
超
）
を
判
定
す
る
基
礎
と
な
る
国
内
の
株
主
に
つ
い
て
は
当
該
国
内
 
 

株
主
の
株
式
所
有
割
合
の
多
寡
を
問
わ
ず
そ
の
判
定
の
基
礎
と
す
る
。
 
 
 

C
 
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
内
国
法
人
は
、
一
〇
％
未
満
所
有
で
あ
っ
て
も
納
税
義
務
者
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
、
従
っ
 
 

て
、
C
F
C
 
（
特
定
外
国
子
会
社
等
）
該
当
性
（
五
〇
％
起
）
 
の
判
定
の
基
礎
に
含
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 

H
 
両
制
度
の
比
較
の
結
論
 
 
 
米
国
の
制
度
の
五
〇
％
超
所
有
の
場
合
の
一
〇
〇
％
所
有
の
み
な
し
規
定
（
前
述
川
）
 
及
び
日
本
の
制
度
に
い
う
同
族
株
主
グ
 
 
 

ル
ー
プ
の
規
定
等
（
前
述
回
B
及
び
C
）
 
は
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
相
違
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
目
的
と
す
る
考
え
方
は
、
株
式
 
 
 

の
分
散
保
有
に
よ
る
制
度
の
適
用
回
避
を
防
止
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
点
で
同
様
の
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
 
 
 

で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

法
人
等
へ
の
帰
属
 
 

M
 
米
国
の
制
度
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
、
受
益
者
又
は
者
が
外
国
法
人
（
C
F
C
）
を
直
接
・
間
接
に
所
有
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
 
 
 

パ
ー
ト
ナ
ー
、
受
益
者
又
は
老
が
各
々
有
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
遺
産
、
信
託
又
は
法
人
（
当
該
法
人
の
株
式
の
五
〇
％
以
上
 
 
 

を
当
該
者
が
所
有
し
て
い
る
場
合
に
限
る
）
が
、
当
該
外
国
法
人
（
C
F
C
）
 
の
所
有
者
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 

何
 
日
本
の
制
度
 
 

三
七
九
 
 
 



三
八
〇
 
 

日
本
の
制
度
に
は
、
法
人
等
へ
の
帰
属
に
係
る
定
め
ほ
形
式
上
は
も
ち
ろ
ん
実
質
的
に
も
な
い
。
但
し
、
米
国
の
前
述
M
の
制
度
 
 
 

が
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
類
似
の
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
に
係
る
規
定
が
あ
る
。
す
な
わ
 
 
 

ち
、
米
国
の
制
度
で
は
、
例
え
ば
あ
る
法
人
（
被
支
配
法
人
）
が
他
の
法
人
（
支
配
法
人
）
 
に
よ
り
五
〇
％
以
上
の
所
有
を
受
け
て
 
 
 

い
る
と
き
に
、
当
該
被
支
配
法
人
が
当
該
支
配
法
人
に
係
る
外
国
法
人
（
C
F
C
）
 
の
所
有
者
と
み
な
す
こ
と
に
よ
り
当
該
外
国
法
 
 
 

人
の
C
F
C
該
当
性
（
五
〇
％
超
）
及
び
当
該
被
支
配
法
人
の
米
国
株
主
等
該
当
性
〓
○
％
以
上
）
が
判
定
さ
れ
る
。
一
方
、
日
 
 
 

本
の
制
度
で
は
、
C
F
C
 
（
特
定
外
国
子
会
社
等
）
該
当
性
（
五
〇
％
超
）
及
び
国
内
の
納
税
義
務
者
該
当
性
（
一
〇
％
以
上
）
 
の
 
 
 

判
定
上
、
①
国
内
の
個
人
（
非
居
住
者
を
も
含
め
る
点
米
国
の
制
度
と
は
異
な
る
。
）
及
び
内
国
法
人
の
持
株
割
合
を
問
わ
な
い
、
②
 
 
 

同
族
株
主
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
居
住
者
及
び
内
国
法
人
に
つ
い
て
は
一
〇
％
未
満
の
株
式
所
有
割
合
の
者
も
含
め
る
、
と
い
っ
た
措
 
 
 

置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
 
 

い
 
両
制
度
の
比
較
の
結
論
 
 

両
制
度
の
規
定
の
内
容
に
係
る
実
質
的
相
違
ほ
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
但
し
、
こ
れ
を
両
制
度
の
目
的
で
あ
る
株
式
の
分
 
 
 

散
保
有
に
よ
る
適
用
回
避
の
防
止
が
実
際
に
実
務
上
ど
の
程
度
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
か
の
レ
、
、
ヘ
ル
ま
で
広
げ
て
両
制
度
の
比
較
を
 
 
 

考
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
（
実
務
上
の
実
際
の
適
用
例
に
係
る
数
字
が
把
撞
で
き
な
い
の
で
実
態
に
基
づ
く
判
断
は
で
き
な
い
 
 
 

も
の
の
）
 
同
一
の
目
的
に
対
し
て
、
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
あ
る
が
、
両
国
と
も
そ
れ
な
の
一
定
の
措
置
を
と
っ
て
い
る
も
の
と
 
 
 

も
い
え
る
。
従
っ
て
、
一
方
に
制
度
が
あ
り
、
他
方
に
ほ
制
度
が
全
く
な
い
と
い
っ
た
程
の
開
き
ほ
も
ち
ろ
ん
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
 
 
 

れ
ら
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
両
国
の
異
な
る
現
状
に
適
合
さ
せ
る
意
味
か
ら
必
然
的
に
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
な
っ
た
こ
と
を
 
 
 

考
慮
す
る
な
ら
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
相
違
は
な
い
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
実
際
に
こ
の
点
に
関
す
る
問
題
の
指
摘
等
は
、
日
 
 
 



米
両
国
に
お
い
て
未
だ
な
い
）
。
 
 

㈱
 
み
な
し
所
有
の
効
果
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
み
な
し
所
有
の
規
定
は
、
米
国
株
主
等
の
定
義
（
九
五
一
回
）
、
外
国
基
地
会
社
販
売
所
得
に
係
る
関
連
者
の
定
義
 
 

（
九
五
四
囲
㈱
）
、
米
国
資
産
へ
の
投
資
額
に
係
る
適
用
除
外
に
い
う
米
国
株
主
等
の
定
義
（
九
五
六
回
庸
）
及
び
C
F
C
の
定
義
（
九
五
 
 

七
）
上
使
用
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
所
有
の
規
定
を
考
慮
し
た
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
規
定
が
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

3
 
株
式
所
有
要
件
に
係
る
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
比
較
（
議
決
権
テ
ス
ー
及
び
価
額
テ
ス
ト
に
つ
い
て
）
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
具
体
的
支
配
基
準
及
び
具
体
的
所
有
基
準
に
お
い
て
五
〇
％
超
又
は
一
〇
％
以
上
か
否
か
の
判
定
を
何
に
つ
い
て
 
 

行
う
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
が
採
用
さ
れ
て
い
る
 
（
五
〇
％
超
の
判
定
に
当
た
っ
て
は
後
述
∽
又
は
∽
、
一
〇
％
以
上
の
判
定
に
当
 
 

た
っ
て
は
後
述
∽
に
よ
る
）
。
 
 

∽
 
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
合
計
（
t
h
e
 
t
O
t
a
－
c
O
m
b
i
n
e
d
く
O
t
i
n
g
 
p
O
W
e
r
O
f
巴
】
c
－
a
s
s
e
s
O
f
s
t
O
C
k
e
n
t
i
t
－
e
d
t
O
く
O
t
e
）
（
議
決
権
テ
 
 

（
4
7
）
 
 

ス
ト
）
 
 

（
野
）
 
 

∽
 
株
式
の
価
額
（
t
h
e
t
O
t
a
－
く
a
－
亡
e
O
f
t
h
e
s
t
O
C
k
）
 
（
価
額
テ
ス
ト
）
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
本
制
度
導
入
以
来
長
い
間
議
決
権
テ
ス
ト
一
本
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
六
年
に
こ
れ
の
欠
陥
を
補
完
す
る
目
的
で
 
 

導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
五
〇
％
超
文
は
一
〇
％
以
上
か
否
か
の
判
定
ほ
、
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
金
額
に
対
す
る
割
合
と
し
て
計
 
 

算
さ
れ
る
。
 
 
 

日
本
の
制
度
は
、
実
質
的
に
、
米
国
の
価
額
テ
ス
ト
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
議
決
権
テ
ス
ト
又
ほ
価
額
テ
 
 

三
八
一
 
 
 



三
入
二
 
 
 

ス
ト
の
い
ず
れ
か
一
つ
の
基
準
の
み
に
よ
り
判
定
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
問
題
点
と
し
て
ほ
、
次
の
よ
う
な
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 
 

イ
 
議
決
権
テ
ス
ト
の
み
の
場
合
 
 
 

議
決
権
の
所
有
は
五
〇
％
以
下
と
な
る
者
が
、
取
締
役
会
の
過
半
数
を
選
出
す
る
権
限
を
有
す
る
等
の
場
合
の
取
扱
い
 
 

ロ
 
価
額
テ
ス
ト
の
み
の
場
合
 
 
 

す
べ
て
の
種
類
の
株
式
の
価
額
の
五
〇
％
以
下
を
所
有
す
る
者
が
、
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
過
半
数
を
有
す
る
よ
う
な
場
合
の
取
扱
 
 
 

、
し
 
 
 

両
制
度
に
つ
い
て
形
式
的
比
較
を
す
る
と
米
国
の
制
度
の
方
が
よ
り
広
く
取
り
込
む
規
定
振
り
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
米
国
の
制
 
 

度
に
議
決
権
テ
ス
ト
に
係
る
実
務
上
の
取
扱
い
（
前
述
Ⅰ
・
2
・
拗
・
イ
参
照
）
が
あ
る
よ
う
に
、
日
本
で
の
取
扱
い
に
も
こ
れ
に
撰
す
 
 

る
取
扱
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
取
扱
い
如
何
に
も
よ
る
が
必
ず
し
も
そ
の
相
違
は
大
き
い
も
の
と
ほ
い
え
な
い
場
合
も
で
て
く
る
も
 
 

の
と
思
わ
れ
る
。
 
 

Ⅴ
 
合
算
所
得
の
内
容
 
 
 

1
 
形
式
的
比
較
 
 
 

合
算
所
得
の
内
容
を
両
制
度
の
規
定
上
だ
け
か
ら
比
較
す
る
と
日
本
の
制
度
上
の
カ
バ
ー
範
困
の
方
が
広
い
。
と
い
う
の
は
、
米
国
の
 
 

制
度
に
お
け
る
合
算
所
得
の
種
類
は
次
の
∽
～
刷
の
も
の
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
一
方
、
日
本
の
制
度
に
お
け
る
そ
れ
は
C
F
C
の
所
得
 
 

の
す
べ
て
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

（
米
国
の
制
度
に
お
け
る
合
算
所
得
）
 
 
 



川
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
（
次
の
イ
～
ホ
の
五
つ
の
所
得
を
い
う
。
）
 
 
 

イ
 
保
険
所
得
 
 
 

口
 
外
国
基
地
会
社
所
得
（
次
の
川
～
何
の
五
つ
の
所
得
を
い
う
。
）
 
 

M
 
外
国
同
族
持
株
会
社
所
得
 
 

H
 
外
国
基
地
会
社
販
売
所
得
 
 

い
 
外
国
基
地
会
社
役
務
所
得
 
 

H
 
外
国
基
地
会
社
海
運
所
得
 
 

国
 
外
国
基
地
会
社
石
油
関
連
所
得
 
 
 

ハ
 
イ
ソ
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
イ
コ
ッ
一
所
得
 
 
 

二
 
賄
賂
等
 
 
 

ホ
 
米
国
の
未
承
認
国
に
係
る
所
得
 
 

∽
 
海
運
事
業
等
へ
の
投
資
の
減
少
額
 
 

㈱
 
米
国
資
産
へ
の
投
資
増
加
額
 
 

2
 
実
質
的
比
較
 
 
 

合
算
所
得
に
関
連
し
て
両
制
度
の
実
質
的
比
較
を
行
う
た
め
に
は
、
後
述
∽
及
び
∞
の
各
々
の
制
度
に
お
け
る
特
有
の
定
め
に
つ
い
て
 
 

考
慮
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
 
 

∽
 
日
本
の
制
度
に
お
け
る
特
徴
 
 

三
入
三
 
 
 



三
入
四
 
 

日
本
の
制
度
に
は
、
米
国
の
制
度
に
な
い
次
の
よ
う
な
定
め
が
あ
り
、
実
質
的
意
味
に
お
い
て
は
そ
の
合
算
所
得
の
範
囲
が
前
述
1
に
 
 

述
べ
た
形
式
的
意
味
で
の
範
囲
よ
り
も
狭
く
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
日
本
の
制
度
は
、
程
度
の
問
題
は
別
と
し
て
、
米
国
の
制
度
に
お
 
 

け
る
合
算
所
得
の
範
囲
に
近
づ
い
て
い
る
あ
る
い
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
れ
よ
り
狭
い
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
 
 

イ
 
軽
課
税
国
所
在
の
外
国
法
人
に
限
定
し
た
制
度
の
適
用
（
軽
課
税
国
指
定
制
度
）
 
 
 

M
 
概
 
要
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
日
本
の
居
住
者
及
び
内
国
法
人
等
に
よ
り
五
〇
％
超
を
所
有
さ
れ
る
外
国
法
人
（
外
国
関
係
会
社
）
が
、
大
 
 
 

蔵
大
臣
告
示
に
よ
る
指
定
を
さ
れ
た
国
又
ほ
地
域
（
軽
課
税
国
）
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
（
以
下
、
「
本
店
等
」
と
い
う
）
が
所
 
 
 

在
す
る
場
合
に
の
み
本
制
度
が
適
用
さ
れ
る
（
以
下
、
こ
の
制
度
を
「
軽
課
税
国
指
定
制
度
」
と
い
う
）
。
従
っ
て
、
外
国
関
係
会
社
 
 
 

の
本
店
等
が
軽
課
税
国
以
外
に
所
在
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
本
制
度
の
適
用
は
な
い
。
 
 
 

回
 
軽
課
税
国
の
指
定
基
準
 
 

（
亜
）
 
 

軽
課
税
国
と
し
て
指
定
さ
れ
る
の
は
、
実
効
税
率
が
二
五
％
未
満
と
な
る
国
又
は
地
域
で
あ
る
。
な
お
、
実
効
税
率
が
二
五
％
未
 
 
 

満
か
否
か
の
判
定
は
、
諸
外
国
の
実
効
税
率
の
把
握
に
は
困
難
が
伴
う
と
い
う
実
務
上
の
理
由
か
ら
、
本
則
税
率
に
よ
り
行
わ
れ
る
 
 
 

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
．
開
発
途
上
国
が
経
済
開
発
促
進
の
た
め
設
け
る
タ
少
ク
ス
・
イ
ン
セ
テ
ィ
ヴ
に
つ
い
て
は
、
そ
 
 
 

の
減
免
の
性
格
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
お
け
る
税
の
減
免
の
性
格
と
は
異
な
る
こ
と
か
ら
、
考
慮
に
入
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
 
 

い
る
。
 
 

ま
た
、
税
率
二
五
％
未
満
の
基
準
は
画
一
的
・
機
械
的
に
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
原
則
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
指
定
 
 

（
4
9
）
 
 

か
ら
は
ず
す
と
の
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
 



A
 
租
税
条
約
締
結
国
は
、
t
一
重
課
税
の
排
除
と
い
う
目
的
を
有
す
る
租
税
条
約
の
性
格
等
を
考
慮
し
、
原
則
と
し
て
指
定
の
対
象
 
 

か
ら
除
く
。
 
 
 

B
 
そ
の
国
の
経
済
開
発
を
促
進
す
る
た
め
の
特
別
措
置
と
し
て
法
人
の
所
得
に
対
す
る
租
税
を
減
免
す
る
国
に
つ
い
て
は
指
定
の
 
 

対
象
か
ら
除
く
。
 
 
 

適
用
除
外
要
件
の
存
在
（
非
関
連
者
基
準
）
 
 

川
・
適
用
除
外
要
件
 
 

日
本
の
制
度
に
は
、
軽
課
税
国
に
本
店
等
が
所
在
す
る
法
人
で
あ
っ
て
も
、
次
の
四
つ
の
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
場
合
に
 
 
 

は
、
本
制
度
の
適
用
は
な
い
と
す
る
適
用
除
外
規
定
が
あ
る
。
 
 
 

A
 
持
株
会
社
、
特
許
権
等
保
有
会
社
又
は
航
空
枚
等
の
リ
ー
ス
会
社
で
な
い
こ
と
 
 
 

B
 
本
店
等
所
在
地
国
に
固
定
的
施
設
を
有
す
る
こ
と
 
（
実
体
基
準
）
 
 
 

C
 
本
店
等
所
在
地
国
で
管
理
支
配
を
自
ら
行
う
こ
と
 
（
管
理
支
配
基
準
）
 
 
 

D
 
非
関
連
者
基
準
及
び
所
在
地
国
基
準
 
 

囚
 
卸
売
、
銀
行
、
保
険
業
等
の
場
合
 
 

そ
の
事
業
を
主
と
し
て
そ
の
本
店
所
在
地
国
で
行
っ
て
い
る
こ
と
 
（
所
在
地
国
基
準
）
 
 

㈱
 
因
以
外
の
業
種
の
場
合
 
 

そ
の
事
業
を
主
と
し
て
そ
の
本
店
等
所
在
地
国
で
行
っ
て
い
る
こ
と
（
所
在
地
国
基
準
）
 
 
 

適
用
除
外
が
設
け
ら
れ
た
理
由
は
、
軽
課
税
国
に
所
在
す
る
子
会
社
等
で
あ
っ
て
も
そ
の
地
に
所
在
す
る
こ
と
に
十
分
な
経
済
合
 
 

三
入
五
 
 
 



三
八
六
 
 

理
性
が
あ
る
場
合
に
ほ
本
制
度
を
適
用
し
な
い
と
の
考
え
方
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
制
度
の
目
的
、
す
な
わ
ち
、
タ
ッ
ク
ス
・
 
 
 

ヘ
イ
ブ
ン
に
所
在
す
る
子
会
社
等
で
日
本
の
株
主
に
よ
り
支
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
に
日
本
の
株
主
が
所
得
を
留
保
し
日
本
で
 
 
 

の
税
負
担
を
不
当
に
軽
減
す
る
こ
と
を
規
制
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
釆
て
い
る
。
つ
ま
り
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
所
在
す
る
子
 
 
 

会
社
で
あ
っ
て
旦
そ
こ
に
所
在
す
る
の
に
十
分
な
経
済
合
理
性
が
あ
れ
ば
日
本
の
税
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
た
め
の
手
段
に
 
 
 

は
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
適
用
除
外
と
す
る
理
由
で
あ
る
。
 
 

M
 
非
関
連
者
基
準
 
 
 

十
分
な
合
理
性
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
、
租
税
回
避
は
そ
も
そ
も
業
種
の
異
な
る
ご
と
に
そ
の
パ
タ
ー
ン
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
 
 
 

こ
と
か
ら
、
前
述
M
A
～
D
の
よ
う
に
、
適
用
除
外
要
件
を
業
種
別
に
具
体
化
す
る
形
で
「
十
分
な
合
理
性
」
と
い
う
も
の
を
表
現
 
 
 

す
る
と
い
う
立
法
の
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

具
体
的
に
は
、
業
種
は
、
ま
ず
、
前
述
M
A
の
持
株
会
社
等
と
前
述
川
B
～
D
の
そ
れ
以
外
の
業
種
と
に
分
か
れ
る
。
前
述
M
A
 
 
 

の
持
株
会
社
等
の
事
業
は
日
本
に
本
店
を
置
く
こ
と
で
十
分
に
営
む
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
 
 
 

ブ
ン
に
本
店
を
移
し
た
場
合
に
は
合
理
性
な
し
と
し
て
常
に
本
制
度
の
適
用
が
あ
る
。
 
 
 

第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
各
々
の
業
種
に
つ
い
て
は
、
実
体
基
準
及
び
管
理
支
配
基
準
が
共
通
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
主
と
し
 
 
 

て
所
在
地
国
に
お
い
て
事
業
を
行
う
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
も
の
（
所
在
地
国
基
準
）
と
非
関
連
者
と
の
間
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
こ
 
 
 

と
を
要
求
さ
れ
る
も
の
（
非
関
連
者
基
準
）
と
が
あ
る
。
適
用
除
外
要
件
の
中
で
米
国
の
制
度
と
の
比
較
上
特
に
指
摘
す
べ
き
点
は
 
 
 

こ
の
非
関
連
者
基
準
で
あ
る
。
非
関
連
者
基
準
は
例
え
ば
、
卸
売
業
、
銀
行
業
に
つ
い
て
は
収
入
金
額
又
は
仕
入
金
額
の
い
ず
れ
か
 
 

一
方
に
つ
き
非
関
連
者
と
の
取
引
に
係
る
割
合
が
五
〇
％
起
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
適
用
除
外
と
さ
れ
、
そ
の
他
の
事
業
に
つ
小
て
 
 
 



は
収
入
金
額
に
つ
き
非
関
連
者
と
の
取
引
に
係
る
割
合
が
五
〇
％
起
と
な
っ
て
い
る
に
適
用
除
外
と
さ
れ
る
。
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
関
連
者
と
の
間
の
取
引
に
係
る
所
得
は
例
え
ば
外
国
基
地
会
社
販
売
所
得
の
場
合
の
よ
う
に
そ
の
す
べ
て
を
 
 
 

基
本
的
に
合
算
所
得
と
す
る
（
C
F
C
所
在
地
国
製
造
に
係
る
も
の
を
除
く
）
。
し
か
し
、
日
本
の
制
度
で
は
こ
の
非
関
連
者
基
準
 
 
 

は
、
例
え
ば
C
F
C
の
全
収
入
金
額
又
は
仕
入
金
額
の
い
ず
れ
か
一
方
の
す
べ
て
〓
0
0
％
）
が
関
連
者
と
の
取
引
か
ら
成
っ
て
 
 

お
り
か
つ
他
方
の
五
〇
％
未
満
が
関
連
者
と
の
取
引
か
ら
成
っ
て
い
る
場
合
に
は
制
度
自
体
が
当
該
C
F
C
に
対
し
て
適
用
さ
れ
な
 
 

い
こ
と
と
な
る
点
に
相
違
が
あ
る
。
 
 

∽
 
米
国
の
制
度
に
お
け
る
特
徴
 
 
 

米
国
の
制
度
は
、
次
の
イ
・
M
及
び
何
の
よ
う
な
定
め
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
実
質
的
意
味
に
お
い
て
は
、
 
 

そ
の
合
算
所
得
の
範
囲
と
日
本
の
制
度
に
お
け
る
そ
れ
と
の
閃
差
は
そ
れ
は
ど
大
き
く
ほ
な
い
と
の
見
方
も
可
能
で
あ
る
。
 
 

イ
 
合
算
所
得
の
範
囲
が
日
本
の
制
度
に
お
け
る
そ
れ
に
近
づ
い
て
い
る
と
す
る
見
方
の
根
拠
 
 
 

S
 
軽
課
税
国
以
外
の
国
を
含
む
全
世
界
に
所
在
す
る
法
人
へ
の
適
用
（
対
象
所
得
限
定
方
式
）
 
 

米
国
の
制
度
は
、
軽
課
税
国
指
定
制
度
で
は
な
い
。
米
国
の
制
度
に
お
い
て
合
算
対
象
と
な
る
C
F
C
は
、
日
本
の
制
度
に
い
う
 
 
 

軽
税
国
以
外
の
国
に
所
在
す
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。
従
っ
て
、
日
本
の
制
度
で
は
適
用
対
象
と
さ
れ
な
い
C
F
C
も
米
国
の
制
度
で
 
 

は
法
律
上
合
算
課
税
の
対
象
に
な
る
。
そ
の
合
算
課
税
の
対
象
と
な
る
法
人
の
所
得
の
う
ち
合
算
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
内
国
歳
 
 
 

入
法
に
定
め
る
も
の
 
（
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
・
イ
ン
カ
ム
）
 
に
着
目
す
れ
ば
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
米
国
の
制
度
の
合
算
所
得
の
範
囲
 
 

は
広
い
。
 
 
 

M
 
主
要
な
所
得
の
合
算
所
得
へ
の
取
り
込
み
 
 

三
八
七
 
 
 



三
八
八
 
 

米
国
の
制
度
に
い
う
合
算
所
得
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
現
実
に
は
、
C
F
C
の
所
得
の
う
ち
主
な
も
の
の
ほ
 
 

と
ん
ど
す
べ
て
を
合
算
す
べ
き
所
得
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
る
 
（
第
二
章
第
二
節
Ⅳ
参
照
）
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
理
 
 

由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
お
よ
そ
外
国
法
人
の
塚
得
す
る
所
得
は
大
き
く
分
け
る
と
能
動
的
所
得
（
事
業
所
得
）
、
受
動
的
所
得
（
投
資
所
得
）
に
分
 
 

け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
は
こ
れ
ら
二
つ
に
含
め
ら
れ
る
）
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
う
ち
C
F
C
の
合
算
所
得
と
し
 
 

て
課
税
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
能
動
的
所
得
に
つ
い
て
は
、
能
動
的
所
得
の
う
ち
外
国
基
地
会
社
所
得
（
関
連
者
と
の
取
引
 
 

に
係
る
も
の
及
び
C
F
C
所
在
地
国
以
外
の
国
に
係
る
も
の
）
 
で
あ
り
受
動
的
所
得
に
つ
い
て
は
そ
の
は
ぼ
す
べ
て
で
あ
る
 
（
キ
ャ
 
 

ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
に
つ
い
て
は
各
合
算
所
得
に
関
連
す
る
限
り
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
受
動
的
所
得
又
は
能
動
的
所
得
と
さ
れ
て
 
 

（
5
0
）
 
 

い
る
。
）
。
合
算
所
得
と
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
能
動
的
所
得
の
う
ち
非
関
連
者
又
は
C
F
C
所
在
地
国
に
係
る
も
の
で
あ
る
 
 

（
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
う
ち
合
算
所
得
に
係
わ
ら
な
い
も
の
は
合
算
所
得
と
さ
れ
な
い
）
。
従
っ
て
、
合
算
所
得
の
範
囲
は
、
か
 
 

な
り
広
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
 
（
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
設
立
さ
れ
る
C
F
C
が
稼
得
す
る
所
得
 
 

は
、
こ
れ
ら
合
算
所
得
と
さ
れ
て
い
る
種
類
の
も
の
に
実
際
上
は
限
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
こ
と
も
考
慮
す
る
と
な
お
の
こ
 
 

と
首
肯
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
）
。
 
 
 

フ
ル
・
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ソ
 
（
七
〇
％
ル
ー
ル
）
 
の
存
在
 
 
 

外
国
基
地
会
社
所
得
及
び
総
保
険
所
得
の
合
計
額
が
C
F
C
の
総
所
得
の
七
〇
％
起
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
総
所
得
の
全
額
が
 
 

外
国
基
地
会
社
所
得
又
は
保
険
所
待
と
さ
れ
る
 
（
す
な
わ
ち
、
通
常
の
意
味
に
お
け
る
合
算
所
得
に
該
当
し
な
い
も
の
も
合
算
所
得
 
 

に
含
ま
れ
る
）
。
 
 
 



以
上
こ
こ
で
Ⅴ
で
述
べ
た
と
こ
ろ
を
図
で
示
す
と
次
の
と
お
り
と
な
る
。
A
の
部
分
が
米
国
の
制
度
に
い
う
合
算
所
得
の
範
囲
、
B
の
 
 

部
分
が
日
本
の
制
度
に
い
う
合
算
所
得
の
範
囲
で
あ
る
。
な
お
、
米
国
の
制
度
に
い
う
フ
ル
・
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
 
（
七
〇
％
ル
ー
ル
）
 
 

（
前
述
第
二
章
第
二
節
Ⅳ
・
1
・
∽
・
イ
・
M
）
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
米
国
の
制
度
に
い
う
合
算
所
得
の
範
囲
は
左
図
の
A
よ
り
も
 
 

拡
大
す
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
我
が
国
の
軽
課
税
国
指
定
制
度
が
、
将
来
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
左
図
B
の
 
 

範
囲
は
そ
の
分
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

【
図
】
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三
九
〇
 
 

米
国
の
合
算
所
得
の
具
体
的
範
囲
 
 
 

米
国
の
制
度
に
い
う
合
算
所
得
の
各
々
に
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
所
得
の
一
部
が
適
用
除
外
と
な
る
規
定
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
 
 

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
米
国
の
制
度
に
い
う
合
算
所
得
の
範
囲
が
狭
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

前
述
イ
・
何
の
観
点
を
考
慮
に
入
れ
た
比
較
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
米
国
の
制
度
に
い
う
合
算
所
得
の
範
囲
は
基
本
的
に
日
本
の
 
 

制
度
に
い
う
そ
れ
よ
り
も
狭
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
狭
さ
の
程
度
を
具
体
的
に
理
解
す
る
見
地
か
ら
、
米
国
の
制
度
に
い
う
合
算
所
得
 
 

の
各
々
の
範
囲
の
内
容
（
前
述
イ
の
【
図
】
に
い
う
A
の
部
分
の
内
容
）
に
つ
い
て
適
用
除
外
と
な
る
所
得
の
検
討
も
含
め
、
次
に
概
 
 

観
す
る
。
 
 

M
 
保
険
所
得
 
 
 

A
 
通
常
の
保
険
所
得
 
 

次
の
ロ
の
部
分
が
合
算
所
得
と
さ
れ
る
。
但
し
、
こ
の
他
に
∽
デ
・
ミ
ニ
ミ
ス
・
ル
ー
ル
（
五
％
又
ほ
一
〇
〇
万
ド
ル
ル
ー
 
 
 

ル
）
及
び
∽
高
率
課
税
所
得
に
係
る
九
〇
％
超
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
合
算
所
得
に
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
、
フ
ル
・
 
 
 

イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ソ
（
七
〇
％
超
ル
ー
ル
）
が
適
用
さ
れ
る
と
き
は
、
下
記
□
の
部
分
（
合
算
所
得
と
さ
れ
な
い
部
分
）
が
す
べ
 
 

て
合
算
所
得
と
さ
れ
る
（
第
二
章
第
二
節
Ⅳ
・
1
・
仏
参
照
）
。
 
 
 

【
図
－
】
 
通
常
の
保
険
所
得
の
範
囲
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米
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悪
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B
 
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
シ
ュ
ラ
ソ
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
所
得
（
関
連
者
保
険
所
得
）
 
 
 

次
の
国
の
部
分
が
合
算
所
得
と
さ
れ
る
。
（
次
の
【
図
2
】
は
前
掲
【
図
1
】
と
同
じ
も
の
）
。
 
 

【
図
2
】
 
関
連
者
保
険
所
得
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1
 
支
配
・
被
支
配
の
関
係
 
 

開
＝
＝
』
 
 

（
注
）
 
株
式
所
有
要
件
は
、
直
接
・
間
接
に
五
〇
％
超
所
有
で
あ
る
 
（
九
五
入
が
適
用
さ
れ
る
）
。
 
 
 

（
5
1
）
 
右
の
【
図
2
】
に
い
う
関
連
者
と
は
次
の
者
（
下
線
付
き
の
部
分
）
を
い
う
。
 
 

J
l
 
紺
〓
＝
〓
止
 
 

ヽ
人
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ナ
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H
 
外
国
基
地
会
社
所
得
 
 
 

外
国
基
地
会
社
所
得
は
次
の
A
～
E
ま
で
の
五
つ
の
所
得
か
ら
な
る
。
こ
れ
ら
五
つ
の
所
得
の
課
税
範
囲
の
内
容
は
次
に
図
示
す
 
 
 

る
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
所
得
に
対
す
る
①
デ
・
、
・
‥
て
、
、
ス
・
ル
ー
ル
（
五
％
又
は
一
〇
〇
万
ド
ル
ル
ー
ル
）
、
②
高
率
 

課
税
所
得
に
係
る
九
〇
％
ル
ー
ル
（
外
国
基
地
会
社
石
油
関
連
所
得
に
対
し
て
は
適
用
が
な
い
）
、
及
び
③
フ
ル
・
イ
ン
ク
ル
ー
 
 
 

ジ
ョ
ソ
（
七
〇
％
ル
ー
ル
）
の
適
用
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
，
前
述
M
に
述
べ
た
と
こ
ろ
と
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
最
終
的
に
合
算
所
 
 
 

得
と
さ
れ
る
の
は
□
で
示
し
た
部
分
で
あ
る
。
 
 

三
九
三
 
 
 

（
参
考
）
 
日
本
の
制
度
の
適
用
除
外
要
件
の
う
ち
の
非
関
連
者
基
準
に
い
う
関
連
者
と
ほ
次
の
者
（
下
線
付
き
の
部
分
）
を
い
う
。
 
 

（
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掛
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【図】A 外国同族持株会社所得の課税範囲（954（c））  

配   当  
同一国除外   

銀行業者が受ける輸出金融利子  

利   子  

同一国除外  
サブパートF所得を減  

少させるもの   

賃貸料  
老の使用  

使用料  

能動的事業・非関連者から受領  

譲 渡 益  ディーラーとしての必要上ヘッジ取引から生ずるもの等  

年   金  

生産者等としてのヘッジ取引・能動的事業から生ずるもの・988にいう  

商品売買の ゲイン     外貨取引  

外 貨  
取 引   

利子類  
似取引  

（注）1 同一国除外とほ、原則として、当該CFCと同一国の関連者から受領した  
利子又は配当は適用除外となることをいう。  

2 同一国居住者の使用とは、原則として、CFCの居住地国における使用の  
対価として関連者から受ける賃貸料、使用料は適用除外となることをいう。   



前
掲
【
図
】
A
の
う
ち
配
当
、
利
子
及
び
使
用
料
・
賃
貸
料
に
つ
い
て
非
関
連
者
及
び
関
連
者
と
の
取
引
の
観
点
等
か
ら
分
析
し
 
 

た
と
こ
ろ
を
図
示
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

【
図
】
 
外
国
同
族
持
株
会
社
所
得
の
う
ち
、
配
当
、
利
子
及
び
使
用
料
・
賃
貸
料
に
つ
い
て
の
課
税
範
囲
 
 

（
□
の
部
分
が
課
税
さ
れ
る
。
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【
図
】
B
 
外
国
基
地
会
社
販
売
所
得
 
 

野
師
甲
竺
慧
塁
写
）
・
B
戸
r
ノ
け
冠
渥
錬
吋
r
ノ
ア
 
 
 

かi鮮 暫  8  



【
図
】
D
 
外
国
基
地
冶
社
海
運
所
得
（
次
の
口
の
部
分
が
合
算
所
得
と
な
る
。
）
 
 

…
I
 
－
 
寮
監
・
諦
柑
添
亜
8
翫
抽
・
墟
毒
筆
・
謝
蛍
猷
亜
 
－
 
1
 
 
 

【
図
】
C
 
外
国
基
地
会
社
役
務
所
得
（
次
の
□
の
部
分
が
合
算
所
得
と
な
る
。
）
 
 

一
［
〓
〓
〓
］
 
 
 



【
図
】
E
 
外
国
基
地
会
社
石
油
関
連
所
得
（
次
の
口
の
部
分
が
合
算
所
得
と
な
る
。
）
 
 
 

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
所
得
 
 

次
の
□
の
部
分
が
合
算
所
得
と
な
る
。
 
 

【
図
】
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囲
 
未
承
認
国
に
係
る
所
得
（
次
の
図
の
口
の
部
分
が
合
算
所
得
と
さ
れ
る
。
）
 
 
 

【
図
】
 
 

H
 
賄
賂
等
の
額
（
次
の
図
の
口
の
部
分
が
合
算
所
得
と
さ
れ
る
。
）
 
 
 

【
図
】
 
 

捧
認
知
朝
夕
囲
詳
J
汁
寄
苓
亜
 
 
 

冷
戦
如
亜
ノ
粗
野
J
汁
覇
串
亜
 
 



四
〇
〇
 
 

H
一
九
八
六
年
租
税
改
革
法
に
よ
る
課
税
範
囲
の
拡
大
 
 

米
国
で
は
、
二
九
六
二
年
の
本
税
制
導
入
以
来
課
税
所
得
の
範
囲
の
拡
大
が
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
一
九
入
六
年
の
改
正
で
は
次
 
 

（
5
2
）
 
 

の
よ
う
に
大
幅
な
課
税
所
得
の
範
囲
及
び
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
が
行
わ
れ
て
い
る
。
前
述
M
～
回
は
、
一
九
八
六
年
改
正
を
考
慮
に
 
 
 

入
れ
た
後
の
図
解
で
あ
る
。
 
 

1
 
外
国
同
族
持
株
会
社
所
得
（
次
の
所
得
に
も
拡
大
）
 
 

（
5
3
）
 
 
 

∽
 
銀
行
業
、
保
険
業
等
か
ら
生
ず
る
配
当
、
利
子
、
ゲ
イ
ン
 
 
 

∽
 
株
式
、
証
券
、
能
動
的
所
得
を
生
じ
な
い
財
産
の
売
却
益
 
 
 

㈲
 
外
国
通
貨
為
替
益
 
 
 

㈲
 
f
O
W
a
r
d
取
引
に
係
る
所
得
 
 
 

㈲
 
利
子
類
似
取
引
所
得
（
例
‥
コ
ミ
ッ
ト
メ
ソ
ト
・
フ
ィ
ー
）
 
 
 

㈲
 
支
払
者
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
を
減
少
さ
せ
な
い
も
の
 
 

2
 
保
険
所
得
 
 
 

∽
 
第
三
国
（
米
国
及
び
C
F
C
居
住
者
国
以
外
の
国
）
 
の
危
険
に
係
る
所
得
に
も
拡
大
 
 

（
5
4
）
 
 
 

切
 
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
の
課
税
範
囲
拡
大
 
 

イ
 
U
S
 
O
W
n
e
r
S
h
i
p
は
二
五
％
、
米
国
株
主
等
に
係
る
最
低
所
有
割
合
は
な
い
。
 
 

ロ
 
関
連
者
保
険
所
得
の
拡
大
 
 

3
 
外
国
基
地
会
社
海
運
所
得
 
 
 



（
5
5
）
 
 
 

∽
 
海
運
事
業
へ
の
投
資
に
係
る
適
用
除
外
の
廃
止
 
 
 

潮
 
宇
宙
、
海
底
、
南
極
で
接
待
さ
れ
る
所
得
へ
の
拡
大
 
 

4
 
適
用
除
外
範
囲
の
縮
小
 
 

（
5
6
）
 
 
 

デ
・
ミ
ニ
ミ
ス
・
ル
ー
ル
の
改
正
 
（
五
％
又
は
一
〇
〇
万
ド
ル
ル
ー
ル
の
導
入
）
 
 

5
 
損
失
の
控
除
等
に
係
る
制
限
 
 

（
5
7
）
 
 
 

∽
 
過
年
度
損
失
の
繰
越
控
除
を
一
定
の
所
得
項
目
別
控
除
に
制
限
 
 

（
5
7
）
 
 
 

∽
 
関
連
会
社
損
失
の
控
除
の
制
限
 
 
 

イ
 
C
F
C
の
属
す
る
グ
ル
ー
プ
が
買
収
し
た
外
国
法
人
の
損
失
を
買
収
後
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
か
ら
控
除
す
る
こ
と
を
廃
止
 
 

ロ
 
C
F
C
に
合
併
さ
れ
た
外
国
法
人
の
損
失
を
合
併
後
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
か
ら
控
除
す
る
こ
と
を
廃
止
 
 

Ⅵ
 
課
税
所
得
の
計
算
 
 

課
税
所
得
に
関
す
る
両
制
度
の
相
違
点
は
種
々
あ
る
が
、
以
下
で
は
、
実
質
的
に
同
様
で
あ
る
よ
う
な
テ
ク
ニ
カ
ル
な
相
違
を
除
い
た
 
 

も
の
の
う
ち
主
な
も
の
を
述
べ
る
。
 
 

1
 
 課
税
所
得
の
計
算
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
は
米
国
税
法
に
従
っ
て
計
算
さ
れ
る
。
日
本
の
制
度
で
は
、
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
は
 
 

現
地
税
法
又
は
日
本
の
税
法
に
従
っ
て
計
算
さ
れ
る
。
 
 
 

な
お
、
法
人
所
得
税
は
両
制
度
と
も
に
控
除
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 

四
〇
一
 
 
 



四
〇
二
 
 
 

2
 
同
一
年
度
の
所
得
間
の
損
益
通
算
 
 
 

両
国
の
制
度
と
も
こ
の
意
味
で
の
損
益
通
算
は
認
め
ら
れ
る
。
 
 

3
 
過
年
度
の
損
失
の
繰
越
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
限
定
的
（
所
得
の
種
瑛
別
）
 
に
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
将
来
の
繰
越
の
期
間
に
制
限
は
な
い
。
日
本
の
制
度
で
 
 

は
、
繰
越
期
間
は
五
年
で
あ
る
。
 
 

4
 
C
F
C
損
失
の
そ
の
国
内
株
主
の
所
得
か
ら
の
控
除
 
 

（
5
8
）
 
 
 

両
制
度
と
も
こ
の
控
除
は
認
め
ら
れ
な
い
 

5
 
関
連
会
社
損
失
の
控
除
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
同
一
の
チ
ュ
ー
ン
に
属
す
る
他
の
通
称
グ
ル
ー
プ
会
社
の
損
失
に
つ
い
て
限
定
的
（
所
得
の
種
類
別
）
に
認
め
ら
れ
 
 

る
。
日
本
に
は
こ
の
制
度
は
な
い
。
 
 

6
 
支
払
配
当
の
控
除
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
原
則
と
し
て
支
払
配
当
を
控
除
す
る
制
度
は
な
い
。
但
し
、
米
国
株
主
等
の
当
該
株
式
に
閲
し
他
の
株
主
に
対
し
 
 

て
支
払
わ
れ
た
配
当
の
控
除
が
行
わ
れ
る
。
 
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
原
則
と
し
て
支
払
配
当
は
控
除
さ
れ
る
。
但
し
、
他
の
特
定
外
国
子
会
社
等
及
び
配
当
軽
課
の
外
国
関
係
会
社
に
 
 

支
払
わ
れ
た
場
合
に
は
配
当
の
全
額
が
控
除
さ
れ
な
い
。
 
 

7
 
合
算
基
準
日
 
 
 

合
算
対
象
所
得
に
乗
ず
る
直
接
・
間
接
の
株
式
所
得
割
合
は
、
米
国
の
制
度
で
は
、
当
該
外
国
法
人
が
C
F
C
に
該
当
し
て
い
た
期
間
 
 
 



の
末
日
現
在
の
も
の
、
日
本
の
制
度
で
は
、
当
該
C
F
C
の
事
業
年
度
末
日
現
在
の
も
の
と
さ
れ
る
。
 
 
 

従
っ
て
、
C
F
C
の
株
式
を
所
有
し
て
い
る
国
内
の
株
主
が
当
該
C
F
C
の
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
他
の
第
三
者
に
売
却
し
た
場
 
 

合
、
米
国
の
制
度
で
は
当
該
国
内
株
主
に
対
し
て
 
（
所
有
期
間
に
応
じ
た
所
得
に
つ
い
て
）
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
に
よ
る
課
税
が
行
わ
れ
、
日
 
 

本
の
制
度
で
は
日
本
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
（
措
法
六
六
の
六
）
 
に
よ
る
課
税
は
行
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
点
に
相
 
 

違
が
出
て
く
る
。
 
 

Ⅶ
 
適
用
除
外
 
 

日
本
の
制
度
に
い
う
適
用
除
外
と
は
、
実
体
基
準
、
管
理
支
配
基
準
等
外
国
法
人
の
経
済
合
理
性
の
テ
ス
ト
す
な
わ
ち
対
象
法
人
限
定
 
 

方
式
の
適
用
の
前
提
と
な
る
基
準
を
い
う
。
こ
の
意
味
で
の
適
用
除
外
基
準
は
米
国
の
制
度
に
は
な
い
。
し
か
し
、
米
国
の
制
度
は
対
象
 
 

法
人
限
定
方
式
（
第
四
章
第
一
節
Ⅰ
参
照
）
で
は
な
く
対
象
所
得
限
定
方
式
（
又
は
対
象
取
引
限
定
方
式
）
（
第
四
章
第
一
節
Ⅰ
参
照
）
を
 
 

採
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
合
算
所
得
の
範
囲
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
基
準
（
又
は
課
税
所
得
か
ら
除
外
さ
れ
る
所
得
を
 
 

判
定
す
る
た
め
の
基
準
）
が
あ
る
 
（
前
述
Ⅴ
・
2
・
吻
・
ロ
参
照
）
。
 
 

Ⅶ
 
二
重
課
税
の
排
除
 
 
 

1
 
課
税
済
合
算
所
得
の
分
配
に
係
る
二
重
課
税
の
排
除
 
 

山
 
形
式
的
比
較
 
 
 

こ
れ
は
、
C
F
C
の
所
得
を
合
算
し
た
後
で
、
C
F
C
が
配
当
を
行
っ
た
場
合
、
合
算
時
に
課
税
（
及
び
二
重
課
税
の
排
除
）
を
既
に
 
 

四
〇
三
 
 
 



四
〇
四
 
 
 

行
っ
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
上
、
ど
の
よ
う
に
二
重
課
税
の
排
除
を
行
う
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
 
 
 

法
律
上
の
形
式
を
比
較
す
る
と
、
両
制
度
は
、
特
に
後
述
イ
の
場
合
、
一
方
（
米
国
）
が
受
取
配
当
を
益
金
に
不
算
入
と
し
、
他
方
 
 

（
日
本
）
が
受
取
配
当
を
損
金
に
算
入
す
る
と
い
う
形
式
を
採
る
点
で
そ
の
法
律
形
式
を
異
に
す
る
。
 
 

イ
 
国
内
株
主
に
直
接
配
当
さ
れ
た
場
合
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
当
該
配
当
が
米
国
株
主
等
の
総
所
得
に
算
入
さ
れ
な
い
（
九
五
九
い
）
こ
と
に
よ
り
二
重
課
税
が
排
除
さ
れ
る
。
 
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
当
該
配
当
は
内
国
法
人
の
益
金
に
算
入
さ
れ
る
（
法
法
二
二
②
）
。
し
か
し
、
当
該
内
国
法
人
に
係
る
特
定
外
国
 
 
 

子
会
社
等
の
課
税
済
留
保
金
額
が
、
課
税
済
配
当
等
の
額
を
限
度
と
し
て
当
該
内
国
法
人
の
損
金
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
二
重
課
 
 
 

税
が
排
除
さ
れ
る
（
後
述
2
・
拗
・
イ
・
何
参
照
）
。
 
 

ロ
 
他
の
C
F
C
に
配
当
さ
れ
た
場
合
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
当
該
配
当
が
米
国
株
主
等
に
対
す
る
当
該
他
の
C
F
C
に
係
る
サ
ブ
パ
ー
ト
F
の
適
用
上
総
所
得
に
算
入
さ
れ
 
 
 

な
い
 
（
九
五
九
回
）
こ
と
に
よ
り
二
重
課
税
が
排
除
さ
れ
る
。
 
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
内
国
法
人
に
対
す
る
当
該
他
の
特
定
外
国
子
会
社
等
に
係
る
措
法
六
六
の
六
の
適
用
上
、
当
該
配
当
が
当
該
配
 
 
 

当
を
受
領
し
た
当
該
他
の
特
定
外
国
子
会
社
等
の
未
処
分
所
得
の
金
額
の
計
算
上
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
二
重
課
税
が
排
除
さ
れ
 
 
 

る
。
 
 

∽
 
実
質
的
比
較
 
 
 

両
制
度
と
も
配
当
に
相
当
す
る
金
額
を
益
金
と
し
な
い
制
度
を
採
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
規
定
の
も
つ
経
済
的
効
果
は
実
質
的
に
 
 

同
様
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 



㈱
 
両
制
度
の
政
策
の
相
違
の
分
析
 
 
 

両
制
度
に
お
い
て
、
一
方
が
受
取
配
当
を
益
金
不
算
入
と
し
他
方
が
益
金
算
入
と
す
る
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
点
に
あ
る
の
で
は
な
か
 
 

ろ
う
か
。
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
課
税
繰
延
べ
の
防
止
に
そ
の
目
的
の
重
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
合
算
時
に
課
税
を
行
う
こ
と
に
よ
り
課
税
の
目
的
 
 

が
達
成
さ
れ
課
税
関
係
は
一
切
終
了
し
た
も
の
と
み
る
の
で
、
後
に
配
当
が
あ
っ
て
も
そ
れ
に
「
切
影
響
を
及
ぼ
す
必
要
は
な
い
も
の
と
 
 

考
え
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
租
税
回
避
防
止
に
そ
の
目
的
の
重
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
合
算
時
に
課
税
を
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
、
ま
ず
、
 
 

租
税
回
避
の
治
癒
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
後
に
配
当
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
ま
た
別
個
の
受
領
 
 

法
人
で
あ
る
内
国
法
人
の
益
金
に
算
入
し
、
同
時
に
後
述
2
∞
の
所
要
の
調
整
を
行
う
と
い
う
仕
観
み
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
と
 
 

み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

2
 
外
国
税
額
控
除
 
 

∽
 
合
算
時
に
お
け
る
外
国
税
額
控
除
 
 
 

こ
れ
は
、
C
F
C
の
所
得
が
国
内
株
主
に
合
算
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
当
該
合
算
所
得
に
対
し
て
 
（
当
該
C
F
C
が
）
課
さ
れ
た
外
 
 

国
所
得
税
を
二
重
課
税
排
除
の
．
観
点
か
ら
ど
う
取
り
扱
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
 
 

イ
 
形
式
的
比
較
 
 
 

日
 
米
国
の
制
度
に
お
け
る
法
的
仕
組
み
は
、
二
言
で
い
え
ば
、
内
国
歳
入
法
上
の
間
接
外
国
税
額
控
除
の
規
定
（
九
〇
二
）
 
に
乗
せ
 
 

て
二
重
課
税
を
排
除
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
合
算
所
得
を
C
F
C
か
ら
の
配
当
と
み
な
し
、
C
F
C
が
支
払
っ
た
 
 

四
〇
五
 
 
 



四
〇
六
 
 

外
国
所
得
税
を
米
国
株
主
等
が
支
払
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
内
国
歳
入
法
第
九
〇
二
条
（
間
接
外
国
税
額
控
除
の
規
定
）
が
適
用
さ
 
 
 

れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
外
国
税
額
控
除
に
お
い
て
は
、
曾
孫
会
社
に
該
当
す
る
C
F
C
が
支
払
っ
た
外
国
所
得
税
ま
で
が
対
象
と
 
 
 

さ
れ
る
。
 
 
 

な
お
、
個
人
で
あ
る
米
国
株
主
等
に
つ
い
て
は
、
法
人
と
し
て
の
課
税
（
九
六
二
）
を
選
択
し
た
者
に
つ
い
て
外
国
税
額
控
除
の
 
 
 

適
用
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 

何
 
日
本
の
制
度
に
お
け
る
法
的
仕
観
み
は
、
法
人
税
法
上
の
（
間
接
外
国
税
額
控
除
の
規
定
で
は
な
く
）
直
接
外
国
税
額
控
除
の
規
 
 
 

定
（
法
法
六
九
①
～
③
、
⑤
～
⑨
）
に
乗
せ
て
二
重
課
税
を
排
除
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
内
国
法
人
に
係
る
 
 
 

特
定
外
国
子
会
社
等
が
支
払
っ
た
外
国
法
人
税
を
当
該
内
国
法
人
の
控
除
対
象
外
国
法
人
税
の
額
と
み
な
し
て
法
人
税
法
六
九
条
の
 
 
 

関
連
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
外
国
税
額
控
除
に
お
い
て
は
、
合
算
課
税
さ
れ
た
特
定
外
国
子
会
社
等
の
す
べ
て
が
対
象
と
な
 
 
 

る
。
 
 
 

実
質
的
比
較
 
 
 

法
律
上
の
仕
組
み
ほ
異
な
る
が
、
両
制
度
と
も
外
国
税
額
控
除
を
認
め
て
い
る
と
い
う
意
味
で
そ
の
効
果
に
基
本
的
な
相
違
は
な
 
 

い
。
従
っ
て
、
実
質
的
に
は
、
基
本
的
に
同
様
の
取
扱
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
米
国
の
制
度
で
は
曾
孫
ま
で
、
日
本
の
制
 
 

度
で
は
理
論
的
に
は
無
限
に
C
F
C
を
対
象
と
す
る
点
が
異
な
る
。
日
本
の
制
度
に
お
け
る
外
国
税
額
控
除
は
そ
の
意
味
で
は
徹
底
し
 
 

た
も
の
と
い
え
る
。
 
 
 

両
制
度
の
相
違
の
分
析
 
 
 

両
制
度
は
、
米
国
の
場
合
は
、
既
存
の
間
接
外
国
税
額
控
除
制
度
を
適
用
し
、
日
本
の
場
合
は
、
既
存
の
直
接
外
国
税
額
控
除
制
度
 
 
 



を
適
用
す
る
点
に
法
律
形
式
上
の
相
違
が
あ
る
。
 
 
 

両
者
の
相
違
す
る
ま
ず
第
一
の
理
由
（
こ
れ
は
二
重
課
税
の
実
質
的
排
除
の
確
保
を
図
る
点
か
ら
も
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
）
 
 
 

は
、
両
国
税
法
の
一
般
的
制
度
に
お
け
る
間
接
外
国
税
額
控
除
の
相
違
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
ほ
、
一
般
の
 
 
 

間
接
外
国
税
額
控
除
に
お
け
る
対
象
外
国
子
会
社
等
の
範
囲
が
、
米
国
の
制
度
で
は
曾
孫
会
社
（
t
h
i
r
d
 
t
i
e
r
）
ま
で
認
め
る
も
の
と
 
 
 

な
っ
て
い
る
が
日
本
の
制
度
で
は
外
国
子
会
社
（
f
i
r
s
t
t
i
e
r
）
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
日
本
の
場
合
、
C
F
C
と
 
 
 

し
て
合
算
さ
れ
る
外
国
法
人
が
外
国
子
会
社
の
み
で
な
く
無
限
に
広
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本
の
間
接
外
国
税
額
控
除
 
 
 

制
度
に
そ
の
ま
ま
乗
せ
る
こ
と
は
、
二
重
課
税
の
排
除
を
適
正
に
行
う
観
点
か
ら
は
採
用
し
得
な
い
。
そ
の
解
決
策
と
し
て
は
、
新
た
 
 
 

な
間
接
外
国
税
額
控
除
制
度
を
採
用
す
る
か
、
又
は
、
現
行
日
本
の
制
度
の
よ
う
に
内
国
法
人
が
納
付
し
た
も
の
と
の
み
な
し
規
定
を
 
 
 

置
い
た
上
で
直
接
外
国
税
額
控
除
制
度
に
乗
せ
る
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
選
択
肢
が
あ
る
中
で
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
日
本
の
制
度
で
は
、
直
接
外
国
税
額
控
除
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
 
 
 

（
こ
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
は
、
同
時
に
両
者
の
相
違
す
る
理
由
の
第
二
点
目
の
理
由
と
も
な
ろ
う
。
）
。
す
な
わ
ち
、
米
国
の
制
度
は
 
 
 

基
本
的
に
み
な
し
配
当
理
論
に
よ
る
（
前
述
Ⅰ
・
1
・
∽
・
ロ
・
M
参
照
）
こ
と
か
ら
、
理
論
的
帰
結
と
し
て
国
内
法
上
の
間
接
外
国
 
 
 

税
額
控
除
に
乗
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
日
本
の
制
度
は
直
接
所
得
稼
得
理
論
又
は
所
得
の
帰
属
関
係
是
正
説
に
よ
る
も
の
 
 
 

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
理
論
的
帰
結
と
し
て
は
直
接
外
国
税
額
控
除
に
よ
る
こ
と
と
な
る
（
従
っ
て
、
立
法
技
術
的
 
 
 

に
は
い
っ
た
ん
内
国
法
人
が
納
付
し
た
も
の
と
み
な
す
と
い
う
段
階
を
経
る
。
）
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

∽
 
配
当
時
に
お
け
る
外
国
税
額
控
除
 
 
 

こ
れ
は
、
合
算
課
税
さ
れ
た
所
得
が
そ
の
C
F
C
か
ら
納
税
義
務
者
た
る
国
内
の
株
主
に
分
配
さ
れ
た
場
合
に
、
当
該
C
F
C
が
納
付
 
 

四
〇
七
 
 
 



四
〇
八
 
 
 

し
た
外
国
所
得
税
に
つ
い
て
の
当
該
国
内
株
主
に
対
す
る
外
国
税
額
控
除
の
取
扱
い
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
 
 

イ
 
形
式
的
比
較
 
 
 

日
 
米
国
の
制
度
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
米
国
株
主
等
は
外
国
税
額
控
除
を
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
合
算
時
に
す
べ
て
課
税
関
係
を
終
了
さ
せ
て
 
 
 

お
り
（
前
述
1
・
 

の
中
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
合
算
時
に
米
国
株
主
等
が
支
払
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
外
 
 
 

国
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
間
接
外
国
税
額
控
除
の
適
用
に
当
た
っ
て
の
み
配
当
と
し
認
識
さ
れ
米
国
株
主
等
の
総
所
得
に
算
入
さ
れ
 
 

る
。
 
 
 

何
 
日
本
の
制
度
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
（
受
領
配
当
に
つ
い
て
、
株
主
た
る
内
国
法
人
の
益
金
に
算
入
さ
れ
る
と
と
も
に
）
法
人
税
法
本
則
（
法
法
六
 
 
 

九
④
）
 
の
間
接
外
国
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
よ
る
合
算
時
及
び
配
当
受
取
時
の
二
重
課
税
の
排
除
を
行
う
 
 
 

観
点
か
ら
、
当
該
内
国
法
人
に
係
る
特
定
外
国
子
会
社
等
の
課
税
済
留
保
金
額
が
課
税
済
配
当
等
の
額
を
限
度
と
し
て
当
該
内
国
法
 
 
 

人
の
損
金
に
算
入
さ
れ
、
同
時
に
、
合
算
時
に
外
国
税
額
控
除
さ
れ
た
金
額
に
つ
い
て
外
国
法
人
税
の
減
額
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
 
 

し
て
所
要
の
調
整
が
行
わ
れ
る
。
 
 

ロ
 
実
質
的
比
較
 
 
 

こ
こ
で
、
議
論
し
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
配
当
の
受
取
段
階
に
お
い
て
二
重
課
税
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
又
は
 
 
 

二
重
課
税
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
排
除
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
 
 
 



米
国
の
制
度
で
は
益
金
不
算
入
に
よ
り
二
重
課
税
が
発
生
し
な
い
し
、
日
本
の
制
度
の
場
合
に
ほ
益
金
算
入
に
よ
る
t
壷
課
税
が
外
 
 
 

国
税
額
控
除
及
び
合
算
所
得
の
損
金
算
入
と
い
っ
た
取
扱
い
に
よ
り
排
除
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
実
質
上
、
両
制
度
に
基
本
的
な
相
 
 
 

違
は
な
い
。
 
 

㈲
 
控
除
限
度
額
の
計
算
 
 

（
5
9
）
 
 
 

外
国
税
額
控
除
の
控
除
限
度
額
の
計
算
は
、
基
本
的
に
、
外
国
所
得
税
額
に
国
外
所
得
（
米
国
の
よ
う
に
分
離
限
度
額
方
式
を
採
用
す
 
 
 

る
場
合
に
は
、
国
外
所
得
の
う
ち
各
々
の
所
得
グ
ル
ー
プ
別
の
金
額
）
の
全
世
界
所
得
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
さ
れ
る
。
従
っ
 
 
 

て
、
あ
る
所
得
が
国
外
所
得
と
国
内
所
得
の
い
ず
れ
に
分
類
さ
れ
る
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
分
類
に
関
し
て
両
国
の
 
 
 

制
度
の
違
い
を
み
て
み
る
。
 
 

イ
 
比
較
の
概
要
 
 
 

川
 
合
算
時
の
取
扱
い
 
 

A
 
合
算
所
得
に
つ
い
て
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
C
F
C
の
合
算
所
得
の
う
ち
米
国
内
源
泉
所
得
か
ら
構
成
さ
れ
も
の
は
国
内
所
得
、
そ
れ
以
外
は
国
外
所
 
 

（
6
0
）
 
 
 

待
と
さ
れ
る
（
九
〇
四
伺
m
因
‖
、
∽
）
。
な
お
、
分
離
限
度
額
方
式
が
適
用
さ
れ
る
（
九
〇
四
囲
㈱
回
）
。
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
国
外
所
得
と
さ
れ
る
（
措
令
三
九
の
一
七
⑦
）
。
但
し
、
非
課
税
の
国
外
所
得
ほ
そ
の
二
分
の
一
相
当
額
は
 
 

国
内
所
得
と
さ
れ
る
。
 
 

B
 
合
算
所
得
に
係
る
C
F
C
の
納
付
外
国
所
得
税
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
益
金
（
配
当
）
と
し
て
認
識
さ
れ
る
（
七
入
）
。
配
当
の
う
ち
米
国
内
源
泉
所
得
に
相
当
す
る
部
分
の
額
が
 
 

四
〇
九
 
 
 



四
一
〇
 
 

国
内
所
得
、
そ
れ
以
外
は
国
外
所
得
と
さ
れ
る
（
九
〇
四
い
印
）
。
な
お
、
分
離
限
度
額
方
式
が
適
用
さ
れ
る
 
（
九
〇
四
囲
㈲
因
 
 

㈲
）
。
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
益
金
と
し
て
認
識
さ
れ
（
措
法
六
六
の
七
∽
）
、
国
外
所
得
と
さ
れ
る
 
（
措
令
三
九
の
一
七
⑧
）
。
 
 

H
 
配
当
時
の
取
扱
い
 
 
 

A
 
配
当
に
つ
い
て
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
原
則
と
し
て
益
金
不
算
入
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
配
当
時
の
取
扱
い
は
原
則
と
し
て
問
題
と
な
ら
な
い
。
 
 
 

例
外
的
に
、
控
除
限
度
額
の
計
算
上
受
取
配
当
と
し
て
の
認
識
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
後
述
M
・
B
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
 
 

る
。
 
 

日
本
の
制
度
で
は
、
配
当
は
国
外
所
得
と
さ
れ
る
。
但
し
、
非
課
税
の
配
当
は
そ
の
二
分
の
一
相
当
額
が
国
内
所
得
と
さ
れ
 
 

る
。
 
 
 

B
 
課
税
済
留
保
金
額
に
つ
い
て
 
（
日
本
の
場
合
）
 
 
 

因
 
課
税
済
留
保
金
額
は
、
一
定
額
を
限
度
と
し
て
国
外
所
得
に
係
る
損
金
と
し
て
配
分
さ
れ
る
。
但
し
、
合
算
所
得
が
非
課
税
 
 

の
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
ほ
、
そ
の
二
分
の
一
相
当
額
が
国
内
所
得
に
係
る
損
金
と
し
て
配
分
さ
れ
る
 
（
措
令
三
九
の
一
七
 
 

⑬
）
。
 
 
 

㈱
 
内
国
法
人
が
納
付
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
外
国
法
人
税
の
減
額
に
閲
し
、
合
算
時
に
内
国
法
人
が
納
付
し
た
も
の
と
み
な
 
 

さ
れ
た
外
国
法
人
税
の
う
ち
課
税
済
留
保
金
額
の
損
金
算
入
に
当
た
り
減
額
き
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
額
は
、
国
外
所
得
に
 
 

係
る
損
金
と
し
て
配
分
さ
れ
る
 
（
措
令
三
九
の
一
七
⑬
）
。
 
 
 



控
除
限
度
額
計
算
上
の
国
内
所
得
・
国
外
所
得
の
区
分
に
関
し
て
、
前
述
M
及
び
回
転
述
べ
た
ほ
か
に
、
米
国
の
制
度
に
は
、
次
 
 
 

の
よ
う
な
特
有
の
取
扱
い
が
あ
る
。
 
 

C
F
C
が
次
の
も
の
に
対
し
て
支
払
う
利
子
で
、
当
該
C
F
C
の
所
得
の
う
ち
米
国
内
源
泉
所
得
に
対
し
て
合
理
的
に
配
分
さ
れ
 
 
 

る
べ
き
も
の
に
相
当
す
る
金
額
ほ
、
米
国
内
源
泉
所
得
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
 
（
九
〇
四
は
刷
）
。
 
 
 

A
 
そ
の
C
F
C
に
係
る
米
国
株
主
等
（
九
五
一
回
に
定
め
る
者
を
い
う
。
）
 
 
 

B
 
A
に
い
う
米
国
株
主
等
の
関
連
者
（
二
六
七
何
に
定
め
る
者
を
い
う
。
）
 
 
 

両
制
度
の
相
違
の
分
析
 
 

M
 
両
制
度
の
考
え
方
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
C
F
C
の
合
算
所
得
の
う
ち
米
国
内
源
泉
所
得
相
当
額
を
国
内
所
得
と
し
、
分
離
限
度
額
方
式
に
服
さ
せ
 
 
 

る
。
日
本
の
制
度
で
ほ
、
合
算
所
得
を
原
則
的
に
国
外
所
得
と
し
非
課
税
国
外
所
得
の
t
一
分
の
一
相
当
額
を
国
内
所
得
と
す
る
。
以
 
 
 

上
の
両
制
度
の
考
え
方
は
次
の
よ
う
に
異
な
る
。
 
 
 

A
 
米
国
の
制
度
 
 

米
国
の
制
度
は
、
t
般
的
に
、
米
国
内
所
得
に
対
す
る
米
国
の
租
税
が
外
国
の
租
税
に
よ
り
浸
食
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
 
 

（
飢
）
 
 
 

議
会
の
強
固
な
ポ
リ
シ
ー
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
C
F
C
の
接
待
し
た
米
国
内
源
泉
所
得
が
形
式
的
に
は
外
国
法
人
た
 
 

る
C
F
C
の
所
得
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
の
規
定
の
趣
旨
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
控
除
限
度
額
計
算
上
も
 
 

国
内
所
得
し
て
扱
う
と
い
う
考
え
方
は
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
を
具
体
的
に
述
べ
る
と
次
の
と
お
り
と
な
る
。
米
国
 
 

四
t
一
 
 
 

そ
の
他
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 
 



四
t
二
 
 
 

の
納
税
者
の
中
に
は
C
F
C
を
通
じ
て
米
国
内
源
泉
所
得
を
国
外
所
得
に
変
更
す
る
例
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
そ
 
 

の
ま
ま
国
外
所
得
と
し
て
扱
う
場
合
に
は
、
米
国
内
所
得
に
対
す
る
米
国
の
租
税
が
浸
食
さ
れ
る
と
と
も
に
、
国
外
所
得
の
控
除
 
 

限
度
額
が
不
当
に
増
加
し
、
控
除
す
べ
き
で
な
い
外
国
税
額
が
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
二
重
に
米
国
の
租
税
が
浸
食
さ
れ
る
 
 

（
6
2
）
 
 

か
ら
で
あ
る
。
以
上
が
C
F
C
の
合
算
所
得
の
う
ち
米
国
内
源
泉
相
当
額
を
国
内
所
得
と
す
る
制
度
の
背
景
に
あ
る
考
え
方
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

次
に
、
分
離
限
度
額
方
式
に
服
さ
せ
る
点
に
つ
い
て
ほ
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
背
景
に
存
在
す
る
。
ま
ず
、
一
括
限
度
額
方
 
 

式
の
下
で
は
、
外
国
税
率
の
平
均
化
（
a
c
r
O
S
S
C
r
e
d
i
t
i
n
g
O
f
t
a
発
S
又
は
a
諾
r
a
g
i
n
g
）
が
納
税
者
に
よ
り
行
わ
れ
易
い
。
外
国
 
 

税
率
の
平
均
化
と
は
、
高
税
率
の
国
外
所
得
と
低
税
率
の
国
外
所
得
を
同
時
に
稼
得
す
る
こ
と
に
よ
る
税
率
の
平
均
化
を
い
う
。
 
 

こ
れ
は
、
典
型
的
な
例
で
い
う
な
ら
ば
、
控
除
限
度
超
過
額
（
e
宍
e
S
S
f
O
r
e
i
g
n
t
a
舛
C
r
e
d
i
t
s
）
を
有
す
る
米
国
の
納
税
者
が
、
新
 
 

た
な
追
加
的
投
資
を
行
う
に
当
た
っ
て
米
国
内
へ
投
資
を
行
う
の
で
な
く
米
国
よ
り
も
低
税
率
の
外
国
へ
投
資
を
行
い
、
控
除
余
 
 

裕
枠
（
e
宍
e
S
S
C
r
e
d
i
t
s
）
の
創
出
及
び
こ
れ
の
限
度
超
過
額
へ
の
利
用
を
通
じ
て
結
果
的
に
当
該
国
外
投
資
か
ら
生
ず
る
所
得
に
 
 

対
す
る
米
国
の
租
税
の
減
少
を
生
じ
さ
せ
る
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
税
率
の
平
均
化
が
許
容
範
囲
（
ど
こ
 
 

（
6
3
）
 
 

ま
で
が
許
容
範
囲
で
あ
る
か
の
問
題
は
別
に
し
て
）
を
超
え
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
資
本
の
内
外
投
資
に
中
立
的
で
な
く
な
る
。
ま
 
 

た
、
税
率
の
平
均
化
を
許
す
よ
う
な
制
度
ほ
、
外
国
に
そ
の
国
の
税
率
を
引
下
げ
さ
せ
る
た
め
の
圧
力
自
体
を
弱
め
る
と
い
っ
た
 
 

意
図
し
な
い
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
税
率
の
平
均
化
が
行
わ
れ
る
前
提
に
は
、
低
税
率
負
担
の
国
外
所
得
と
高
税
率
負
担
の
国
外
所
得
の
存
在
が
あ
 
 

る
。
こ
の
存
在
を
前
提
に
、
①
低
税
率
の
国
外
所
得
に
対
す
る
米
国
の
租
税
の
確
保
、
と
同
時
に
、
②
低
税
率
の
国
外
所
得
以
外
 
 
 



の
国
外
所
得
に
対
す
る
二
重
課
税
の
適
正
な
排
除
、
を
も
達
成
す
る
こ
と
を
目
的
に
行
わ
れ
た
の
が
t
九
八
六
年
租
税
改
革
法
の
 
 
 

下
に
お
け
る
分
離
限
度
額
方
式
の
改
正
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
改
正
の
審
議
の
過
程
で
大
統
領
実
に
お
い
て
国
別
限
度
額
方
式
に
 
 
 

改
め
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
た
が
議
会
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
こ
の
経
緯
か
ら
は
米
国
政
府
 
 
 

も
一
括
限
度
額
方
式
の
難
点
を
克
服
す
べ
き
こ
と
及
び
望
ま
し
い
方
式
は
所
得
の
細
分
化
（
又
は
国
別
限
度
額
方
式
の
採
用
）
 
で
 
 
 

あ
る
と
考
え
て
い
た
点
日
本
の
改
正
の
考
え
方
の
方
向
と
一
致
す
る
。
結
果
的
に
、
一
括
限
度
額
方
式
は
議
会
に
よ
り
維
持
さ
れ
 
 
 

た
が
、
そ
の
改
正
内
容
は
、
一
括
限
度
額
方
式
の
枠
内
な
が
ら
も
分
離
限
度
額
方
式
の
内
容
を
拡
充
・
強
化
し
、
外
国
税
率
の
平
 
 
 

均
化
に
正
面
か
ら
取
り
覿
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
米
国
の
現
行
制
度
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
 
 
 

か
。
 
 

B
 
日
本
の
制
度
 
 
 

外
国
税
額
控
除
の
限
度
額
に
つ
い
て
は
一
括
限
度
額
方
式
を
採
用
す
る
。
 
 
 

し
か
し
、
一
括
限
度
額
方
式
の
下
で
ほ
外
国
税
率
の
平
均
化
す
な
わ
ち
「
我
が
国
の
実
効
税
率
を
超
え
る
高
率
で
課
さ
れ
た
外
 
 
 

国
税
に
つ
い
て
ま
で
我
が
国
で
は
控
除
さ
れ
う
る
た
め
、
…
…
中
略
…
…
企
業
が
控
除
枠
の
創
出
を
目
的
と
し
た
投
資
行
動
を
と
 
 

（
6
4
）
 
 
 

る
誘
因
と
な
る
」
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
改
正
で
現
行
の
外
国
税
額
控
除
制
度
に
そ
の
内
容
が
 
 
 

改
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
外
国
税
額
控
除
制
度
に
つ
い
て
は
、
日
米
両
国
と
も
程
度
の
差
は
あ
る
と
し
て
も
、
直
面
す
る
問
 
 
 

題
の
内
容
に
お
い
て
も
政
府
等
に
よ
る
そ
の
意
識
が
存
在
し
て
い
た
点
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
採
ら
れ
 
 
 

た
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
考
え
方
は
互
い
に
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
は
前
述
A
に
述
べ
た
対
応
を
行
っ
た
に
対
し
、
日
本
は
、
 
 

（
6
5
）
 
 
 

「
控
除
限
度
額
の
管
理
の
簡
便
さ
と
い
う
現
行
制
度
（
筆
者
荘
‥
昭
和
六
十
二
年
度
以
前
の
外
国
税
額
控
除
制
度
）
 
の
利
点
に
配
 
 

四
一
三
 
 
 



四
一
四
 
 

（
6
6
）
 
 
 

慮
し
っ
つ
…
…
」
日
本
の
外
国
税
額
控
除
制
度
の
問
題
を
で
き
る
限
り
除
去
す
る
た
め
の
方
策
が
講
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
具
 
 
 

体
的
に
は
、
控
除
限
度
額
の
計
算
上
次
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
。
ま
ず
、
外
国
で
非
課
税
と
さ
れ
た
国
外
所
得
は
日
本
で
課
 
 
 

税
す
る
こ
と
と
し
て
も
二
重
課
税
は
発
生
し
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
国
外
所
得
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
さ
 
 

（
6
7
）
 
 
 

れ
た
。
但
し
、
軽
課
税
の
国
外
所
得
と
の
権
衡
上
、
非
課
税
国
外
所
得
の
二
分
の
一
相
当
額
を
国
外
所
得
か
ら
除
外
す
る
改
正
が
 
 

（
根
）
 
 
行
わ
れ
た
。
次
に
、
国
外
所
得
割
合
が
著
し
く
高
い
法
人
に
閲
し
、
本
社
機
能
の
貢
献
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
具
体
的
に
は
、
 
 

（
6
9
）
 
 
 

全
所
得
の
最
低
一
〇
％
を
国
外
所
得
と
す
る
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
税
率
の
平
均
化
（
日
本
の
い
わ
ゆ
る
控
除
限
 
 
 

度
額
の
被
此
流
用
の
問
題
）
に
対
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
高
率
外
国
税
額
の
外
国
税
額
控
除
の
対
象
か
ら
の
除
外
、
間
接
外
 
 
 

国
税
額
控
除
の
制
限
、
控
除
余
裕
額
及
び
控
除
限
度
超
過
額
の
繰
越
期
間
の
短
縮
（
五
年
か
ら
三
年
へ
）
と
い
っ
た
改
正
が
行
わ
 
 
 

れ
て
い
る
。
以
上
の
日
本
の
改
正
内
容
は
、
控
除
限
度
額
に
つ
い
て
正
面
か
ら
改
正
を
行
っ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
国
内
・
国
 
 

（
7
0
）
 
 
 

外
所
得
の
区
分
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
従
来
の
考
え
方
を
踏
襲
し
、
外
国
税
額
そ
の
も
の
に
つ
い
て
日
本
の
実
効
税
率
超
の
部
分
 
 
 

を
二
重
課
税
が
生
じ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
控
除
対
象
外
と
す
る
こ
と
に
よ
り
対
処
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
、
執
行
の
簡
便
 
 
 

性
に
も
大
き
な
配
慮
を
し
た
立
法
と
の
評
価
が
で
き
る
。
 
 
 

比
較
の
ま
と
め
 
 
 

ま
ず
、
米
国
の
制
度
で
は
、
合
算
所
得
の
基
礎
と
な
．
っ
た
C
F
C
の
所
得
（
C
F
C
か
ら
受
領
す
る
配
当
又
は
利
子
に
つ
い
て
は
米
 
 

国
内
源
泉
の
も
の
と
の
密
接
な
関
連
性
の
有
無
）
レ
ベ
ル
に
戻
っ
た
上
で
、
米
国
内
源
泉
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
テ
ス
ト
 
 

を
行
う
（
以
下
便
宜
「
米
国
内
源
泉
性
テ
ス
ト
」
と
い
う
J
。
 
 
 

日
本
の
制
度
に
は
、
こ
の
よ
う
な
テ
ス
ト
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
点
両
制
度
は
異
な
る
。
な
お
、
日
本
の
制
度
に
は
、
非
課
税
国
外
 
 
 



所
得
の
二
分
の
一
相
当
額
を
国
内
所
得
と
す
る
制
度
が
あ
り
、
こ
の
制
度
の
経
済
的
効
果
ほ
米
国
の
制
度
に
い
う
分
離
限
度
額
方
式
に
 
 
 

類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
米
国
は
分
離
限
度
額
方
式
を
採
る
が
、
日
本
は
、
こ
の
方
式
を
採
用
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
両
制
度
に
相
違
が
あ
る
。
 
 

Ⅸ
 
そ
の
他
の
比
較
 
 
 

1
 
C
F
C
株
式
の
出
資
価
額
の
調
整
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
原
則
と
し
て
、
合
算
時
に
内
国
法
人
等
の
株
式
の
帳
簿
価
額
を
合
算
す
べ
き
金
額
だ
け
増
額
し
、
配
当
時
に
そ
れ
 
 

に
相
当
す
る
額
を
減
額
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
合
算
課
税
を
行
っ
た
場
合
、
配
当
は
ま
だ
合
算
課
税
を
受
け
た
者
（
米
国
株
主
等
）
に
送
 
 

金
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
経
済
実
質
的
に
み
れ
ば
、
米
国
株
主
等
が
合
算
額
の
出
資
を
C
F
C
に
対
し
て
行
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
 
 

も
で
き
る
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
出
資
価
額
の
調
整
は
、
C
F
C
株
式
の
売
却
に
よ
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
計
算
に
お
 
 

い
て
実
質
的
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
 
 
 

日
本
の
制
度
に
は
、
こ
の
取
扱
い
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
実
体
な
き
法
人
の
租
税
回
避
防
止
を
目
的
と
す
る
制
度
．
の
趣
旨
、
 
 

（
7
1
）
 
 

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
に
つ
い
て
の
日
本
の
法
人
税
法
一
般
の
考
え
方
が
考
慮
さ
れ
た
こ
と
等
の
理
由
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

2
 
個
人
に
よ
る
法
人
課
税
の
選
択
 
 
 

こ
の
定
め
は
米
国
の
制
度
に
の
み
特
有
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
選
択
す
る
効
果
は
外
国
税
額
の
控
除
に
あ
る
。
 
 

3
 
帳
簿
・
書
類
の
備
付
け
等
 
 
 

米
国
の
制
度
で
は
、
帳
簿
・
書
叛
の
備
付
け
等
に
関
す
る
一
般
規
定
に
加
え
て
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
だ
け
の
た
め
の
帳
簿
・
書
類
の
備
 
 

四
一
五
 
 
 



四
一
六
 
 
 

付
け
等
の
規
定
が
あ
る
。
こ
の
中
で
実
務
的
に
注
目
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
英
語
以
外
の
帳
簿
・
書
類
等
に
つ
い
て
は
正
確
な
英
語
訳
を
 
 

付
け
る
等
の
義
務
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 
 
 

日
本
の
制
度
で
ほ
、
帳
簿
・
書
類
の
備
付
け
に
関
す
る
一
般
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
 
 

第
二
節
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
行
確
保
等
に
関
す
る
制
度
の
日
米
比
較
 
 

本
節
で
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
行
確
保
等
に
関
す
る
制
度
と
し
て
、
租
税
条
約
上
の
制
度
、
国
外
情
報
の
収
集
及
び
そ
 
 

の
担
保
の
た
め
の
罰
則
の
制
度
に
つ
い
て
日
米
の
相
違
を
み
る
。
 
 

Ⅰ
 
租
税
条
約
上
の
制
度
 
 

米
国
の
租
税
条
約
の
中
に
は
、
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
を
規
定
し
た
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
米
国
モ
デ
 
 

ル
租
税
条
約
と
い
う
形
で
公
表
さ
れ
て
お
り
、
特
に
最
近
締
結
さ
れ
た
米
・
独
租
税
条
約
（
一
九
入
九
年
八
月
署
名
）
に
は
か
な
り
進
ん
 
 

（
7
2
）
 
 

だ
規
定
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
定
め
ら
れ
て
い
る
 

日
本
が
締
結
し
た
租
税
条
約
に
は
、
米
国
の
租
税
条
約
に
お
け
る
よ
う
な
規
定
を
設
け
た
も
の
は
現
在
の
と
こ
ろ
な
い
。
 
 

Ⅱ
 
情
報
収
集
・
罰
則
等
に
係
る
制
度
 
 

米
国
の
制
度
は
、
日
本
の
制
度
に
比
較
し
て
広
範
か
つ
強
力
な
規
定
、
特
に
実
務
的
に
み
て
制
度
の
執
行
を
有
効
な
ら
し
め
る
種
々
の
 
 

規
定
が
一
般
的
制
度
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 



以
下
、
日
本
の
制
度
に
は
な
い
米
国
特
有
の
規
定
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
 
 

1
 
情
報
申
告
 
 

∽
 
申
告
す
る
内
容
の
中
に
関
連
者
を
含
む
広
範
な
者
と
の
取
引
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
 
 

∽
 
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
の
納
税
義
務
者
（
一
〇
％
以
上
の
株
式
所
有
者
）
以
外
の
者
（
五
％
以
上
の
株
式
所
有
者
）
 
に
対
し
て
も
そ
の
 
 
 

所
有
株
式
等
の
詳
細
の
申
告
義
務
を
定
め
て
い
る
。
 
 

㈲
 
次
の
罰
則
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

A
一
事
業
年
度
に
つ
き
一
〇
〇
〇
ド
ル
 
（
最
高
二
四
〇
〇
〇
ド
ル
ま
で
）
 
 
 

B
 
外
国
税
額
控
除
額
の
減
額
 
 

2
 
株
式
取
得
等
に
係
る
情
報
申
告
 
 
 

原
則
と
し
て
五
％
以
上
の
株
式
所
有
者
に
対
し
て
株
式
取
得
の
詳
細
に
つ
い
て
の
申
告
義
務
が
あ
り
、
そ
の
中
告
を
怠
っ
た
と
き
は
一
 
 

〇
〇
〇
ド
ル
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
課
さ
れ
る
。
 
 

3
 
特
別
の
調
査
関
連
国
外
資
料
要
求
 
 
 

こ
れ
は
、
通
常
の
要
求
事
続
き
に
お
い
て
入
手
で
き
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
調
査
に
関
連
し
て
必
要
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
書
 
 

類
提
出
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
次
の
特
徴
を
有
す
る
。
 
 

m
 
国
外
資
料
の
入
手
の
た
め
の
特
別
の
規
定
で
あ
る
こ
と
 
 

（
7
3
）
 
 

偲
 
被
支
配
外
国
会
社
が
有
す
る
資
料
で
あ
る
か
そ
れ
以
外
の
外
国
法
人
が
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
規
定
で
あ
る
こ
と
 
 

潮
 
害
類
要
求
に
従
わ
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
要
求
資
料
の
法
廷
で
の
提
出
の
裁
判
所
に
よ
る
禁
止
 
 

四
一
七
 
 
 



四
一
入
 
 
 

㈲
 
要
求
に
係
る
書
類
の
開
示
を
外
国
が
民
事
上
・
刑
事
上
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
禁
止
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
要
求
に
従
 
 

（
7
4
）
 
 
 

わ
な
く
て
よ
い
と
い
う
理
由
に
は
な
ら
な
い
こ
と
 
 

4
 
サ
モ
ン
ズ
 
 
 

こ
れ
は
、
調
査
の
必
要
上
一
定
の
者
に
対
し
財
務
長
官
ま
で
出
頭
し
、
帳
簿
等
を
提
出
し
証
言
等
を
行
う
義
務
を
負
わ
せ
、
こ
れ
ら
に
 
 

従
わ
な
い
場
合
に
は
、
財
務
長
官
に
よ
る
拘
引
の
申
請
、
一
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
又
は
一
年
以
下
の
禁
固
又
は
こ
れ
ら
の
 
 

併
科
と
い
っ
た
手
続
き
等
が
採
ら
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
 
 

5
 
故
意
に
よ
る
情
報
不
提
出
等
の
場
合
の
罰
則
 
 
 

こ
れ
は
、
無
申
告
、
帳
簿
の
備
付
け
・
提
出
が
な
い
等
の
場
合
、
他
の
罰
則
に
追
加
し
て
原
則
と
し
て
t
O
万
ド
ル
の
罰
金
、
一
年
以
 
 

下
の
懲
役
又
は
こ
れ
ら
の
併
科
が
行
わ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
 
 

第
三
節
 
日
米
の
制
度
の
比
較
の
ま
と
め
 
 

本
節
で
は
、
日
米
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
そ
の
も
の
及
び
そ
の
執
行
確
保
等
に
関
す
る
制
度
の
日
米
比
較
の
結
果
を
ま
と
め
る
 
 

観
点
か
ら
、
そ
の
結
果
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
日
米
の
制
度
を
対
照
す
る
形
で
外
観
す
る
。
 
 

Ⅰ
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
係
る
主
要
相
違
点
 
 

前
述
第
二
節
の
分
析
の
結
果
か
ら
日
米
の
主
要
相
違
点
と
し
て
以
下
の
点
が
抽
出
で
き
る
。
 
 
 

合
算
所
得
、
軽
課
税
国
等
に
つ
い
て
個
別
的
に
日
米
比
較
を
行
う
と
、
そ
の
規
定
の
仕
方
等
に
は
、
次
の
【
表
】
の
よ
う
に
相
違
点
が
 
 
 



み
ら
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
適
用
範
囲
等
を
総
合
的
に
判
断
す
る
と
実
質
的
な
面
に
お
け
る
相
違
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
も
の
と
 
 

考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

【
表
】
 
日
米
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
係
る
主
要
相
違
点
の
ま
と
め
 
 

】3】211… 基   親  基  制   制   
≡ 本  定  本  度   

茎 軽  室 閑 ≡ 対 ぎ 的  の  的  の   
度  
の   
冒   

至 国  ：の … な … み  … 課  室 連 室 象 宰 仕  性  仕  基    童 税  … 者 要 と j 組  格  敵  、礎   項  

（   な  
：：の     （     … 囲 老 妻 具  拠  理  る  

葺 体  と  哲   考  
葺 的  な  
≡ 狸  る  
… 達  琴  

え．         方  

（  
目  

P  

： ／・・・ヽ         室 各   ）  

要論  
聞   

宇）  

】 i 

l  

】  
…限   
… 定  】；ベ；   

資  租課   

；な  ト ≒ て ミ   
み  対  

≡ し  ；ナ ≧ の 室   
米  

】！外 璽   
配  引  出  避延  

の ベ   
… シ 宣 国 璽   

ツ 書 法 …   
… プ 弓 人 …  

当、  限  の     国         理  走  中  防 の        論  方  ユム  止防  
式  性   止   

（  
の 

室 含 羞  
…む！  9  従主  

制  

度   

l I 

i  

パ璽特室   
室 定 茎   

所  対  租   租   

童 の …   
税   

待  象  
税  

… 外；   

日  
接  域  避   避  

法  
の  

璽 法 …   
ツ！人 室   

本  

■  
琴  人  論   止  

論  限 定  （ 不  

方  当  
式  軽  

い 
（ 注  

減  
…在喜  の  

茎法…  防  
…人宰  
室の竜  

止 ）   



（
注
m
）
 
両
制
度
の
具
体
的
内
容
の
仕
組
み
方
の
問
題
と
し
て
、
適
用
除
外
要
件
に
お
い
て
資
本
輸
入
の
中
立
性
が
、
（
程
度
の
差
は
あ
る
が
）
 
 

配
慮
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

（
注
∽
）
 
こ
れ
ら
の
用
語
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
第
t
節
Ⅰ
参
喝
 
 

Ⅱ
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
行
確
保
等
に
関
す
る
制
度
の
主
要
相
違
点
 
 

前
述
第
二
節
の
分
析
の
結
果
か
ら
、
日
米
の
情
報
収
集
・
罰
則
等
及
び
租
税
条
約
に
係
る
日
米
の
主
要
相
違
点
と
し
て
、
次
の
【
表
】
 
 

に
掲
げ
る
点
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

国
外
資
料
の
提
出
義
務
及
び
そ
の
義
務
違
反
者
に
対
す
る
罰
則
等
の
規
定
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
執
行
を
確
保
す
る
上
で
 
 

極
め
て
重
要
な
規
定
で
あ
る
が
、
米
国
の
制
度
と
比
較
す
る
と
、
我
が
国
に
ほ
こ
れ
が
実
質
上
な
い
の
に
等
し
い
と
い
え
る
。
 
 
 

7！   61 5】  4   
璽（2）（1）  

彗星控合重… 墓室  田 【コ 算   
価 … 除算課 弓   
額 璽 限所税 …   所 …  所       得 璽  得   
の … 度得の 至  の 邑  の   
調 音 額  排 …  計 …  範   
整 室 の  除 弓  算 至  園  

… 計  
算  

I l 

l  

調…米間 ≡損関…  特   

整 弓 国接  毒 矢連 …  定  す ≧ 内外  … の会；  の  る  源国  … 取社 ≡  所   

…  
；泉税  星 戻損 茎  得  
要 所額  … し失 星      の …   
弓 得控  … あ  
星 等除  至 り 控 茎  
室 を  除 室   
葺 国  あ 星  
… 内  り …  
璽 所  
邑 得    … と  

要 す  
≡る  

i I 

l  

調… 上直  
整 ≡ の接  
し 盲 取外  
な 盲 扱 国  
い  い税  

… な額  
；し控  

除   



■  
3 …  2；  1【  

（∋  ①  情   
特 至  情 ぎ  帳報   
別 室  株  通報 宰  簿収   
の …  式  常申 …  項  
調 要  取  
査 j  得  書等  
閑 室  等  申  
達 茎  に  

等  
の   

国 章  係  備   

外 要  る  
付   
け   目  

料 宣  告  
要 旨   
求 已  

（備サ  
な外を従資被調  罰五外罰関外申   例付ブ   
か国香わ料支査  則％国則連の告   ：けパ   
つが定なも配の  と以税と著者義  英義l   
た開  い対外た  し上額し等も務  語務ト  

米  

こ示  場象国め  ての控て と 中老  訳  F  と を  合 と 会の  一株除、の告の  の  だ   
国  

の禁  はな社特  ○主の最取義範  義  け    、  
理止   る 以別  ○等減高弓  囲  務  の   
由 し  法  外の  ○に額二内あが  付  た   の  
とて  廷  の書  ド申あ四容 り 広  け  め  ほい  に    ル  ）い  

外類  苦 り ○も   
なる  お   制  
等  の      国賓  の義  ○申  （  ）  特  ら こ  け  法求  罰務  ○告  納  別  な と  る  人手  金あ  ド義  税  規   

いが  証  が続  り  ル務  義   虔                                                                                                                                                                         定   

の あ  務   
に   

申  拠  有き         告  能  す   

し  力  る   
よ  

金  以   る   

親  親  裁親   親  罰規  申   般   
定  定  定定   
な  な  なな   

定  金定   
な  なな  義   

規  
定   日  

し  し  し し   し  し し  務   を  
者   
は  本  

納 税  
義  の  
務  
者  
の  
み   

制  

虚  

【
表
】
 
日
米
の
情
報
収
集
・
罰
則
等
及
び
租
税
条
約
に
係
る
主
要
相
違
点
の
ま
と
め
 
 

四
二
一
 
 
 



租【   6！ 51   4   

税租   弓 の   
回税   裁 盲 罰故 ≡  サ   
避条   判 ≧ 則意 …  モ   
防約   所 …  に …  ソ   
止 に 茎  よ 毒  ズ   

規   よ 室  る 星   
定   る 璽  情 宣  

資 量  報 …  
料 …  不 …  
掟 茎  提 璽  

出 雲  出 弓  
安 室  等 茎  
求i の 茎  

場 …  
A ；        【コ l  

ト   罰資  下原  ド従出   
リ   金料  の則  ルわ頭   

テ   下い帳   
イ  

を掟  懲 と  以な 
すを   

て  の場簿  
罰合等  

シ′  る 命      こ ず  金に提   
ヨ   と る   ○   
ツ   可 こ   万  一拘 

出         ’   

ピ   と   ド  年引証   
ン′   可   ／レ  以 さ 言   
グ  の  下れ の   
粂  罰  のた義   
項  傘  禁 り 務  

り  ○  

年  ○    以  ○   

な   規規   
し   定定  

な形  親      し式  定     的  な   な な  
に  し   し し  
は  
可  

（    （    （    （    〔  

4 3 2 1注  ）     ）     ）     ）     〕   

主
税
局
総
務
課
「
調
査
時
報
」
7
巻
六
号
（
昭
三
六
二
ハ
）
一
〇
頁
以
下
 
 
 

P
亡
g
h
H
e
ニ
a
w
e
u
．
↓
a
X
a
t
i
O
n
O
f
↓
r
a
n
s
n
a
t
i
O
コ
巴
↓
r
a
n
s
a
c
t
i
O
n
S
－
冨
ご
謡
0
0
】
p
・
N
畠
 
 
 

R
i
c
h
a
r
d
A
．
G
O
r
d
O
n
－
↓
P
米
H
e
く
e
n
S
a
n
d
T
h
e
i
r
U
s
e
 
b
y
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
T
a
X
p
a
y
e
r
S
－
A
n
O
く
e
r
く
i
e
w
」
冨
－
、
勺
・
㌫
 
 
 

G
O
r
d
O
P
 
i
b
i
d
．
．
p
．
会
 
 
 

な
お
、
米
国
の
制
度
に
ほ
、
外
国
に
お
い
て
米
国
の
（
最
高
）
税
率
の
九
〇
％
超
の
税
率
で
課
税
さ
れ
て
い
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
所
得
ほ
 
 

合
算
課
税
さ
れ
な
い
（
第
二
章
第
二
節
Ⅳ
・
1
・
脚
・
イ
・
川
・
B
）
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
り
高
率
課
税
所
得
が
対
象
か
ら
除
外
 
 

さ
れ
る
（
す
な
わ
ち
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
又
は
こ
れ
に
類
す
る
国
の
み
が
対
象
と
な
る
）
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
質
的
意
 
 

味
で
対
象
地
域
限
定
方
式
に
近
い
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
 
 
 



（
5
）
 
l
a
m
i
e
S
．
M
a
r
t
i
n
a
n
d
A
．
d
a
l
e
W
i
l
s
O
n
．
N
O
t
e
S
－
ミ
c
O
m
p
a
r
a
t
i
く
e
A
n
a
官
y
s
。
f
s
y
s
t
e
ヨ
。
f
D
O
m
e
S
t
i
c
↓
a
火
a
t
i
O
n
O
f
C
O
n
t
r
0
1
1
e
d
 
 
 

F
O
r
e
i
g
n
C
O
r
p
O
r
a
t
i
O
n
S
“
二
－
軍
〓
隕
く
a
n
d
e
r
b
i
l
こ
O
u
r
邑
O
f
ゴ
a
n
s
n
a
t
i
O
n
巴
L
a
w
、
p
」
≡
及
び
小
松
芳
明
「
自
由
企
業
体
制
を
尊
重
す
る
 
 
 

税
法
」
国
際
税
務
一
〇
巻
一
号
（
一
九
九
〇
二
）
 
入
貢
 
 

（
6
）
 
J
O
i
n
t
C
O
m
m
i
t
t
e
e
O
n
↓
a
X
a
t
i
O
n
、
G
e
n
e
邑
E
壱
－
a
n
a
t
i
O
n
 
O
ニ
h
e
 
T
a
X
 
R
e
f
O
r
m
 
A
c
t
。
＝
父
岩
（
H
・
R
・
∽
0
0
∽
∞
諾
↓
H
 
C
O
n
g
r
e
S
S
り
 
 
 

P
亡
b
－
i
c
r
a
w
冨
】
∽
－
皇
p
p
．
∽
の
N
・
∽
の
〕
－
M
a
r
t
i
n
a
n
d
宅
i
－
s
O
n
．
i
b
i
d
．
も
二
岳
 
 

（
7
）
 
B
a
r
r
y
B
r
a
c
e
w
e
－
T
M
i
－
n
e
s
s
J
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
】
↓
a
X
A
象
d
a
n
c
？
A
S
t
亡
d
y
b
y
t
h
e
R
O
t
t
e
－
d
a
m
H
n
s
t
i
t
u
t
e
f
O
－
F
i
s
c
a
l
S
t
亡
d
i
e
s
、
邑
・
B
‥
 
 
 

C
O
亡
n
t
r
y
R
e
p
O
r
t
S
こ
当
0
0
、
p
p
．
N
串
N
声
な
お
、
C
F
C
に
対
し
て
考
え
ら
れ
た
課
税
繰
延
べ
相
当
額
は
、
米
国
租
税
歳
出
予
算
（
t
h
e
U
S
T
P
H
 
 
 

E
召
e
n
d
ぎ
r
e
B
亡
d
g
e
t
）
の
中
の
租
税
歳
出
の
項
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
〓
九
七
八
年
租
税
歳
出
予
算
参
照
）
（
B
a
－
r
y
B
r
a
c
e
w
e
コ
M
i
l
n
e
s
s
・
 
 

i
b
i
d
．
．
p
．
N
畠
）
。
 
 

（
8
）
 
M
a
r
t
i
n
 
a
n
d
W
i
】
s
O
n
L
b
i
d
．
、
p
．
－
≡
 
 

（
9
）
 
B
r
i
a
n
J
．
A
r
n
O
声
↓
h
e
↓
a
X
註
O
n
O
f
n
O
n
t
r
O
－
1
e
d
F
O
r
e
i
g
コ
C
O
r
p
O
r
a
t
i
O
n
S
‥
A
n
：
n
t
2
r
n
P
t
i
O
n
a
l
C
O
m
p
P
－
i
s
O
n
二
－
∽
0
0
空
p
・
舎
○
 
 

（
1
0
）
 
A
r
n
O
－
d
－
i
b
i
d
．
も
．
巴
○
 
な
お
、
同
書
五
〇
五
～
五
〇
六
頁
に
は
次
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

「
米
国
の
こ
の
よ
う
な
サ
ブ
パ
ー
ー
F
条
項
の
適
用
に
対
し
て
は
次
の
二
つ
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 
 

∽
 
ス
イ
ス
の
販
売
子
会
社
が
西
独
の
租
税
を
回
避
し
た
と
す
れ
ば
、
西
独
も
こ
れ
に
課
税
す
る
権
限
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
米
国
が
西
独
に
代
 
 

わ
っ
て
課
税
す
べ
き
で
は
な
い
。
 
 

吻
 
米
国
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
の
適
用
に
よ
り
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
の
重
複
適
用
（
西
独
は
A
u
s
s
e
n
s
t
e
u
2
－
g
e
S
e
t
N
を
適
用
）
と
い
 
 

う
事
態
が
生
ず
る
。
 
 

こ
の
重
複
適
用
に
ょ
る
二
重
課
税
の
排
除
を
定
め
る
国
は
、
西
独
と
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
の
国
で
も
租
税
条
約
が
あ
れ
ば
相
 
 

互
協
議
事
項
を
根
拠
に
二
重
課
税
を
排
除
す
る
途
が
あ
る
。
な
お
、
一
般
に
こ
の
種
の
二
重
課
税
の
排
除
に
は
次
の
よ
う
な
困
難
が
伴
う
。
 
 

M
 
第
一
次
的
課
税
権
（
p
r
i
m
a
r
y
r
i
g
h
t
t
O
t
a
邑
を
有
す
る
の
は
い
ず
れ
の
国
と
す
べ
き
か
。
す
な
わ
ち
外
国
税
額
控
除
を
行
う
の
は
い
ず
 
 

れ
の
国
と
す
べ
き
か
（
問
題
の
C
F
C
の
直
接
の
親
会
社
に
第
一
次
的
課
税
権
を
認
め
、
子
会
社
等
か
ら
税
額
計
算
等
の
た
め
の
資
料
の
 
 

入
手
権
限
の
一
番
強
い
u
l
t
i
m
a
t
e
p
a
r
e
n
t
c
O
r
p
O
r
a
t
i
O
n
が
外
国
税
額
控
除
を
す
る
の
が
実
務
的
観
点
か
ら
も
適
当
と
思
わ
れ
る
。
）
。
 
 

四
二
三
 
 
 



四
二
四
 
 

M
 
外
国
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
外
国
税
を
課
し
た
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
お
け
る
テ
ィ
ソ
テ
ツ
ト
・
イ
ン
カ
ム
の
範
囲
が
 
 

外
国
税
額
控
除
国
に
お
け
る
そ
れ
と
異
な
る
場
合
等
制
度
の
相
違
に
よ
り
生
ず
る
困
難
性
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
か
。
 
 

（
1
1
）
 
資
本
輸
出
の
中
立
性
と
は
、
国
内
の
納
税
義
務
者
が
国
内
投
資
を
す
る
場
合
と
国
外
投
資
を
す
る
場
合
の
い
ず
れ
か
一
方
を
他
方
に
比
し
て
不
 
 
 

利
（
d
i
s
c
O
亡
－
品
e
）
又
は
有
利
（
e
n
c
O
亡
r
a
g
e
）
に
す
る
こ
と
の
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
（
A
r
n
O
－
d
－
i
b
i
d
こ
p
一
会
0
0
）
。
 
 

（
1
2
）
 
l
O
i
n
t
 
n
O
m
m
i
t
t
e
e
O
n
↓
a
x
a
t
i
O
n
．
i
b
i
d
．
も
．
∽
冨
 
 

（
ほ
）
 
戦
後
に
お
け
る
米
国
の
国
際
課
税
ル
ー
ル
が
、
米
国
の
強
い
経
済
力
を
背
景
に
資
本
輸
入
中
立
性
よ
り
も
資
本
輸
出
中
立
性
が
優
れ
た
も
の
と
 
 
 

さ
れ
て
い
た
こ
と
及
び
一
九
八
〇
年
代
に
お
け
る
米
国
の
経
済
力
の
相
対
的
低
下
と
と
も
に
、
外
資
系
企
業
に
対
す
る
課
税
の
強
化
（
例
え
ば
、
一
 
 
 

九
八
九
年
の
支
店
利
子
税
の
実
施
及
び
報
告
義
務
の
強
化
等
）
等
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
資
本
輸
入
中
立
性
さ
え
も
軽
視
す
る
動
き
に
あ
る
点
に
つ
 
 
 

い
て
黒
田
束
彦
、
「
最
近
に
お
け
る
国
際
課
税
の
流
れ
」
国
際
税
務
一
〇
巻
一
号
（
一
九
八
〇
年
）
一
〇
～
t
一
貫
参
照
。
な
お
、
国
際
課
税
の
理
 
 
 

念
と
し
て
探
究
さ
れ
て
い
る
の
は
「
資
本
輸
出
の
中
立
性
」
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
小
松
芳
明
「
最
近
に
お
け
る
米
国
の
在
米
外
国
企
業
 
 
 

課
税
の
強
化
と
租
税
条
約
と
の
抵
触
に
つ
い
て
」
亜
細
亜
法
学
二
六
巻
一
号
一
ニ
ー
～
一
二
二
頁
、
佐
藤
光
夫
「
「
貧
す
れ
ば
貧
す
」
に
倣
う
な
ー
 
 
 

一
国
際
課
税
の
原
理
 
－
 
」
国
際
税
務
t
二
巻
一
号
七
頁
参
照
。
 
 

（
1
4
）
 
資
本
輸
入
中
立
性
と
は
、
あ
る
一
つ
の
課
税
管
轄
権
の
中
で
競
争
を
し
て
い
る
納
税
者
同
士
は
同
一
の
税
負
担
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
 
 
 

え
方
で
あ
る
 
（
A
r
n
0
1
d
∵
b
i
d
．
．
p
．
会
豊
。
 
 

（
1
5
）
 
A
r
n
O
声
i
b
i
d
．
．
p
．
合
∽
。
な
お
、
外
国
企
業
か
ら
の
投
資
に
関
す
る
資
本
輸
入
中
立
性
の
確
保
の
考
え
方
は
、
国
際
租
税
条
約
に
も
み
ら
れ
る
 
 

（
O
E
C
D
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
二
四
条
の
無
差
別
条
項
参
應
）
。
 
 

（
1
6
）
 
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
数
街
す
る
と
、
例
え
ば
、
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
で
行
う
真
実
の
能
動
的
事
業
（
ホ
テ
ル
事
業
な
ど
）
に
課
税
す
る
こ
 
 
 

と
と
な
れ
ば
、
現
地
に
お
け
る
資
本
輸
入
中
立
性
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
資
本
輸
入
中
立
性
に
配
慮
し
て
、
こ
の
よ
う
な
能
動
的
 
 
 

事
業
を
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
上
適
用
除
外
と
す
る
の
で
あ
る
（
A
r
n
O
声
i
b
i
d
こ
p
．
監
3
。
 
 

（
1
7
）
一
九
七
六
年
に
イ
ン
々
∴
－
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
所
得
及
び
賄
賂
等
の
額
が
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
に
追
加
さ
れ
た
の
は
、
課
税
繰
延
べ
を
 
 
 

放
置
す
る
こ
と
に
よ
り
租
税
制
度
自
体
が
連
邦
政
府
の
政
策
に
逆
行
す
る
形
で
財
政
補
助
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
 
（
B
r
a
c
？
 
 
 

去
e
l
T
M
i
h
e
s
s
∵
b
i
d
．
、
p
．
N
∽
ロ
）
。
 
 
 



（
1
8
）
 
H
e
ニ
a
w
e
u
－
i
b
i
d
．
．
p
．
N
巴
 
 

（
1
9
）
 
田
代
有
嗣
、
舌
牟
田
勲
「
海
外
子
会
社
の
法
律
と
税
務
」
 
二
八
八
～
二
八
九
貢
（
商
事
法
務
研
究
会
、
平
一
）
 
 

（
2
0
）
 
田
代
、
膏
牟
田
・
前
掲
注
（
1
9
）
 
「
海
外
子
会
社
」
 
二
九
六
～
二
九
七
頁
。
 
 

（
2
1
）
 
第
一
節
Ⅰ
・
2
末
尾
の
【
衰
】
参
腰
。
 
 

（
2
2
）
 
第
一
節
Ⅰ
・
2
末
尾
の
【
表
】
参
原
。
 
 

（
2
3
）
 
高
橋
元
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
の
解
説
」
 
八
一
頁
以
下
（
清
文
社
、
昭
五
十
四
）
 
 

（
2
4
）
 
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
二
貢
。
こ
の
他
に
、
本
税
制
の
目
的
に
関
連
し
て
、
日
本
企
業
の
正
常
な
営
業
活
動
又
は
国
際
市
場
に
 
 
 

お
け
る
競
争
力
を
阻
害
し
な
い
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
（
A
r
n
O
声
i
b
i
d
．
、
p
．
会
∞
及
び
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
「
対
策
税
制
」
一
二
 
 
 

九
頁
）
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
制
度
導
入
の
直
接
的
な
目
的
と
い
う
よ
り
は
、
制
度
を
仕
鼠
む
に
当
た
っ
て
そ
の
内
容
を
正
常
な
営
業
活
動
の
阻
害
 
 

に
な
ら
な
い
も
の
に
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
資
本
輸
入
中
立
性
あ
る
い
は
国
際
競
争
力
の
維
持
と
い
っ
た
面
の
配
慮
か
ら
生
ず
る
政
策
上
の
目
 
 
 

的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
両
者
は
次
元
の
異
な
る
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

（
2
5
）
 
高
橋
・
前
掲
荘
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
二
頁
 
 

（
2
6
）
 
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
一
二
九
貢
 
 

（
2
7
）
 
田
代
、
書
牟
田
・
前
掲
注
（
1
9
）
 
「
海
外
子
会
社
」
 
二
八
入
京
以
下
。
「
間
接
課
税
」
と
は
、
例
え
ば
、
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
あ
る
子
会
社
 
 
 

の
特
定
の
所
得
を
親
会
社
の
所
得
に
合
算
し
て
課
税
す
る
も
の
」
（
田
代
、
舌
牟
田
・
前
掲
注
（
1
9
）
「
海
外
子
会
社
」
二
∧
八
～
二
八
九
貢
）
で
あ
 
 
 

る
こ
と
か
ら
、
形
式
的
レ
ベ
ル
の
議
論
を
す
る
な
ら
ば
、
外
国
の
子
会
社
等
に
対
す
る
課
税
で
は
な
く
、
本
国
の
親
会
社
に
対
す
る
課
税
と
み
る
考
 
 
 

え
方
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

（
2
8
）
 
田
代
、
舌
牟
田
・
前
掲
注
（
1
9
）
 
「
海
外
子
会
社
」
 
二
九
六
貢
以
下
。
「
直
接
課
税
」
と
は
、
例
え
ば
、
「
外
国
に
本
店
を
有
す
る
法
人
で
あ
っ
て
 
 
 

も
、
そ
の
法
人
の
管
理
・
支
配
の
場
所
が
自
国
に
在
れ
ば
、
そ
の
法
人
を
内
国
法
人
と
し
て
取
扱
い
、
課
税
す
る
も
の
」
 
（
田
代
、
舌
牟
田
・
前
掲
 
 
 

注
（
1
9
）
 
「
海
外
子
会
社
」
 
二
八
入
～
二
八
九
貢
）
 
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
形
式
的
及
び
結
果
的
に
内
国
法
人
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
立
 
 
 

法
又
は
仕
組
み
方
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
外
国
の
子
会
社
等
に
対
す
る
課
税
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

（
2
9
）
 
も
っ
と
も
、
直
接
課
税
の
考
え
方
で
立
法
す
る
場
合
、
外
国
子
会
社
等
を
、
法
律
上
内
国
法
人
と
み
な
す
規
定
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
も
 
 

四
二
五
 
 
 



四
二
六
 
 

あ
り
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
本
文
（
本
章
、
第
一
節
Ⅰ
・
2
・
吻
ロ
M
）
に
述
べ
る
よ
う
に
「
現
実
の
経
済
の
国
際
化
の
態
 
 
 

様
…
…
」
等
と
の
兼
合
い
を
考
慮
し
た
結
果
、
制
度
の
内
容
が
合
理
的
な
範
囲
に
と
ど
ま
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
く
立
法
ほ
是
認
さ
 
 
 

れ
る
場
合
も
あ
り
得
る
の
で
ほ
な
か
ろ
う
か
。
 
 

（
3
0
）
 
各
国
が
等
し
く
国
際
化
し
て
い
る
今
日
で
は
、
国
家
主
権
の
存
在
を
強
調
し
租
税
高
権
の
名
の
下
に
独
自
の
課
税
権
を
行
使
す
る
と
い
っ
た
時
 
 
 

代
は
終
わ
り
、
課
税
面
で
の
国
際
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
 
（
協
調
）
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
き
て
い
る
（
小
松
芳
明
「
課
税
面
で
の
国
際
協
調
」
国
際
 
 
 

税
務
九
巻
八
号
九
頁
（
平
こ
。
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
も
基
本
的
に
例
外
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

（
3
1
）
 
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
二
頁
。
な
お
、
我
が
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
が
資
本
輸
出
中
立
性
を
ど
の
程
度
考
慮
し
た
も
 
 

の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
税
制
が
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
所
在
の
も
の
で
か
つ
現
地
で
活
動
す
る
こ
と
に
つ
き
経
済
合
理
性
の
な
い
も
の
 
 
 

に
つ
い
て
の
み
合
算
課
税
を
行
う
と
い
う
限
定
的
側
面
に
着
目
す
る
立
場
か
ら
、
資
本
輸
出
中
立
性
の
考
え
方
を
否
定
し
た
も
の
と
み
る
見
方
が
 
 
 

あ
る
 
（
わ
⊇
○
－
d
、
i
b
i
d
．
、
p
．
N
詔
）
。
 
 

（
3
2
）
 
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
七
貢
。
 
 

（
3
3
）
 
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
子
会
社
の
株
主
が
居
住
者
の
場
合
は
、
雑
所
得
の
収
入
金
額
と
み
な
し
て
課
税
さ
れ
る
 
（
措
法
四
〇
の
四
①
）
。
 
 

（
3
4
）
 
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
三
頁
。
 
 

（
3
5
）
 
田
代
、
舌
牟
田
・
前
掲
注
（
1
3
）
 
二
八
八
～
二
八
九
貫
。
 
 

（
3
6
）
 
田
代
、
書
牟
田
・
前
掲
注
（
1
3
）
 
二
九
四
貫
。
 
 

（
3
7
）
 
小
松
芳
明
「
法
人
税
法
概
説
（
四
訂
版
）
」
 
二
一
入
頁
（
有
斐
閣
、
平
二
）
 
 

（
謂
）
 
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
三
頁
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
法
律
的
仕
組
み
と
し
て
ほ
、
本
税
制
が
、
実
質
所
得
者
課
税
の
原
則
（
法
 
 
 

法
一
一
条
）
と
異
な
り
特
定
外
国
子
会
社
等
の
留
保
所
得
の
帰
属
関
係
を
否
認
す
る
こ
と
は
し
な
い
た
め
、
内
国
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
 
 
 

金
額
の
計
算
上
 
（
法
法
二
二
条
）
独
立
し
た
法
人
格
を
も
つ
当
該
特
定
外
国
子
会
社
等
の
留
保
所
得
の
う
ち
持
分
相
当
額
を
内
国
法
人
の
収
益
と
 
 

み
な
す
と
い
っ
た
手
法
を
採
っ
て
い
る
。
 
 

（
3
9
）
 
日
米
租
税
条
約
は
、
「
合
衆
国
の
法
人
」
及
び
 
「
日
本
国
の
法
人
」
 
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
定
義
を
参
考
ま
で
に
み
て
み
る
 
 
 

と
、
例
え
ば
、
「
合
衆
国
の
法
△
と
は
、
「
合
衆
国
、
そ
の
州
も
し
く
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
の
財
制
由
劃
づ
 



た
法
人
又
は
法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
で
合
衆
国
の
租
税
に
閲
し
合
衆
国
の
法
人
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
を
い
う
」
と
さ
れ
て
い
る
 
（
傍
線
 
 
 

筆
者
）
 
（
日
米
租
税
条
約
第
二
粂
∽
は
‖
）
。
こ
の
定
義
で
は
、
合
衆
国
の
法
人
の
範
囲
を
米
国
国
内
法
（
税
法
を
含
む
。
）
上
法
人
と
さ
れ
る
者
を
 
 

そ
の
ま
ま
 
「
合
衆
国
の
法
人
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
条
約
上
の
 
「
日
本
国
の
法
人
」
 
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
 
 

（
4
0
）
 
「
五
〇
％
超
」
と
さ
れ
た
理
由
は
、
日
本
の
制
度
に
お
け
る
説
明
と
し
て
は
、
本
制
度
が
軽
課
税
国
に
所
在
す
る
外
国
法
人
に
対
す
る
資
本
関
係
 
 
 

を
通
じ
た
経
済
実
質
的
な
支
配
力
を
利
用
し
て
租
税
負
担
を
不
当
に
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
■
租
税
負
担
の
不
当
な
軽
減
 
 

の
意
図
を
推
定
す
る
に
足
る
基
準
と
し
て
外
国
法
人
の
発
行
済
株
式
の
過
半
を
直
接
・
間
接
に
所
有
し
て
い
る
場
合
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
 
 
 

ら
れ
た
こ
と
、
一
口
に
い
え
ば
、
五
〇
％
超
は
支
配
の
絶
対
的
要
件
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
諸
外
国
の
制
度
も
五
〇
％
超
の
基
 
 
 

準
を
採
用
し
て
お
り
、
我
が
国
の
場
合
、
商
法
に
お
い
て
他
の
会
社
に
対
し
て
五
〇
％
超
の
支
配
力
を
有
す
る
会
社
ほ
当
該
他
の
会
社
に
対
し
て
 
 
 

営
業
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
子
会
社
調
査
権
の
規
定
（
商
法
第
二
七
四
条
の
三
）
が
あ
る
 
（
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
 
 

九
四
貢
以
下
。
 
 

（
4
1
）
一
九
八
六
年
租
税
改
革
法
（
T
a
舛
R
e
f
O
e
m
A
c
t
O
〓
∽
∞
P
H
．
R
．
u
0
0
∽
0
0
．
岩
↓
H
C
O
n
g
r
e
S
S
り
P
u
b
－
i
c
L
P
W
写
虫
畠
の
議
会
に
お
け
る
審
議
 
 

の
過
程
で
、
下
院
よ
り
具
体
的
支
配
基
準
の
「
五
〇
％
超
」
を
「
五
〇
％
以
上
」
と
す
る
塞
が
出
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
形
式
上
五
〇
％
 
 

の
所
有
と
な
る
よ
う
な
事
案
に
対
す
る
対
応
は
、
現
行
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
∽
－
．
器
ご
（
且
の
規
定
に
ょ
り
適
切
に
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
 
 

て
、
結
局
こ
の
改
正
を
議
会
は
行
っ
て
い
な
い
 
（
l
O
i
n
t
 
C
O
m
m
i
t
t
e
e
 
O
n
 
T
a
誓
t
i
O
n
、
G
e
n
e
r
a
【
E
召
－
a
n
a
t
i
O
n
 
O
f
 
t
h
e
↓
a
X
 
R
e
f
O
r
m
 
A
c
t
 
O
f
 
 
 

－
∽
0
0
∽
－
p
p
．
冨
0
0
．
冨
豊
。
 
 

（
4
2
）
 
例
え
ば
、
日
本
法
人
A
と
米
国
法
人
B
（
と
も
に
非
関
連
者
）
と
が
ち
ょ
う
ど
五
〇
％
ず
つ
の
株
式
所
有
割
合
と
な
っ
て
い
る
法
人
二
社
（
Ⅹ
会
 
 
 

社
及
び
Y
会
社
）
を
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
に
設
立
し
、
・
Ⅹ
会
社
代
表
権
及
び
す
べ
て
の
意
思
決
定
権
を
B
が
有
す
る
と
い
っ
た
取
極
（
明
示
か
 
 
 

暗
黙
か
は
不
問
）
 
で
あ
る
よ
う
な
場
合
（
犬
飼
貴
博
「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
活
用
の
実
際
」
一
六
二
貢
（
日
本
実
業
出
版
社
、
昭
六
十
二
年
）
、
 
 
 

事
実
の
認
定
の
問
題
と
し
て
こ
う
し
た
取
極
否
認
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
よ
う
。
 
 

（
4
3
）
 
平
成
四
年
度
の
税
制
改
正
案
に
お
い
て
、
我
が
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
上
の
軽
課
税
国
指
定
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
旨
報
道
さ
れ
て
い
 
 
 

る
 
（
日
本
経
済
新
聞
平
成
三
年
十
二
月
六
日
）
。
仮
に
、
こ
の
改
正
が
行
わ
れ
れ
ば
、
対
象
地
域
に
限
定
が
な
く
な
っ
た
こ
と
な
り
、
対
象
地
域
の
 
 
 

範
囲
（
但
し
租
税
負
担
率
の
問
題
を
除
く
）
 
に
限
り
、
形
式
的
に
は
米
国
の
制
度
と
同
様
と
な
る
。
 
 

四
t
一
七
 
 
 



四
二
八
 
 
 

（
4
4
）
 
こ
の
規
定
（
新
法
）
は
一
九
八
六
年
租
税
改
革
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
導
入
前
は
、
「
C
F
C
を
通
じ
た
所
得
の
稼
 
 
 

得
目
的
が
主
と
し
て
租
税
の
減
少
に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
納
税
者
が
立
証
し
た
と
き
は
サ
ブ
パ
ー
ト
∴
∬
所
得
か
ら
除
外
す
る
」
旨
の
規
定
 
 

（
旧
法
）
と
な
っ
て
い
た
。
旧
法
に
代
わ
り
新
法
が
導
入
さ
れ
た
背
景
及
び
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

旧
法
に
は
明
確
な
基
準
が
な
く
、
執
行
困
難
な
親
定
も
存
在
し
て
お
り
（
例
え
ば
、
C
F
C
の
所
在
地
国
の
税
率
を
比
較
す
る
に
当
た
り
、
米
国
 
 
 

の
税
率
の
他
に
そ
の
他
の
第
三
国
の
税
率
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
定
と
な
っ
て
い
た
）
、
ま
た
、
s
u
b
j
e
c
t
i
く
e
t
e
S
t
を
採
用
し
て
い
た
こ
 
 
 

と
か
ら
納
税
者
と
の
間
で
紛
争
・
訴
訟
が
頻
発
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
適
用
の
よ
り
容
易
な
親
定
の
導
入
が
必
要
と
な
っ
て
い
た
。
 
 

な
お
、
こ
の
高
率
課
税
所
得
に
係
る
九
〇
％
超
ル
ー
ル
は
、
資
本
輸
出
の
中
立
性
す
な
わ
ち
、
国
内
投
資
と
国
外
投
資
と
の
中
立
性
の
確
保
と
い
 
 
 

う
米
国
の
基
本
政
策
を
具
体
的
に
反
映
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
A
r
n
O
－
d
∵
b
i
d
．
、
p
p
．
∽
芦
∽
誤
参
照
。
 
 

（
4
5
）
 
外
国
で
米
国
税
率
（
最
高
税
率
三
四
％
）
の
九
〇
％
超
で
課
さ
れ
る
所
得
と
い
う
の
は
、
外
国
で
三
〇
・
六
％
（
麗
衰
×
讐
衰
＝
讐
忘
米
）
超
の
税
 
 
 

負
担
を
負
う
所
得
を
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
制
度
に
い
う
軽
課
税
国
は
二
五
％
未
満
の
国
を
対
象
と
し
て
お
り
、
米
国
の
制
度
（
三
〇
・
六
％
 
 
 

超
）
と
の
間
の
開
き
は
従
前
よ
り
も
縮
小
し
て
き
て
い
る
。
 
 

米
国
の
制
度
は
、
主
と
し
て
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
国
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
旨
、
導
入
時
（
一
九
六
二
年
）
に
議
会
 
 
 

で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
S
e
n
a
t
e
 
C
O
m
m
i
t
t
e
e
 
R
e
p
O
r
t
－
0
0
∃
H
 
C
O
n
g
．
－
N
d
 
S
e
s
s
．
S
．
R
e
p
．
N
〇
．
－
0
0
0
0
ー
（
－
浣
N
）
声
R
e
p
－
i
コ
t
e
d
 
i
n
 
J
a
c
O
b
 
 
 

R
P
b
k
i
n
 
a
n
d
 
M
P
r
k
 
H
∴
r
O
h
a
n
s
O
n
－
F
e
d
e
r
a
〓
n
c
O
m
e
－
G
i
f
t
 
a
n
d
 
E
s
t
P
t
e
 
T
a
H
a
t
i
O
n
－
く
○
－
．
↓
、
C
O
d
e
 
a
n
d
 
C
O
n
g
r
e
S
S
i
O
n
巴
R
e
p
O
r
t
S
】
 
 
 

（
－
冨
芦
（
N
e
w
y
O
r
k
‥
M
a
t
t
h
e
w
B
e
n
d
e
r
〓
】
0
0
S
e
－
e
a
f
）
も
．
ご
ー
N
≡
参
照
。
 
 

（
4
6
）
 
日
本
の
制
度
に
お
い
て
「
t
O
％
以
上
」
と
さ
れ
た
理
由
は
、
∽
一
〇
％
以
上
の
持
分
保
有
者
は
日
本
の
商
法
に
お
い
て
会
計
帳
簿
閲
覧
権
を
付
 
 
 

与
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
大
株
主
で
あ
り
（
商
二
九
三
条
の
六
）
、
外
国
法
人
の
経
営
に
対
し
て
十
分
な
影
響
を
与
え
う
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
考
 
 
 

え
ら
れ
る
こ
と
、
∽
制
度
の
適
用
回
避
を
図
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
意
図
を
推
認
し
う
る
に
足
る
下
限
が
一
〇
％
の
持
分
で
あ
ろ
 
 
 

う
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
、
㈲
現
実
に
課
税
対
象
と
な
り
そ
う
な
子
会
社
等
は
我
が
国
の
単
独
の
株
主
に
よ
り
一
〇
〇
％
近
く
の
持
分
を
保
有
さ
れ
 
 
 

て
い
る
よ
う
な
も
の
が
多
い
と
い
う
実
態
が
勘
案
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
㈲
個
々
の
株
主
の
持
分
を
一
〇
％
未
満
と
し
分
散
保
有
に
よ
る
納
税
 
 
 

義
務
回
避
の
可
能
性
に
対
し
て
は
同
族
持
株
グ
ル
ー
プ
全
体
で
一
〇
％
以
上
の
持
分
を
有
す
る
場
合
に
は
こ
の
一
〇
％
基
準
を
撤
廃
し
て
持
分
の
 
 
 

大
き
さ
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
本
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
「
対
策
税
制
」
九
 
 
 



四
頁
以
下
。
）
。
 
 

（
4
7
）
 
五
〇
％
超
判
定
上
の
価
額
テ
ス
ト
は
、
t
九
八
六
年
租
税
改
革
法
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
改
正
の
背
景
に
は
、
米
国
の
納
税
者
 
 
 

に
よ
る
次
の
よ
う
な
操
作
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
l
O
i
n
t
C
O
ヨ
m
i
t
t
e
e
O
n
 
T
a
欝
t
i
O
ロ
ー
G
e
n
e
r
a
－
E
召
－
a
n
a
t
i
O
n
 
 
 

O
f
t
h
e
↓
a
H
R
e
f
O
r
m
A
c
t
O
＝
∽
0
0
の
も
一
∽
∞
∞
）
。
す
な
わ
ち
、
米
国
の
納
税
者
が
外
国
法
人
の
議
決
権
の
な
い
株
式
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
り
実
 
 
 

質
的
に
株
式
の
価
額
の
五
〇
％
超
を
所
有
し
て
い
る
も
か
か
わ
ら
ず
、
議
決
権
の
あ
る
株
式
に
つ
い
て
は
五
〇
％
以
下
の
所
有
と
い
う
形
式
を
創
 
 
 

出
す
る
こ
と
に
よ
り
本
制
度
の
適
用
回
避
を
因
る
と
い
う
事
例
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
一
九
八
六
年
租
税
改
革
法
に
よ
り
、
保
険
会
社
に
 
 
 

係
る
二
五
％
基
準
（
九
五
七
回
）
及
び
外
国
同
族
持
株
会
社
に
係
る
五
〇
％
超
基
準
も
議
決
権
テ
ス
ト
及
び
価
額
テ
ス
ト
双
方
に
よ
り
判
定
さ
れ
 
 

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
4
8
）
 
法
律
上
、
軽
課
税
国
と
は
「
本
邦
に
お
け
る
法
人
の
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
の
負
担
に
比
し
て
法
人
の
す
べ
て
の
所
得
又
は
特
定
の
所
得
 
 
 

に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
の
負
担
が
著
し
く
低
い
国
又
は
地
域
と
し
て
す
べ
て
の
所
得
又
ほ
特
定
の
所
得
の
区
分
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
国
又
ほ
地
 
 
 

域
」
と
さ
れ
て
い
る
（
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
「
対
策
税
制
」
九
七
～
九
入
貢
）
。
「
我
が
国
に
お
け
る
法
人
の
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
に
対
し
 
 
 

て
ほ
、
資
本
金
一
億
円
超
の
法
人
で
課
税
所
得
が
年
七
〇
〇
万
円
超
の
も
の
が
平
均
配
当
性
向
を
三
〇
％
と
し
た
場
合
、
法
人
税
、
事
業
税
、
道
府
 
 
 

県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
実
効
税
率
が
約
四
九
・
四
六
％
と
な
る
と
い
う
こ
と
及
び
我
が
国
税
法
の
中
に
「
著
し
く
低
い
」
を
五
〇
％
未
満
と
 
 
 

解
す
る
考
え
方
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
我
が
国
の
実
効
税
率
を
約
五
〇
％
と
す
れ
ば
、
外
国
の
法
人
税
等
に
相
当
す
る
実
効
税
 
 
 

率
が
二
五
％
未
満
の
国
又
は
地
域
が
軽
課
税
国
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」
 
 

な
お
、
平
成
四
年
度
税
制
改
正
案
に
お
い
て
は
軽
課
税
国
は
定
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
旨
の
報
道
が
行
わ
れ
て
い
る
（
日
本
経
済
新
聞
平
成
三
年
 
 
 

十
二
月
六
日
）
。
 
 

（
4
9
）
 
高
橋
・
前
掲
荘
（
2
3
）
 
「
対
策
税
制
」
九
八
、
一
〇
二
～
一
〇
三
頁
。
 
 

（
5
0
）
 
C
F
C
合
算
す
べ
き
所
得
を
大
雑
把
に
類
型
化
す
る
と
、
利
子
、
一
般
配
当
、
賃
貸
料
又
は
使
用
料
の
よ
う
な
受
動
的
投
資
所
得
（
p
a
s
s
i
く
e
 
 
 

i
n
く
2
S
t
m
e
n
二
n
c
O
ヨ
e
）
、
能
動
的
事
業
所
得
（
P
C
t
i
く
e
b
亡
S
i
n
e
e
i
n
c
O
m
e
）
及
び
外
国
基
地
会
社
所
得
（
b
a
s
e
c
O
m
p
a
n
y
i
n
c
O
m
e
）
に
分
け
ら
れ
 
 
 

る
。
先
進
主
要
国
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
税
制
に
お
い
て
は
、
能
動
的
事
業
所
得
は
、
通
常
は
、
合
算
対
象
所
得
と
は
さ
れ
な
い
。
A
r
n
0
1
d
－
 
 
 

i
b
i
d
．
、
p
．
定
隕
参
照
。
 
 

四
二
九
 
 
 



四
三
〇
 
 
 

（
5
1
）
 
米
国
の
制
度
に
ほ
、
関
連
者
か
ら
受
領
す
る
所
得
を
合
算
所
得
と
す
る
旨
規
定
す
る
例
が
多
い
。
従
っ
て
、
あ
る
者
が
関
連
者
の
範
囲
に
含
ま
れ
 
 
 

る
か
否
か
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
t
九
八
六
年
改
正
前
は
、
C
F
C
に
支
配
さ
れ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
信
託
、
遺
産
は
関
連
者
に
含
ま
れ
て
 
 
 

い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
を
利
用
す
る
事
例
が
見
受
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
一
九
入
六
年
改
正
で
こ
れ
ら
の
者
が
関
連
者
の
範
囲
に
含
め
ら
 
 
 

れ
た
（
l
O
i
n
t
C
O
ヨ
m
i
t
t
e
e
O
n
T
a
琵
t
i
O
n
こ
b
i
d
・
、
p
・
謡
豊
。
 
 

（
5
2
）
一
九
八
六
年
租
税
改
革
法
で
は
、
課
税
繰
延
べ
の
防
止
に
よ
り
内
外
投
資
の
中
立
性
を
確
保
し
資
本
の
効
率
的
利
用
を
図
る
と
の
従
来
の
基
本
 
 
 

ポ
リ
シ
ー
の
下
、
具
体
的
に
は
、
現
行
法
の
サ
ブ
パ
ー
ト
F
条
項
に
定
め
る
適
用
除
外
規
定
の
範
囲
が
広
す
ぎ
る
た
め
い
く
つ
か
の
所
得
に
つ
い
 
 
 

て
米
国
の
課
税
が
繰
延
べ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
の
認
識
を
踏
ま
え
て
所
得
の
拡
大
の
た
め
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
J
O
i
n
t
C
O
m
ヨ
i
t
t
e
e
O
n
 
 
 

↓
a
六
a
t
i
呂
－
i
b
i
d
．
．
p
p
．
冨
丹
宗
∽
参
照
。
 
 

（
5
3
）
一
九
八
六
年
の
改
正
前
に
は
合
算
所
得
の
範
田
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
例
え
ば
次
の
よ
う
な
所
得
を
各
々
次
の
理
由
か
ら
、
合
算
所
得
の
範
 
 
 

囲
に
含
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
二
〇
i
n
t
C
O
m
ヨ
i
t
t
e
e
。
n
T
a
邑
i
。
n
∵
b
i
d
・
、
p
p
・
実
の
一
軍
参
喝
 
 

1
 
銀
行
業
着
で
あ
る
非
関
連
者
か
ら
受
領
し
た
配
当
、
利
子
、
ゲ
イ
ン
 
 

（
理
由
）
 
貸
付
行
為
に
係
る
所
得
は
、
そ
の
資
金
の
源
泉
、
使
用
等
の
場
所
が
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
も
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
子
会
社
等
を
設
 
 

立
し
て
そ
こ
で
記
帳
の
み
を
行
う
こ
と
に
ょ
り
当
該
子
会
社
等
の
所
得
と
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。
 
 

2
 
同
一
国
内
の
関
連
者
か
ら
受
領
し
た
利
子
・
配
当
 
 

（
理
由
）
 
闇
二
国
に
所
在
す
る
A
が
B
（
A
及
び
B
は
関
連
者
）
に
利
子
を
支
払
う
と
、
A
の
所
得
が
利
子
相
当
額
だ
け
減
少
し
、
受
領
者
B
 
 

に
対
し
て
は
、
同
一
国
除
外
（
t
h
e
s
a
ヨ
e
C
O
u
n
t
r
y
i
n
t
e
r
2
S
t
e
宍
e
p
t
i
O
n
）
に
基
づ
き
課
税
が
行
わ
れ
な
い
。
 
 

3
 
保
険
会
社
の
準
備
金
等
の
投
資
に
係
る
所
得
 
 

（
理
由
）
 
米
国
の
銀
行
、
保
険
会
社
の
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
に
お
け
る
設
立
が
増
え
て
い
る
事
実
は
、
こ
れ
の
利
用
に
よ
る
課
税
繰
延
べ
、
 
 

外
国
税
額
控
除
シ
ス
テ
ム
の
濫
用
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
 
 

（
5
4
）
一
九
八
六
年
改
正
で
、
C
F
C
の
所
得
（
受
取
保
険
料
）
に
係
る
被
保
険
者
が
当
該
C
F
C
の
米
国
株
主
等
（
株
式
所
有
割
合
は
一
％
で
も
よ
 
 
 

い
）
で
あ
る
か
又
は
当
該
米
国
株
主
等
の
関
連
者
で
あ
る
と
き
に
関
連
者
保
険
所
待
と
さ
れ
た
（
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
シ
ュ
ラ
ソ
ス
・
カ
ソ
パ
 
 
 

ニ
ー
に
対
す
る
課
税
）
。
従
っ
て
、
下
図
の
【
例
1
】
の
ケ
ー
ス
で
は
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
Ⅹ
に
対
す
る
課
税
が
可
能
に
な
る
。
し
か
し
、
下
図
の
【
例
 
 
 



2
】
の
ケ
ー
ス
 
（
Ⅹ
を
解
散
し
新
た
に
Y
社
、
Z
社
を
設
立
し
、
c
r
O
S
S
・
i
n
s
u
r
a
n
c
e
 
a
r
r
a
n
g
ヨ
e
n
t
を
行
う
（
ケ
ー
ス
）
で
は
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
 
 

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
 
（
l
O
i
n
t
 
C
O
ヨ
m
i
t
t
e
e
 
O
n
↓
a
欝
t
i
O
ロ
ー
i
b
i
d
．
－
p
p
．
冨
－
、
冨
N
）
。
 
 
 

【
彗
－
】
 
 

・
米
Ⅲ
8
秘
中
沖
∽
∽
＞
（
益
回
芦
u
［
冠
掛
 
 

軸
、
普
J
－
∽
∽
＞
什
伊
司
湘
錬
）
 
 （

米
囲
）
－
…
・
…
・
…
 
 

（
米
国
8
軸
 
 

A
－
 
 

弓 ＝ ＝ ■■ 旧  

）   ‖    凹 （つ P ・－ロ   u 凹 （   
・
A
8
仲
澤
湘
琳
芦
米
頂
㊦
錬
8
 
 
 

諦
浮
8
瀬
野
 
 
 

i
く
e
函
 
 
 

旬
＋
ヾ
“
∵
メ
・
〉
⊥
∵
≠
ヾ
）
 
 



（
警
 
廃
止
の
理
由
ほ
、
一
九
八
六
年
改
正
前
の
適
用
除
外
措
置
が
米
国
に
ょ
る
f
O
r
e
i
g
n
f
－
品
S
h
i
p
p
i
n
g
O
p
e
r
a
t
i
O
n
へ
の
投
資
を
促
進
し
た
こ
と
の
 
 
 

認
識
の
下
に
、
議
会
が
、
他
国
の
海
運
活
動
へ
米
国
か
ら
投
資
す
る
こ
と
が
十
分
に
米
国
の
利
益
に
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
た
こ
と
 
 
 

に
あ
る
（
J
O
i
n
t
 
C
O
m
ヨ
i
t
t
e
e
 
O
n
↓
a
H
a
t
i
O
n
∵
b
i
d
．
、
勺
．
当
○
）
。
 
 

（
5
6
）
一
九
八
六
年
改
正
前
の
デ
・
ミ
ニ
ミ
ス
・
ル
ー
ル
（
旧
法
）
は
、
外
国
法
人
の
総
所
得
（
g
－
O
S
S
i
n
c
。
m
2
）
に
占
め
る
外
国
基
地
会
社
所
得
（
保
 
 
 

険
所
得
を
含
む
）
の
割
合
が
一
〇
％
未
満
の
場
合
に
は
、
そ
の
外
国
基
地
会
社
所
得
と
し
て
の
認
識
は
一
切
行
わ
れ
ず
、
従
っ
て
、
課
税
は
行
わ
れ
 
 
 

な
か
っ
た
。
旧
法
の
下
で
は
、
一
〇
％
未
満
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
外
国
基
地
会
社
所
得
の
金
額
が
い
く
ら
大
き
く
と
も
課
税
さ
れ
な
い
と
い
う
弊
 
 
 

害
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
六
年
改
正
後
は
、
一
〇
％
の
基
準
が
引
下
げ
ら
れ
、
ま
た
、
一
〇
〇
万
ド
ル
と
い
う
絶
 
 
 

・
A
－
、
A
N
＼
‥
A
－
0
0
（
－
∞
＞
）
 
 

【
彗
N
】
 
剖
翫
【
望
こ
芦
哲
r
ノ
バ
．
拘
禁
賛
辞
「
Y
什
N
呼
蛍
「
（
鞘
牲
「
、
 
 

c
r
O
S
S
 
i
n
s
u
r
a
n
c
e
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
吋
寄
葦
ヰ
か
望
 
 
 

A
－
∽
．
A
N
P
…
A
∽
∽
（
－
↓
＞
）
 
 

米   
1因  

8  

Ⅰ王  琵聖  

埼   埴  

N一…－∴ L－－－－－－－ ペ  
（
b
“
こ
∴
メ
・
～
1
「
ヽ
ヾ
）
 
 

・
Y
昂
－
↓
＞
8
諦
謬
村
瀬
謬
 
 

・
N
芦
－
0
0
＞
8
浄
罪
吋
藻
琴
 
 



対
額
基
準
が
設
け
ら
れ
、
結
局
、
五
％
又
は
一
〇
〇
万
ド
ル
未
満
の
場
合
に
の
み
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
 
（
l
O
i
n
t
 
C
O
m
m
i
t
t
e
e
 
O
n
 
 
 

↓
a
x
a
t
i
O
n
．
i
b
i
d
．
．
p
．
g
0
0
）
。
絶
対
額
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
旧
法
の
下
で
多
額
の
外
国
基
地
会
社
所
得
に
つ
い
て
非
課
税
を
受
け
て
い
 
 
 

た
多
国
籍
企
業
に
と
っ
て
、
改
正
以
後
は
、
一
〇
〇
万
ド
ル
未
満
の
外
国
基
地
会
社
所
得
を
多
数
の
C
F
C
に
分
散
さ
せ
る
道
し
か
非
課
税
の
恩
 
 
 

典
を
受
け
る
道
が
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
も
多
数
の
C
F
C
に
分
散
さ
せ
る
た
め
に
要
す
る
コ
ス
ト
と
の
兼
ね
合
い
を
考
慮
す
る
と
 
 
 

実
質
的
に
抜
け
道
は
塞
が
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
 
（
G
e
r
a
－
d
↓
．
B
a
H
 
e
t
c
．
－
H
O
W
 
U
．
S
．
S
h
a
r
e
h
O
－
d
e
r
s
 
O
f
 
a
 
C
F
C
 
a
r
e
 
 
 

↓
a
莞
d
 
a
f
t
e
r
↓
R
A
－
∞
の
．
↓
h
e
J
O
u
r
n
巴
O
f
↓
a
粥
a
t
i
O
n
J
u
n
e
－
莞
ヨ
p
．
∽
∽
の
）
。
 
 

（
5
7
）
一
九
八
六
年
改
正
で
そ
れ
以
前
（
旧
法
）
の
規
定
に
こ
の
二
つ
の
制
限
が
加
え
ら
れ
た
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
旧
法
上
の
過
年
度
損
失
控
 
 
 

除
制
限
（
胃
C
u
m
u
－
a
t
e
d
 
d
e
f
i
c
i
t
 
r
u
－
e
）
及
び
関
連
会
社
損
失
の
控
除
（
c
h
a
i
n
d
e
詳
i
t
r
u
－
e
）
の
下
で
ほ
、
過
年
度
の
非
サ
ブ
パ
ー
ト
F
損
失
の
 
 
 

控
除
は
こ
の
損
失
の
属
す
る
所
得
の
種
類
と
異
な
る
種
炉
の
黒
字
所
得
か
ら
の
控
除
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
 
 

（
J
O
i
n
t
 
C
O
m
m
i
t
t
e
e
 
O
n
↓
a
X
P
t
i
O
n
こ
b
i
d
．
．
p
p
．
当
－
～
讐
〕
）
。
 
 

∽
 
過
年
度
損
失
控
除
制
度
の
下
で
は
、
例
え
ば
、
納
税
者
が
動
産
を
（
赤
字
の
）
 
C
F
C
に
移
転
さ
せ
て
そ
れ
か
ら
生
ず
る
所
得
に
対
す
る
 
 

（
米
国
の
）
租
税
を
免
れ
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。
 
 

∽
 
関
連
会
社
損
失
の
控
除
制
度
の
下
で
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
 
 

イ
 
米
国
法
人
が
赤
字
の
外
国
法
人
を
買
収
し
、
サ
ブ
パ
ー
ト
F
所
得
を
シ
ェ
ル
タ
ー
（
s
h
e
l
t
e
r
）
す
る
（
但
し
、
I
R
S
が
内
国
歳
入
法
二
 
 

六
九
条
に
基
づ
き
租
税
回
避
目
的
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
ケ
ー
ス
は
課
税
と
な
る
）
。
 
 

ロ
 
本
制
度
ほ
、
国
外
支
店
損
失
に
係
る
ゲ
イ
ン
に
対
す
る
課
税
の
規
定
（
設
立
当
初
は
赤
字
と
な
る
国
外
支
店
を
、
黒
字
転
換
暗
か
ら
子
会
 
 

社
に
す
る
こ
と
へ
の
対
処
の
た
め
の
裁
定
。
内
国
歳
入
法
三
六
七
い
㈱
囲
参
照
）
と
整
合
性
が
な
い
。
つ
ま
り
、
本
制
度
の
下
で
は
、
他
の
 
 

外
国
法
人
の
赤
字
を
使
っ
て
C
ア
C
が
課
税
繰
延
べ
を
す
る
と
い
う
欠
陥
が
あ
っ
た
。
 
 

ハ
 
次
の
例
の
よ
う
に
、
同
一
の
損
失
が
二
度
利
用
さ
れ
る
と
い
う
欠
陥
が
あ
っ
た
。
 
 
 



（
結
論
）
 
 

第
一
年
目
…
…
…
…
…
合
算
所
得
○
 
 

第
二
年
目
…
…
…
…
…
Ⅹ
の
A
に
対
す
る
出
資
が
内
国
歳
入
法
一
六
五
は
に
基
づ
き
w
O
r
t
h
－
e
s
s
s
e
c
u
r
i
t
i
e
s
と
し
て
Ⅹ
の
課
税
所
得
を
減
 
 

少
さ
せ
る
。
な
お
、
赤
字
の
C
F
C
に
対
す
る
資
金
援
助
を
行
い
、
後
で
そ
の
債
権
を
w
r
i
t
e
 
O
f
f
す
る
こ
と
に
 
 

よ
っ
て
も
前
述
と
同
様
の
租
税
回
避
が
可
能
で
あ
っ
た
。
 
 

（
讐
 
日
本
の
制
度
は
、
連
結
納
税
制
度
的
な
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
は
全
く
な
い
と
こ
ろ
か
ら
親
会
社
と
子
会
社
等
と
の
損
益
通
算
ほ
認
め
ら
れ
 
 
 

て
い
な
い
（
高
橋
・
前
掲
注
（
2
3
）
「
対
策
税
制
」
九
三
貢
）
。
こ
れ
は
、
日
本
の
制
度
が
結
局
は
租
税
回
避
を
防
止
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
っ
て
租
 
 
 

税
の
軽
減
を
図
っ
て
い
る
場
合
に
限
り
適
用
さ
れ
る
も
の
と
の
考
え
方
が
政
策
上
採
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
（
国
際
税
務
一
〇
巻
三
号
四
 
 
 

九
～
五
〇
頁
）
。
 
 

（
5
9
）
 
分
離
限
度
額
方
式
（
a
s
e
p
P
r
a
t
e
－
i
ヨ
i
t
a
t
i
O
n
m
e
t
h
O
d
）
と
は
、
国
外
所
得
を
複
数
の
所
得
グ
ル
㌧
フ
（
a
s
e
p
a
r
a
t
e
c
已
2
g
O
－
y
）
に
分
類
し
て
 
 
 

こ
れ
ら
の
各
々
の
所
得
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
控
除
限
度
額
の
計
算
及
び
外
国
税
額
控
除
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
一
般
に
、
国
際
的
な
二
重
課
税
の
排
 
 
 

除
方
式
に
は
、
外
国
所
得
免
除
方
式
（
f
O
r
e
i
g
n
i
n
c
O
m
e
e
莞
m
p
t
i
O
n
m
e
t
h
O
d
）
と
外
国
税
額
控
除
方
式
（
f
O
r
e
i
g
n
t
a
X
C
r
e
d
i
t
m
2
t
h
O
d
）
と
 
 
 

が
あ
り
、
後
者
の
方
式
に
は
、
一
括
限
度
額
方
式
（
a
n
O
く
e
r
a
】
〓
i
m
i
t
P
t
i
O
n
）
、
国
別
限
度
額
方
式
（
a
p
e
r
c
O
u
旨
y
－
i
m
i
t
註
O
n
）
、
所
得
項
目
別
 
 
 

米
圃
8
軸
 
 

置
営
琵
埼
－
0
0
 
 

旬
＋
ヾ
“
∵
y
・
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∵
≠
ヾ
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限
度
額
方
式
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
日
本
の
現
行
法
人
税
法
は
基
本
的
に
一
括
限
度
額
方
式
を
と
っ
て
い
る
。
米
国
の
分
離
限
度
額
方
式
は
一
括
限
 
 
 

度
額
方
式
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
次
の
九
つ
の
所
得
グ
ル
ト
フ
ご
と
に
限
度
額
を
計
算
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
I
R
C
九
〇
 
 
 

四
川
）
。
米
国
の
制
度
で
は
所
得
項
目
の
細
分
化
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
所
得
項
目
限
度
額
方
式
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
み
る
こ
と
も
 
 

可
能
で
あ
る
。
 
 

1
 
受
動
所
得
（
p
a
s
s
i
く
e
 
i
コ
C
O
ヨ
e
）
 
 

2
 
高
率
源
泉
徴
収
利
子
（
h
i
g
h
w
i
t
h
訂
d
i
n
g
t
a
H
i
n
t
e
r
e
s
t
）
 
 

3
 
金
融
サ
ー
ヴ
ィ
ス
所
得
（
f
i
n
a
n
c
i
a
l
s
e
r
5
．
C
e
 
i
n
c
O
m
e
）
 
 

4
 
海
運
所
得
（
s
h
i
p
p
i
n
g
 
i
n
c
O
ヨ
e
）
 
 

5
 
配
当
（
d
i
ま
d
e
n
d
s
）
（
但
し
、
原
則
と
し
て
O
F
C
を
除
く
外
国
法
人
の
う
ち
間
接
外
国
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
も
の
か
ら
配
当
を
受
領
 
 

す
る
外
国
法
人
の
場
合
に
限
る
。
）
 
 

6
 
D
I
S
C
等
か
ら
の
配
当
（
d
i
ま
d
e
n
d
s
 
f
r
O
m
 
D
H
S
C
）
 
 

7
 
外
国
貿
易
所
得
 
 

8
 
F
S
C
等
か
ら
の
分
配
 
 

9
 
そ
の
他
の
所
得
（
上
記
1
～
8
以
外
の
所
得
）
 
 

（
6
0
）
 
国
内
法
（
内
国
歳
入
法
）
で
所
得
の
源
泉
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
米
国
が
締
結
し
た
租
税
条
約
上
の
源
泉
規
定
と
の
抵
触
が
生
ず
る
場
合
に
 
 
 

は
、
原
則
と
し
て
租
税
条
約
上
の
源
泉
規
定
が
優
先
す
る
。
す
な
わ
ち
、
C
F
C
か
ら
取
得
し
た
所
得
で
I
R
C
九
〇
四
は
に
よ
り
米
国
内
源
泉
所
 
 
 

得
と
さ
れ
る
額
は
、
そ
れ
が
租
税
条
約
の
規
定
に
よ
り
米
国
外
源
泉
所
得
と
さ
れ
る
場
合
に
は
米
国
の
納
税
者
が
租
税
条
約
の
定
め
を
適
用
す
る
 
 
 

こ
と
の
選
択
（
I
R
C
九
〇
四
は
㈹
に
定
め
る
利
益
の
選
択
）
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
租
税
条
約
の
定
め
が
適
用
さ
れ
る
（
I
R
C
九
〇
四
は
 
 

㈹
）
。
 
 

（
6
1
）
 
米
国
の
議
会
の
考
え
方
を
敷
節
し
て
説
明
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
外
国
税
額
控
除
は
、
国
外
所
得
に
対
す
る
二
重
課
税
す
な
わ
ち
国
外
 
 
 

所
得
が
生
じ
た
外
国
に
お
け
る
課
税
と
当
該
国
外
所
得
に
対
す
る
居
住
地
国
で
の
全
世
界
所
得
課
税
（
w
O
r
l
d
w
i
d
e
i
n
c
O
m
e
 
t
a
H
a
t
i
O
n
）
 
に
よ
る
 
 
 

二
重
課
税
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
に
例
を
と
っ
て
具
体
的
に
い
え
ば
、
米
国
の
納
税
者
の
国
外
所
得
に
対
し
て
課
す
 
 

四
三
五
 
 
 



（
6
6
）
 
 

（
6
7
）
 
 

（
6
8
）
 
 

（
6
9
）
 
 

（
7
0
）
 
 

四
三
六
 
 
 

こ
と
と
な
る
米
国
の
租
税
と
当
該
国
外
所
得
に
対
し
て
外
国
が
課
し
た
外
国
の
租
税
と
を
相
殺
す
る
の
が
外
国
税
額
控
除
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
。
 
 

従
っ
て
、
外
国
の
租
税
が
米
国
内
所
得
に
対
す
る
米
国
の
租
税
か
ら
控
除
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
外
国
税
額
控
除
制
度
が
機
能
す
る
よ
う
な
こ
と
が
 
 

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
J
O
i
n
t
C
O
m
ヨ
i
t
t
e
e
O
n
↓
a
誓
t
i
O
n
、
G
e
完
r
a
l
E
x
p
－
a
n
a
t
i
O
n
O
f
t
h
e
R
e
詔
n
u
e
P
r
O
く
i
s
i
O
n
S
O
f
 
t
h
2
T
a
X
E
q
u
i
t
y
a
n
d
 
 

F
i
s
c
a
－
R
e
s
p
O
n
S
i
b
i
－
i
t
y
A
c
t
O
〓
冨
N
（
H
．
R
．
畠
芦
讐
T
H
C
O
n
g
r
e
S
S
”
P
u
b
－
i
c
r
a
w
芋
N
h
至
も
・
冨
 
 
 

C
O
ヨ
m
e
r
C
e
n
－
e
a
r
i
n
g
H
O
u
S
e
、
I
n
c
一
－
E
眉
－
a
n
a
t
i
O
コ
O
f
T
a
X
R
e
f
O
r
m
A
c
t
O
＝
冨
－
】
p
」
の
∽
 
 
 

l
O
i
n
t
C
O
m
m
i
t
t
e
e
O
n
↓
a
X
a
t
i
O
n
、
G
e
n
e
邑
E
召
l
a
n
a
t
i
O
n
O
f
t
h
e
T
a
H
R
2
f
O
－
m
A
c
t
O
f
－
冨
の
ー
p
p
・
0
0
巴
・
0
0
の
N
 
 

な
お
、
一
九
八
六
年
租
税
改
革
法
に
よ
り
米
国
の
税
率
が
外
国
の
そ
れ
に
比
し
て
さ
ら
に
相
対
的
に
引
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
後
に
お
 
 

け
る
米
国
の
納
税
者
に
よ
る
控
除
余
裕
枠
の
創
出
行
動
例
え
ば
低
税
率
の
外
国
に
対
し
て
容
易
に
移
転
が
可
能
な
動
産
の
国
外
移
転
に
ょ
る
低
税
 
 

率
国
外
所
得
の
稼
得
行
動
が
加
速
さ
れ
る
可
能
性
を
議
会
は
示
唆
し
て
い
る
。
l
。
i
n
t
C
O
m
m
i
t
t
e
e
O
n
↓
a
H
註
O
n
こ
b
i
d
・
も
・
0
0
の
N
参
照
。
 
 
 

税
制
調
査
会
、
「
税
制
の
抜
本
的
見
直
し
に
つ
い
て
の
答
申
」
（
昭
六
十
一
）
六
〇
貢
。
 
 
 

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
改
正
の
基
礎
に
あ
る
の
ほ
、
国
際
的
二
重
課
税
の
排
除
は
本
来
所
得
項
目
別
限
度
額
方
式
の
よ
う
に
個
々
の
所
得
ご
と
 
 

に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
点
米
国
の
考
え
方
と
軌
を
一
に
す
る
。
し
か
し
、
所
得
項
目
別
限
度
破
方
式
は
国
外
源
泉
所
得
及
び
 
 

費
用
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
対
応
計
算
を
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
執
行
・
納
税
上
の
負
担
が
重
大
で
あ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
中
尾
武
彦
「
外
 
 

国
税
額
控
除
制
度
の
改
正
」
国
税
庁
「
昭
和
六
十
三
年
改
正
税
法
の
す
べ
て
」
三
八
八
貢
。
 
 
 

税
制
調
査
会
「
税
制
の
抜
本
的
見
直
し
に
つ
い
て
の
答
申
」
（
昭
六
十
一
）
六
九
頁
。
 
 
 

中
尾
・
前
掲
注
（
6
5
）
「
外
国
税
額
控
除
制
度
の
改
正
」
三
八
八
頁
 
 
 

中
尾
・
前
掲
注
（
6
5
）
「
外
国
税
額
控
除
制
度
の
改
正
」
三
八
八
真
 
 
 

申
尾
こ
別
掲
注
（
6
5
）
「
外
国
税
額
控
除
制
度
の
改
正
」
 
三
九
〇
頁
 
 
 

現
行
の
所
得
の
内
外
区
分
ル
ー
ル
の
下
で
は
、
例
え
ば
従
業
員
の
比
率
が
国
内
と
国
外
で
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
％
な
の
に
所
得
の
す
べ
て
て
を
国
外
 
 

で
得
た
よ
う
な
形
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
企
業
の
内
外
活
動
の
実
態
か
ら
み
て
必
ず
し
も
妥
当
と
思
わ
れ
な
い
結
果
が
生
じ
て
い
る
と
の
 
 

指
摘
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
控
除
限
度
額
が
算
出
法
人
税
に
等
し
い
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
外
国
税
額
控
除
後
の
我
が
国
へ
の
納
付
税
額
が
全
く
な
 
 

い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
得
る
。
中
尾
・
前
掲
荘
（
6
5
）
「
外
国
税
額
控
除
制
皮
の
改
正
」
三
八
六
～
三
入
七
貢
。
 
 
 



高
橋
こ
別
掲
注
（
2
3
）
「
対
策
税
制
」
一
七
九
頁
。
 
 

一
九
入
九
年
八
月
署
名
の
米
・
独
租
税
条
約
の
ト
∴
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
同
条
約
第
t
一
入
粂
）
 
 
 

1
 
条
約
適
用
対
象
者
の
制
限
 
 

次
の
者
（
個
人
を
除
く
）
 
に
は
、
原
則
と
し
て
条
約
上
の
恩
典
を
与
え
な
い
。
 
 
 

m
 
投
資
又
は
投
資
の
管
理
を
行
う
も
の
（
銀
行
業
及
び
保
険
業
者
を
除
く
）
（
b
u
s
i
コ
e
S
S
C
O
n
n
e
C
t
i
O
n
t
e
S
t
）
 
 
 

∽
 
非
上
場
法
人
（
p
亡
b
－
i
c
 
t
r
P
d
i
n
g
t
e
s
t
）
 
 
 

刷
 
非
居
住
者
に
五
〇
％
超
を
支
配
さ
れ
て
い
る
（
O
W
n
e
r
S
h
i
p
t
e
s
t
）
者
（
但
し
、
そ
の
総
所
得
の
五
〇
％
超
が
条
約
の
恩
典
を
受
け
ら
れ
 
 

な
い
者
に
対
す
る
債
務
の
支
払
い
に
充
て
ら
れ
て
い
る
（
b
a
s
e
i
r
O
S
i
O
n
t
e
S
t
）
場
合
に
限
る
）
 
 
 

2
 
権
限
の
あ
る
当
局
の
裁
量
 
 

源
泉
地
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
前
述
1
の
者
に
対
し
て
条
約
の
恩
典
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

な
お
、
一
九
九
一
年
±
一
月
十
九
日
に
署
名
さ
れ
た
米
・
バ
ル
バ
ド
ス
租
税
条
約
懐
正
議
定
書
（
こ
の
議
定
書
は
、
一
九
八
四
年
の
米
・
バ
ル
バ
 
 

ド
ス
租
税
条
約
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
）
に
も
、
米
・
独
租
税
条
約
の
1
∴
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
に
類
似
す
る
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
 
 

て
お
り
（
T
a
X
N
O
t
e
I
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
L
邑
」
、
N
O
」
0
0
．
U
．
S
．
S
i
n
g
s
A
m
e
n
d
i
コ
g
P
r
O
t
O
C
0
1
t
O
謬
r
b
a
d
O
S
T
a
舛
T
－
邑
y
、
p
・
会
－
）
、
近
年
に
お
 
 

け
る
米
国
の
租
税
条
約
締
結
の
ポ
リ
シ
ー
と
し
て
の
ト
リ
ー
テ
ィ
・
シ
ョ
ッ
ビ
ン
グ
条
項
の
採
用
を
実
践
し
て
き
て
い
る
。
 
 
 

C
C
H
S
t
a
n
d
a
r
d
F
e
d
e
邑
T
P
舛
R
e
p
O
r
t
e
r
こ
∽
∞
∽
－
く
O
L
↓
、
p
．
巴
○
】
A
 
 
 

相
手
国
の
法
律
に
ょ
り
I
R
S
へ
の
資
料
提
出
が
で
き
な
か
っ
た
旨
の
納
税
者
の
主
張
が
裁
判
所
に
ょ
り
退
け
ら
れ
た
最
初
の
租
税
裁
判
所
の
 
 

判
決
と
し
て
「
F
－
y
i
n
g
↓
i
恥
e
r
社
対
I
R
S
、
一
九
八
三
二
ハ
二
三
」
が
あ
る
（
国
際
税
務
九
巻
一
〇
号
六
貢
）
。
 
 
 


